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は
じ
め
に

本
稿
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
を
定

め
た
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
お
け
る
三
原
則
!
ー
白
律
性
、
単
一
金
庫
、
一
般
化

ー
!
の
基
本
的
枠
組
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
基
づ
く
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
計
画
が
国
家
に
よ
る

社
会
保
障
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
て
、
わ
が
国
で
も
一
般
に
社
会
保
障
と

は
「
国
家
」
に
よ
る
保
障
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
プ
ラ

フランス社会保障制度の構造とその特徴

ン
ス
の
社
会
保
障
の
理
念
は
国
家
と
は
一
線
を
画
す
る
自
律
的
な
社
会
保
障
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
保
障
制
度
の

管
理
運
営
主
体
は
、
被
保
険
者
を
中
心
と
す
る
関
係
当
事
者
の
代
表
機
関
で
あ

っ
て
、
国
家
で
は
な
い
。
国
家
は
、
後
見
役
と
し
て
の
地
位
に
と
ど
ま
る
も
の

と
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
特
徴
は
、
ま
さ
に
こ
の
関
係
当
事
者

に
よ
る
管
理
運
営
と
財
政
の
国
庫
か
ら
の
独
立
と
い
う
自
律
性
の
原
則
に
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
原
則
こ
そ
、
ラ
ロ
ッ
ク
0

フ
ラ
ン
に
お
け
る
一
一
一
原
則
の
中
心
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保

障
制
度
の
展
開
は
、
必
ず
し
も
ラ
ロ
ッ
ク
の
意
図
し
た
通
り
の
も
の
と
は
な
ら

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
障
の
一
般
化
は
現
在
な
お
そ
の
実
現
を
見
て

い
な
い
。
ま
た
単
一
金
庫
原
則
は
、
一
九
六
七
年
改
革
に
よ
っ
て
全
国
金
庫
が

分
割
さ
れ
る
に
及
ん
で
破
棄
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

ひ
と
つ
の
社
会
制
度
に
関
す
る
理
論
は
、
究
極
的
に
は
総
合
的
に
評
価
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
作
業
に
お
い
て
は
、
制
度
目
的

達
成
の
た
め
の
理
論
的
有
効
性
、
お
よ
び
現
実
の
社
会
に
お
け
る
実
現
可
能
性

と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
者
の
理
論
的
有
効
性
は
、
制
度
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
そ
の
制
度
が
理

論
的
に
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
論
理
の
問
題
で
あ
り
、
換
言
す

れ
ば
制
度
を
基
礎
づ
け
る
理
論
に
内
包
す
る
論
理
の
有
効
性
の
問
題
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
実
現
可
能
性
は
、
そ
の
制
度
が
設
定
運
用
さ
れ
る

ベ
き
特
定
の
社
会
に
お
け
る
様
々
の
条
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

こ
れ
ら
の
条
件
は
、
理
論
形
成
の
後
も
さ
ら
に
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ

た
制
度
の
運
用
の
過
程
で
も
絶
え
ず
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意

味
で
は
、
結
果
論
と
し
て
の
評
価
を
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
運
命
に
あ

る。
筆
者
同
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
基
礎
つ
け
を
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し
た
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
検
討
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
構
造

と
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
問
題
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
そ
の
う
ち
右
に
述
べ
た
視
点
に
立
っ
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
構

築
の
前
提
と
な
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
諸
制
度
の
検
討
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス



研究ノート

の
ベ
ヴ
ブ
リ
ッ
ジ
報
告
と
の
比
較
を
含
め
て
、
主
と
し
て
前
者
の
視
点
、
す
な

わ
ち
そ
の
理
論
的
有
効
性
を
検
討
す
る
。
後
者
の
視
点
か
ら
の
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ

ン
の
実
現
可
能
性
の
研
究
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
o

本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
に
お
け
る
社
会
保
障
の
定
義
を
述
べ
て
お
き
た

い
。
社
会
保
障
と
い
う
言
築
が
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

社
会
保
障
制
度
を
、
ど
の
よ
う
な
管
理
運
営
組
織
に
よ
っ
て
い
か
な
る
人
々

に
適
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
誰
に
ど
の
よ
う
な
形
で
財
源
負
担
を
謀
し

て
ど
の
程
度
の
内
容
の
給
付
を
な
す
か
等
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
置
か
れ
て
い

る
状
況
や
社
会
保
障
に
関
す
る
制
度
成
立
の
沿
卒
、
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
を

構
成
し
て
い
る
個
別
制
度
の
内
容
等
に
よ
っ
て
、
多
様
な
段
階
が
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
叙
述
に
必
要
な
範
囲
で
社
会
保
障
の
目
的
を
中
心
に
、

社
会
保
障
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
、
議
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

社
会
保
障
は
、
職
業
収
入
を
喪
失
あ
る
い
は
減
少
さ
せ
る
か
、
支
出
の
増
大

を
も
た
ら
す
一
定
の
事
由
に
対
す
る
所
得
の
保
障
を
目
的
と
す
る
。

こ
こ
で
い
う
一
定
の
事
由
と
は
概
ね
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
職
業
収
入
の
喪
失
や
減
少
を
も
た
ら
す
事
由
と
、
支
出
の
増
大
を
も
た

ら
す
事
由
と
に
分
類
で
き
る
。
後
者
に
は
、
疾
病
と
家
族
の
扶
養
が
存
在
す

る
。
前
者
は
、
さ
ら
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
労
働
能
力
の

喪
失
や
減
少
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
災
、
職
業
病
、
疾
病
、
廃
疾
、

老
令
、
死
亡
と
い
う
事
由
で
あ
る
。
第
二
は
、
労
働
能
力
が
活
用
さ
れ
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
、
職
業
収
入
の
喪
失
や
減
少
を
惹
起
す
る
も
の
で
、
失
業
が
こ
れ

北法35(3-4・136)454

に
該
当
す
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
陥
っ
た
場
合
、
関
係
当
事
者
の
負
担
す
る
拠
出

金
を
財
源
と
す
る
定
型
的
な
給
付
に
よ
っ
て
、
所
得
の
保
障
が
図
ら
れ
る
。
こ

の
意
味
で
、
本
稿
に
お
け
る
社
会
保
障
は
、
い
わ
ゆ
る
公
的
扶
助
を
念
頭
に
お

い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
本
稿
で
の
議
論
に
関
連
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社

会
保
障
と
い
う
場
合
、
公
的
扶
助
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
、
本
稿
に
お
け
る
社
会
保
障
の
定
義
で
あ
る
。

(
1
)

わ
が
国
に
お
け
る
フ
ラ

γ
ス
社
会
保
障
制
度
の
研
究
と
し
て
は
、
概
略

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
体
系
的
な
概
説
書
と
し
て

J
・
J
・
デ
ュ

ベ
イ
ル

l
著
上
村
政
彦
・
藤
井
良
治
共
訳
『
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
』
(
光

生
館
、
一
九
七
八
年
)
②
社
会
保
障
法
制
の
概
要
と
社
会
保
障
法
典
を
紹

介
す
る
も
の
と
し
て
有
泉
享
監
修
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
保
障
法
1

フ
ラ

ン
ス
共
和
国
・
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
人

年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
世
界
各
国
の
社
会
保
障
制
度
を
紹
介
検
討
す
る
な

か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
③
上
村
政
彦

等
『
欧
米
の
社
会
保
障
制
度
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
六
年
)
④
小

林
節
夫
『
欧
州
諸
国
の
社
会
保
障
制
度
』
(
社
会
保
険
出
版
社
、
・
一
九
人
一

年
)
⑤
足
立
正
樹
他
編
『
各
国
の
社
会
保
障
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三

年
)
⑥
石
本
忠
義
『
世
界
の
医
療
保
障
制
度
』
(
効
草
書
官
房
、
一
九
八
二

年
)
等
が
あ
る
。
ま
た
、
個
別
的
な
研
究
と
し
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
も

の
が
あ
る
。
⑦
上
村
政
彦
「
主
要
国
に
お
け
る
社
会
保
障
計
画
(
四
)

7



プランス社会保障制度の構造とその特徴

ラ
Y

ス
に
お
け
る
一
九
六
七

I
八
年
社
会
保
障
改
革
の
構
想
と
問
題
点
」

『
国
際
社
会
保
障
研
究
』
五
号
、
(
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
一
九
七
一
年
)

⑧
同
「
ブ
ヲ

γ
ス
家
族
手
当
法
の
生
成
と
発
展
」
前
掲
誌

-
O
号
(
}
九

七
三
年
)
⑨
工
藤
恒
夫
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
|
四
五
年
法
成
立
の
過

程
と
そ
の
意
義
」
『
労
働
・
農
民
運
動
』
(
一
九
六
八
年
一

O
月
号
、
新
日

本
出
版
社
)
、
⑬
問
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
保
障
論
」
『
中
央
大
経
済

論
叢
』
特
別
号
(
丹
後
愛
二
郎
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
、
一
九
六
七
年

七
月
)
、
な
お
、
工
藤
教
授
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
等
を
収
録
し

た
、
⑪
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
論
』
(
青
木
書
席
、
一
九
八
四
年
)
が

あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
⑫
久
塚
純
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
医
師
倫
理
規
程
」

の
運
命
」
『
法
政
論
集
(
北
九
州
大
学
)
』
一
一
巻
=
て
四
号
、
等
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
八

O
年
ま
で
の
制
度
状
況
を
網
羅
的
に
紹
介
す
る
も
の
と
し

て
、
⑬
江
口
隆
裕
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
」
『
週
刊
社
会
保
障
』
一
一
一
一

一
144

一
二
ハ
一
号
、
(
社
会
保
険
法
規
研
究
会
、
一
九
人
一
年
)
が
あ
る
。

第
一
章

第
二
次
世
界
大
戦
前
の
社
会
保
障
法
制

本
章
で
は
、
プ
ラ
ン
メ
社
会
保
障
制
度
の
生
成
過
程
と
も
い
う
べ
き
第
二
次

世
界
大
戦
前
の
「
社
会
保
障
法
」
制
を
検
討
す
る
。

こ
の
「
社
会
保
障
法
」
制
を
そ
の
誕
生
の
順
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
労
災
補

償
、
社
会
保
険
、
家
族
手
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
制
度
を
社
会

保
障
法
制
と
す
る
こ
と
に
は
、
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
保
障
な
る

言
葉
は
、
一
九
三
五
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
社
会
保
障
法

ω町
内
ロ
ユ
々
〉
ロ
件
)
‘
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
以
後
よ
う

や
く
市
民
権
を
獲
得
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
先
に
述
べ

た
社
会
保
障
の
定
義
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
個
別
的
に
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
社
会
保
障
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
て
き
た
と
い
え

(ωon由
回
目

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
労
災
補
償
、
社

会
保
険
お
よ
び
家
族
手
当
の
各
制
度
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
各
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
批
判
の
対
象
と
な

っ
た
も
の
の
、
彼
の
社
会
保
障
計
画
構
築
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
、
ラ

ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
に
基
づ
く
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
主
要
な
一
一
一
部
門

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
ロ
ッ
ク
の
批
判
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ

う
に
、
概
要
次
の
よ
う
な
点
に
む
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
各
制
度
が
そ
れ

ぞ
れ
に
孤
立
し
て
お
り
、
有
機
的
な
関
連
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
各

制
度
自
体
に
お
い
て
、
管
理
運
営
組
織
が
多
数
併
存
し
て
い
た
こ
と
、
③
人
的

適
用
範
囲
が
、
家
族
手
当
制
度
を
除
い
て
、
被
用
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
等
で
あ
る
。
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で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
章
の

検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
制
度
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
立
法
の

基
本
的
な
枠
組
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
お
よ

び
そ
の
他
の
事
情
の
考
察
を
通
じ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
三
つ
の
社
会
保
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障
法
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
理
論
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
検
討
を
通

じ
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
社
会
保
障
計
画
の
意
味
、
換
言
す
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
社
会
保

障
制
度
史
に
お
け
る
ラ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

第

節

労

災

補

償

第
一
款

}
八
九
八
年
法
の
成
立
と
そ
の
特
徴

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
制
を
構
成
す
る
三
部
門
の
う
ち
、
ま
ず
労
災

補
償
部
門
に
お
い
て
本
格
的
な
立
法
が
制
定
さ
れ
た
。
一
八
九
八
年
四
月
九
日

の
「
労
働
者
が
そ
の
労
働
に
お
い
て
被
害
者
と
な
る
災
害
の
責
任
に
関
す
る
法

〔
保
」
で
あ
る
。
本
法
一
は
、
機
械
制
工
業
の
発
達
に
よ
る
労
働
災
害
(
以
下
労
災

と
略
す
る
)
の
頻
発
・
深
刻
〔
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
の
富
民
法
原
理

に
よ
る
犠
牲
者
救
済
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
背
景
に
制
定
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

一
八
九
八
年
法
は
労
災
補
償
に
関
す
る
特
別
の
民

事
責
任
法
と
し
て
成
立
し
た
。

本
法
は
、
一
ニ
つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
職
業
危
険
(
門
広
・

ρ
5
司

g
P
2
2ロ
ロ
巴
)
の
概
今
事
}
根
拠
と
し
て
、
使
用
者
の
無
過
失
責
任
を

認
め
、
②
一
般
法
排
除
の
法
理
を
導
入
し
、
定
率
性
の
原
則
(
匂
ユ
ロ
己
同
混
合

同O
ユ
曲
伊
丹
〉
に
よ
り
補
償
内
容
を
画
一
的
に
定
め
た
も
の
の
、
③
任
意
責
任
保
険

制
度
を
活
用
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
、
と
い
う
三
点
で
あ
る
。

第
一
の
特
徴
で
あ
る
使
用
者
の
無
過
失
責
任
を
認
め
る
根
拠
と
な
っ
た
の

は
、
「
職
業
危
険
」
の
概
念
で
あ
い
心
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
職
業
を
営
む

使
用
者
は
、
そ
の
職
業
の
も
つ
危
険
性
の
故
に
、
当
該
職
業
か
ら
生
じ
る
危
険

の
結
果
を
負
担
す
べ
き
も
の
と
さ
札

M
o
つ
ま
り
、
使
用
者
は
自
ら
の
内

L
れ
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の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
災
に
よ
り
生
じ
た
被
用
者
の
損
害
を
填
補
す
る
責

任任
かを
ら課
もさ
免れ
れゥた
Tニヱ o 

i s 
て'ミ

被
用
者
は
使
用
者
の

P
丘
町
を
立
証
す
る
責

一
八
九
八
年
法
は
、
適
用
範
囲
を
建
築
業
や

採
鉱
採
石
業
、
あ
る
い
は
動
力
機
械
を
使
用
す
る
事
業
等
に
限
定
し
つ
つ
も
、

「
労
働
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
労
働
を
契
機
と
し
て
」
生
じ
た
災
害
を
労

働
災
害
と
定
義
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
職
業
危
険
の
概
念
に
よ
り
使
用
者
の
無
過
失
責
任
を
認
め
る

一
八
九
八
年
法
は
民
事
責
任
の
一
般
法
の
適
用
を
排
除
し
た
。
つ
ま

一
方
で
、

り
、
本
法
の
適
用
を
う
け
る
被
用
者
は
、
民
法
典
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
の
請

求
を
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
般
法
と
職
業
危
険
の
二
種
類
の
責
任
を
設
け

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
二
種
類
の
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
労
災
を
め
ぐ
る
事

情
を
よ
り
複
雑
に
す
る
と
い
う
の
が
、
主
た
る
根
拠
で
あ
っ
(
問
。
こ
う
し
て
民

事
責
任
の
一
般
法
が
排
除
さ
れ
た
結
果
、
使
用
者
の
負
担
す
べ
き
補
償
は
、
被

用
者
の
蒙
っ
た
損
害
の
一
部
に
と
ど
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
賃
金
の
喪
失
以
外
の

精
神
的
・
財
産
的
要
素
は
、
補
償
の
算
定
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ

る。



こ
の
一
般
法
排
除
の
法
理
が
使
用
者
の
負
う
べ
き
責
任
の
範
囲
を
確
定
し
た

と
す
る
な
ら
ば
、
定
率
性
の
原
則
は
、
使
用
者
に
課
さ
れ
る
具
体
的
な
補
償
内

容
を
規
定
し
た
原
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
治
療
や
葬
式
に
要
す
る
費
用
は
、

一
定
額
支
給
さ
れ
る
。
ま
た
、
労
働
不
能
期
間
中
の
賃
金
補
償
は
、
休
業
補
償

金
(
古
島
市
B
E
C
ご
C
C
円
ロ
色
彩
門
町
)
や
年
金
(
円

g
F
-
u
g田F
O
ロ
)
に
よ
り
な

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
該
被
用
者
の
年
間
賃
金
あ
る
い
は
賃
金
日
額
に
一
定

の
比
率
を
乗
じ
て
算
定
さ
れ
た
。

で
は
、
何
故
、
定
率
性
の
原
則
が
採
用
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ

う
な
理
白
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
被
用
者
お
よ
び
使
用
者
の
ど
ち

フランス社会保障制度の構造とその特徴

ら
に

p
z
g
が
存
す
る
の
か
証
明
困
難
で
あ
り
、
仮
り
に
被
用
者
に
同
恒
三
冊

が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
使
用
者
に
対
し
て
完
全
な
領
書
の
填
補
を
課
す
こ
と
は

公
平
の
観
念
に
合
致
し
な
い
。
さ
ら
に
、
定
率
性
の
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
裁
判
所
ご
と
に
補
償
額
が
異
な
る
と
い
う
事
態
を
回
避
で
き
る
、
と

い
う
の
で
恥
却
。
但
し
例
外
と
し
て
、
労
災
が
不
可
抗
力
や
被
用
者
の
故
意
に

よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
は
補
償
は
な
さ
れ
ず
、
許
し
難
い
有
責
行
為
(
同
告
一
昨
巾

5
2
2
Z
E巾
)
の
場
合
に
は
補
償
金
額
の
増
減
が
行
な
わ
れ
た
。

一
八
九
八
年
法
が
一
般
法
を
排
除
し
定
率
性
の
原
則
を
採
用

こ
の
よ
う
に
、

し
た
こ
と
は
、
第
三
の
特
徴
で
あ
る
任
意
責
任
保
険
制
度
の
活
用
と
無
関
係
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
補
償
内
容
に
つ
い
て
の
定
率
性
の
原
則
か
ら
、
使
用
者

は
将
来
負
担
す
る
で
あ
ろ
う
危
険
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
以
前
か
ら
存
在
す
る
保
険
制
度
の
利
用
に
よ
っ
て
、
そ

の
危
険
を
分
散
し
た
の
で
払
制
。
し
か
し
、
そ
れ
は
保
険
制
度
の
強
制
的
な
利

用
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
法
案
の
審
議
過
程
で
は
強
制
保
険
の
採

用
も
検
討
さ
れ
た
が
、
元
老
院
の
反
対
に
よ
り
任
意
保
険
制
度
を
活
用
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
政
府
が
強
制
保
険
制
度
の
導
入
に
よ
る
国
庫
負
担
の

増
大
に
難
色
を
示
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
保
険
を
か
け
る
か
否
か
、
ど
の
よ
う
な

形
で
保
険
を
か
け
る
か
は
使
用
者
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
意
見
が
元
老
院
で
大
勢
を
占
め
た
結
果
で
あ
問
。

後

フの
ラよ
ンう
ス tこ
の任
労意
災保
補険
償制
制度
度が
は活
、用

多さ
種れ
多 Tこ
様結
な果
組
織
の
活
動

支
え

ら
れ

一
八
九
八
年
法
成
立
以

る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
達
は
労
災
の
発
生
に
よ
り
生
じ
る
損

害
填
補
の
責
に
備
え
て
、
様
々
な
組
織
の
利
用
や
設
立
を
通
じ
て
、
危
険
の
分

散
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
使
用
者
は
、
独
自
の
資
金
で
補
償
を
な
し
え

な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
保
険
会
社
と
契
約
を
締
結
し
た
此
、
共
済
組
合
(
回
o
n
E
b

P
2
2
2
2
5
5
5
R
)
や
保
証
組
合

g
z
w広
島
開
岡
田

E
ロ
お
)
の

結
成
、
あ
る
い
は
全
国
災
害
保
険
金
庫

(
2
5叩

g
z
o
E
z
q
2
2
2ロ円四

四
ロ
円
曲
目
色
・
目
白
色
色
町
ロ
仲
田
)
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へ
の
加
入
に
よ
っ
て

労
災
補
償
制
度
に
対
処
し

た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
の
併
立
状
態
は
、
強
制
保
険
制
度
を
導
入
し
た
一
九
四

六
年
法
の
成
立
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
任
意
保
険
制
度
の
も
と
で
は
、
保
険
に
入
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
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い
な
い
使
用
者
A

か
休
業
補
償
金
等
を
支
払
え
な
い
と
か
、
経
営
の
悪
化
し
た
保

険
会
社
が
契
約
の
履
行
を
な
し
え
な
い
と
い
う
事
態
が
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
た

め
、
労
災
被
害
者
の
補
償
を
確
保
す
る
種
々
の
立
法
措
障
が
と
ら
れ
た
。
ま

ず
、
治
療
費
、
葬
式
費
用
及
び
休
業
補
償
金
は
、
先
取
特
権
に
よ
り
保
護
さ
れ

問
。
ま
た
、
年
金
の
支
払
を
担
保
す
る
機
関
と
し
て
、
保
証
基
金
〈
守
口
骨
骨

肉
即

E
ロ
丘
四
〉
が
設
立
さ
れ
問
。
こ
の
基
金
の
財
源
は
、
本
法
の
適
用
対
象
に
属

〈
初
〉

す
る
企
業
が
一
定
の
分
担
金
を
拠
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
全
国
老
令

年
金
金
庫

(22印
巾
ロ
白
江

g丘
町
色
町
叩
吋
四
円
吋
阻
止

2
3
5
z
i巳
口
町
回
国
内
)

が
管
理
運
営
の
任
に
あ
た
っ
日
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
や
保
険
会
社
等
が
年

金
を
支
払
え
な
い
時
に
は
、
こ
の
全
国
老
令
年
金
金
庫
が
こ
れ
ら
の
使
用
者
等

に
代
っ
て
、
年
金
の
支
払
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
問
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
一
八
九
八
年
法
は
、
使

用
者
の
無
過
失
責
任
を
認
め
、
任
意
保
険
制
度
の
も
と
で
、
民
事
責
任
の
一
般

法
を
排
除
し
つ
つ
労
災
被
害
者
の
損
害
を
定
率
性
の
原
則
に
よ
り
填
補
す
る
、

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
労
災
補
償
制
度
の
基
本
的
枠
組
を
形
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
款

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
時
ま
で
の
立
法
の
展
開

}
八
九
八
年
法
が
形
成
し
た
枠
組
に
そ
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
ま

で
、
数
多
く
の
立
法
が
成
立
い
成
。

こ
の
期
間
に
制
定
さ
れ
た
諸
立
法
を
概
観
す
る
と
、
労
災
補
償
制
度
の
適
用

範
囲
を
拡
大
し
補
償
内
容
を
充
実
さ
せ
た
立
法
群
と
、
労
災
補
償
給
付
の
確
実
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性
を
担
保
す
る
た
め
制
定
さ
れ
た
立
法
群
と
い
う
二
つ
の
系
濯
に
分
類
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
期
間
を
通
し
て
、
あ
く
ま
で
も
任
意
保

険
制
度
が
維
持
さ
れ
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
災
補
償
制
度
の
運

営
主
体
は
、
数
多
く
の
保
険
会
社
や
共
済
組
合
等
で
あ
り
、
管
理
運
営
組
織
の

二
克
化
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
戦
後
改
善
さ
れ
る
べ
き
問

題
点
が
あ
っ
た
。

第
一
の
系
譜
は
、
労
災
補
償
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
業
種
及
び
補
償
内
容

を
拡
充
す
る
た
め
の
立
法
群
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
法
は
そ
の
適
用
範
囲
を
特
定
の
業
種
に
限
定
し
て
い
た
た
め
、

そ
れ
以
外
の
業
種
に
お
い
て
発
生
し
た
労
災
は
、
依
然
と
し
て
民
法
に
よ
り
処

理
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
法
の
制
定
当
初
か
ら
、
動
力
機
減
に
よ
る
農
業
部
門

円

お

)

円

mg

で
の
災
害
の
取
扱
い
が
問
題
と
な
り
、
一
八
九
九
年
六
月
三

O
日
法
は
動
力
機

械
に
よ
り
生
じ
た
農
業
労
災
に
つ
い
て
本
法
の
適
用
を
認
め
た
。
こ
の
法
律
を

《

幻

)

ハ

犯

)

〔

羽

)

端
緒
に
、
一
八
九
八
年
法
の
適
用
範
囲
は
商
業
・
林
業
・
家
事
使
用
人
等
に
漸

次
拡
大
さ
品
川
問
。

こ
の
よ
う
な
立
法
に
よ
る
適
用
範
囲
の
拡
大
の
ほ
か
、

後
形
成
さ
れ
た
判
例
は
、
「
労
働
を
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
た
は
労
働
を
契
機
と

一
A
九
八
年
法
施
行

し
て
」
と
い
う
文
言
を
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
定
式
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
労

働
を
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
た
は
労
働
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
災
害
と
は
、
労
働



の
時
間
お
よ
び
場
所
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
学
説
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
判
例
の
定
式
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
た

の
は
、

A
・
ル
ア
ス
ト
の
提
唱
し
た
統
率
危
険
三

2
5
q
g
gユ
広
)
の

(

特

》

(

判

)

理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
論
は
、
適
用
対
象
と
な
る
被
用
者
、
労
災
の
範
閤
お

よ
び
使
用
者
の
補
償
責
任
を
、
雇
用
契
約
に
特
有
の
従
属
関
係
に
よ
っ
て
、
統

一
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
の
労
災
補

償
責
任
は
、
雇
用
契
約
に
基
づ
く
被
用
者
に
対
す
る
統
率
(
回
己
負
伊
丹
$
、
換

言
す
れ
ば
被
用
者
の
使
用
者
に
対
す
る
従
属
関
係
に
求
め
ら
れ
る
o

し
た
が
っ

て
、
使
用
者
は
、
彼
の
一
雇
一
周
す
る
被
用
者
が
そ
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
あ
る
時

に
生
じ
た
災
害
に
つ
い
て
、
労
災
補
償
の
寅
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ

フランス社会保障制度の構造とその特徴

る。
こ
の
よ
う
な
判
例
学
説
お
よ
び
立
法
の
展
開
を
う
け
て
、
労
災
補
償
制
度
の

一
九
三
八
年
七
月
一
日
の
法
律
に
よ
り
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ

適
用
範
囲
は
、

ハぜ
o

す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
問
適
用
業
種
の
限
定
を
撤
廃
し
、
被
害
者
の
属

す
る
業
種
の
如
何
を
問
う
こ
と
な
く
一
雇
用
契
約
の
存
在
だ
け
を
、
制
度
適
用
の

要
件
と
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
補
償
対
象
の
拡
大
に
関
す
る
立
法
と
し
て
重
要
な
の
は
、

年
一

O
月
二
五
日
の
法
律
で
あ
問
。
一
八
九
八
年
法
は
、
突
発
的
な
性
格
を
有

す
る
事
故
、
換
苧
一
中
一
目
す
れ
ば
客
観
的
か
つ
明
確
に
業
務
と
受
傷
と
の
因
果
関
係
を

認
識
で
き
る
災
害
だ
け
を
補
償
の
対
象
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
爆
発
等

一
九
一
九

の
災
害
を
伴
わ
な
い
職
業
性
疾
病
は
、
労
災
補
償
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

(
問
。
し
か
し
、
職
業
性
疾
病
も
ま
た
業
務
と
密
接
な
因
果
関
係
あ
り
と
の
認
識

の
も
と
、
補
償
措
置
温
法
化
の
機
運
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
一
九
年
法

は
、
使
用
者
が
被
用
者
に
取
扱
い
の
機
会
を
与
え
て
い
る
原
材
料
を
原
因
と

し
、
当
該
職
種
に
し
か
発
生
し
え
な
い
よ
う
な
疾
病
を
限
定
列
挙
し
て
職
業
病

じ
け
、
そ
の
樫
患
者
に
労
災
被
害
者
に
対
す
る
の
と
同
様
の
給
付
を
補
償
し

(
刊
)
円
切
)

た
c第

二
の
系
譜
に
属
す
る
の
は
、
労
災
補
償
給
付
、
特
に
年
金
等
の
支
払
を
確

保
す
る
た
め
の
諸
措
置
を
定
め
た
立
法
群
で
あ
る
。

一
九
八
九
八
年
法
は
、
第
二
三
条
か
ら
第
二
八
条
ま
で
の
六
ケ
条
に
お
い
て
、

休
業
補
償
金
や
年
金
等
の
支
払
に
関
す
る
保
証

(
m
R
S
P
U
)
の
規
定
を
設

け
て
い
た
。
特
に
第
二
六
条
以
下
で
は
、
全
国
老
令
年
金
金
庫
の
求
償
権
行

使
、
国
家
に
よ
る
規
制
監
督
お
よ
び
準
備
金
や
保
証
金
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
概
括
的
で
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
詳
細
な
規
定

が
、
翌
九
九
年
二
月
二
八
日
の
三
つ
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
う
ち
第
二
の
デ
ク
レ
に
は
、
使
用
者
と
保
険
会
社
で
締
結
さ
れ
る
保
険
契
約

の
内
容
を
規
制
す
る
た
め
、
契
約
内
容
の
行
政
庁
へ
の
通
知
義
務
や
失
効
条
項

な
ど
の
特
約
を
禁
止
す
る
札
一
却
が
盛
り
込
ま
れ
問
。

ま
た
、
同
九
九
年
五
月
二
四
日
の
法
律
は
、
全
国
災
害
保
険
金
庫
の
業
務
と

し
て
労
災
補
償
給
付
の
取
扱
い
を
認
め
た
。
こ
の
結
果
、
保
険
会
社
と
契
約
を
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締
結
し
な
か
っ
た
り
、
共
済
組
合
等
に
加
入
し
な
い
使
用
者
は
、
当
該
金
庫
を

通
じ
て
労
災
補
償
責
任
を
履
行
し
う
る
よ
う
に
な
っ
問
。

さ
ら
に
、
一
九

O
五
年
コ
一
月
三
一
日
法
は
、
年
金
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て

重
要
な
改
正
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
被
害
者
は
直

接
保
険
会
社
に
保
険
金
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
被
害

者
は
使
用
者
に
年
金
の
給
付
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
保
険
会
社
や
共
済
組
合
等
の
活
動
に
対
し
て
は
、
保
証
基
金
の
運
営

や
労
働
大
臣
の
承
認
等
を
通
じ
て
、
規
制
監
督
が
行
な
わ
れ
た
。
前
述
し
た
一

八
九
九
年
の
デ
ク
レ
や
一
九

O
五
年
法
の
ほ
か
、
多
数
の
法
律
が
、
そ
の
根
拠

《
見
〉
〈
悶
)

法
令
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
つ
の
系
譜
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き
な

い
立
法
と
し
て
、
労
災
に
よ
り
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
人
に
対
す
る
職
業
訓
練

に
関
す
る
立
法
や
、
戦
争
に
よ
る
身
体
障
害
者
か
労
災
に
よ
り
労
働
不
能
の
程

度
を
さ
ら
に
増
悪
し
た
場
合
の
補
償
に
関
す
る
立
法
等
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
前
に
お
け
る
労
災
補
償
法
制
は
、

り
制
度
の
枠
組
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
人
的
適
用
範
聞
は
漸
次
拡
大
さ

れ
、
一
九
三
八
年
法
に
よ
り
、
労
働
契
約
の
存
在
だ
け
を
要
件
と
す
る
労
災
補

償
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
補
償
対
象
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
九
年

法
が
限
定
列
挙
で
は
あ
る
が
、
職
業
性
疾
病
を
職
業
病
と
し
た
。
け
れ
ど
も
、

一
八
九
八
年
法
に
よ

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
一
八
九
八
年
法
の
設
定
し
た
①
一
般
法
排
除
の
原
理

お
よ
び
定
率
性
の
原
則
、
②
任
意
保
険
制
度
の
採
用
、
と
い
う
枠
組
が
維
持
さ

れ
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
労
災
補
償
制
度
の
実
際
の
運
用
は
、
使
用

者
を
中
心
と
す
る
人
々
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
保
険
会
社

と
の
契
約
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
組
織
の
利
用
・
設
立
を
通
じ
て
、
実
施
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
様
止
な
組
織
の
併
存
に
よ
る
制
度

運
営
の
非
効
率
性
が
、

ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
お
け
る
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

(
1
)

一
九
四
六
年
一

O
月一一一

O
日
の
「
労
働
災
害
お
よ
び
職
業
病
の
予
防
お

よ
ぴ
補
償
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
ま
で
、
労
災
補
償
責
任
は
任
意
保
険

制
度
に
よ
り
個
々
の
使
用
者
に
謀
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
節

の
表
題
を
労
災
補
償
と
す
る
。

(
2
)
F
a
弘
己
申
問
〈
ユ
-

H

∞申
m
w
n
oロロ
24M印口同

-m凹
吋
角
川
田
唱
。
ロ
由
同
月
比
-XA中田

品
開
由
同
nn山内同巾ロ仲白色。口同

-m曲
。
ロ
〈
吋
同
角
川
吋
師
団
。
口
同
〈
-nt貝
原
山
田
色
白
ロ
由

T
w
ロ円

仲吋回目〈巳

f
u・
MM
・
H

∞由∞・
A

悼
・
品
由
。
神
田
口
同
〈
・

(
3
)

〉
-
H
N
O
E
目
印
丹
市
丹
冨
・
の
F
4
0
円円
P

H
，E
F
広
島
ロ
仏
円
。
昨
円
宮
印
白
ロ
ロ
色
町
ロ
Z

az
同
門
同
〈
田
口
巾
同
門
同

2
虫
色
田
島

2
同】吋

ora-。
ロ
ロ
己

-2・
0
白ロ

ONWEωkp

口。
H

・

(
4
)
k
p
-
M
N
O
E
曲
目
同
四
件
玄

-
E
S
E
-
。℃

-nF-
ロ。

N
・
邦
語
文
献
で
は
、

山
口
俊
夫
「
社
会
法
と
民
事
責
任
!
と
く
に
社
会
法
に
よ
る
民
事
責
任
排

除
の
意
義
に
つ
い
て
!
」
『
日
仏
法
学
』
四
号
(
一
九
六
七
年
)
。
ま
た
、

-
八
八
四
年
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
の
災
害
保
険
法
を
は
じ
め
と
す
る
各
国

の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
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(
5
)

危
険
説
ま
た
は
危
険
惹
起
説
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
概
念
は

ω包
巳
・

ロm
m
r
H
O
目
印
叩
円
白
口
内
同
等
の
主
張
し
た
学
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
岡
松
参
太
郎
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』
ハ
有
斐
閣
、
一
九
五
三

年
)
五

O
入
頁
以
下
、
石
本
雅
男
『
民
事
責
任
の
研
究
』
(
日
本
評
論
社
、

昭
和
二
三
年
)
一
二
二
頁
以
下
、
お
よ
び
〉

-moz副
え
己
冨
・
。

zoE-

o
v
a
f
ロ。

5
・

5
・
ロ
参
照
。
な
お
、
労
災
補
償
制
度
の
変
遷
に
つ

い
て
は
、
保
原
喜
志
夫
「
7
-
フ
γ
ス
の
労
災
補
償
」
付
『
労
働
法
学
研
究
会

報
』
一
一
二
三
六
号
二
九
頁
以
下
、
岩
村
正
彦
「
労
災
補
償
と
損
害
賠
償

l

イ
ギ
リ
ス
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
の
考
察
|
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
一

O
O巻

七
号
一
二

O
七
頁
以
下
参
照
。
尚
、
岩
村
前
掲
論
文
は
、
そ
の
後
東
大
出

版
会
よ
り
『
労
災
補
償
と
損
害
賠
償
イ
ギ

H
ス
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
と
の

フランス社会保障制度の構造とその特徴

比
較
法
的
考
察
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
前
掲
論
文
に
よ
り

注
の
引
用
を
行
な
っ
た
。

(
6
)

使
用
者
が
負
う
べ
き
「
危
険
」
と
し
て
、
職
業
危
険
が
把
握
さ
れ
て
い

る
点
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
保
原
喜
志
夫
、
前
掲

論
文
『
労
働
法
学
研
究
会
報
』
一
一
一
一
一
一
一
六
号
一
一
二
頁
参
照
。

(
7
)
p
z
g
に
つ
い
て
は
、
「
過
失
」
と
も
訳
さ
れ
る
が
本
稿
で
は
原
語
の

ま
ま
使
用
す
る
。
野
四
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る

p
z
g
の
概

念
」
『
我
妻
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
仲
(
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
)
一
一

O
頁
以
下
。

(
8
)

一
八
九
入
年
法
制
定
以
前
は
、
民
法
典
第
二
二
八
二
条
に
基
づ
く
過
失

責
任
主
義
が
損
害
賠
償
の
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
労
災
被
害
者
た

る
被
用
者
及
び
そ
の
遺
族
が
使
用
者
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
に
は
、
使

用
者
(
ま
た
は
そ
の
被
用
者
)
の
行
為
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
こ
と
、

お
よ
び
そ
の
行
為
に
つ
き
使
用
者
に
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
被
用
者
側

で
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(
9〉
適
用
範
囲
は
、
第
一
条
に
お
い
て
、
付
建
築
業
、
口
各
種
の
工
場
、
同

海
上
陸
上
運
輸
業
、
貨
物
取
扱
業
、
倉
庫
業
、
帥
採
鉱
採
石
業
、
回
そ
の

他
爆
発
物
を
製
造
ま
た
は
使
用
す
る
事
業
、
お
よ
び
人
畜
以
外
の
動
力
機

械
を
使
用
す
る
事
業
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

0
・
M
M
-
H
∞∞∞・
h
p

・
h
p
m
E
i
m

。・

(
凶
)
同
じ
く
第
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
o

原
文
は
、

J
U
R
Z
P
R
S
Z

同
門
田
4
田
口
"
。
ロ
酔
て

o
n
n同
∞

-oロ

a
z
伸
一
「
同
〈
回
口
事
.

(
U
)

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
災
害
」
は
、
負
傷
や
疾
病
を
含
ん
だ
概
念
で
あ

る
。
こ
の
災
害
の
概
念
に
つ
い
て
、
保
原
喜
志
夫
、
前
掲
論
文
臼
、
一
三

四
回
号
二
五
頁
以
下
、
お
よ
び
岩
村
正
彦
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
一
頁
注

(二

O
)
参
照
。

(
ロ
)
第
二
条
一
項
。
こ
の
点
は
現
行
法
制
に
お
い
て
も
変
っ
て
い
な
い
。
ゎ

が
国
の
労
災
法
制
と
著
し
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
行
為

災
害
の
場
合
は
、
例
外
と
し
て
当
該
第
三
者
に
対
し
て
、
民
事
責
任
の
一

般
法
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
七
条
)
。
一
八

九
八
年
法
の
こ
の
民
事
責
任
の
一
般
法
排
除
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
岩
村

正
彦
、
前
掲
論
文
、
一
二
五

O
頁
か
ら
一
二
六
三
頁
ま
で
参
照
。

(臼

)

U
・司

-HS∞-
h
p

・
問
。
・
お
よ
び
岩
村
正
彦
、
前
掲
論
文
、
二
一
五
二
頁
以
下
。

(
U
)

前
掲
(
ロ
)
参
照
。

(
日
)
第
問
条
お
よ
び
第
一
五
条
な
い
し
第
一
七
条
。
治
療
費
や
葬
式
に
要
す

る
費
用
は
治
安
判
事
が
定
め
る
。
葬
式
に
要
す
る
費
用
の
最
高
額
は
百
フ

ラ
ン
で
あ
っ
た
。

(
M
U
)

具
体
的
に
は
労
働
不
能
の
程
度
に
応
じ
て
、
休
業
補
償
金
と
年
金
と
が
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区
別
さ
れ
る
。
休
業
補
償
金
は
、
一
時
的
な
労
働
不
能
の
場
合
に
支
払
わ

れ
る
。
補
償
金
額
は
、
ー
当
該
被
用
者
の
賃
金
日
額
の
二
分
の
一
に
等
し
い

額
で
あ
り
、
災
害
発
生
後
五
日
目
か
ら
、
傷
病
の
完
全
な
治
癒
あ
る
い
は

症
状
の
固
定
す
る
ま
で
の
期
間
支
払
わ
れ
る
。

年
金
は
、
永
久
労
働
不
能
の
場
合
に
支
払
わ
れ
、
完
全
労
働
不
能
(
も

は
や
い
か
な
る
労
働
に
も
従
事
し
え
な
い
状
態
)
と
一
部
労
働
不
能
(
限

ら
れ
た
範
囲
で
し
か
労
働
で
き
な
い
状
態
)
と
で
扱
い
を
異
に
す
る
。
両

者
と
も
年
間
賃
金
を
算
定
基
礎
と
す
る
も
、
前
者
は
そ
の
三
分
の
二
、
後

者
は
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
が
支
給
さ
れ
る
。
さ
ら
に
被
害
者

死
亡
の
場
合
に
そ
の
遺
族
に
支
払
わ
れ
る
年
金
は
、
年
間
賃
金
を
算
定
の

基
礎
と
す
る
が
、
そ
れ
に
乗
ぜ
ら
れ
る
率
は
家
族
状
況
に
応
じ
て
変
化
す

る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
第
三
条
に
よ
る

0
0・
pgg-AF・
ミ
・
丸
田
ロ

2
・

(
口
)
〉
-
H
N
O
ロ
即
丘
町
同
冨
・
の

Z
o
a
-
。
MM-af
口。

E-
ロニ

H

2

2

2

2

・

(
叩
叩
)
不
可
抗
力
(
同

O
R冊
目
白
]
伺
広
門
巾
)
ま
た
は
偶
発
事
象

(
E∞
甘
え
ロ
伊
丹
)

に
よ
る
災
害
を
労
災
か
ら
除
外
す
る
規
定
は
一
八
九
八
年
法
に
は
存
在
し

な
い
。
労
働
時
間
中
に
労
働
の
場
所
で
生
じ
た
災
害
で
あ
っ
て
も
、
不
可

抗
力
や
偶
発
事
象
に
因
る
場
合
、
労
災
と
し
な
い
扱
い
は
判
例
に
よ
り
確

立
さ
れ
た
。
〉
・
河
O
ロ
曲
目
門
え
冨
・
。
守
。
円
内
p

o℃
・
ロ
伊
丹
.
‘
口
。
ロ
申
立

凹
戸

HZ・
こ
れ
に
関
す
る
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
保
原
喜
志
夫
「
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
業
務
災
害
の
概
念
」
(
一
九
六
七
年
、
労
働
省
労
基
局
労

災
管
理
課
で
印
刷
し
た
冊
子
)
‘
七
五
頁
以
下
。

(
印
)
許
し
が
た
い
過
失
(
有
泉
享
監
修
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
保
障
法

l
フ

ラ
ン
ス
共
和
国
・
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

i
』
)
、
許
し
難
い
有
貴
行
為
(
山

口
俊
夫
・
前
掲
論
文
)
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
後
者
を
用
い

た。

(
勾
)
第
二

O
条。

0
・
司
-

H

∞
串
・
品

-a
以
下
。

(
幻
)
こ
の
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
既
に
私
保
険
制
度
が
か
な
り
発
達
し
て
い

た
と
い
わ
れ
る
O

K

F

・
問
。
ロ
白
田
丹
市
神
宮
・
。
同
4
0
E
・。
H
U

・
a
f
ロ
。
印
・

(
詑
)
ロ
・
司
-

H
∞由∞

-AF・∞
N
・

(
幻
)
同
広
島
・
一
〉
-
H
N
。
口
同
え
え
ロ
向
。

-ga・
0
司
・
巳
同
・
・
ロ
。
ぉ
ω・

(
鈍
)
使
用
者
は
被
用
者
に
支
払
っ
て
い
る
賃
金
総
額
と
当
該
企
業
に
お
け
る

危
険
率
か
ら
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
保
険
会
社
に
支
払
う
。
労
災
が
生
じ

た
場
合
、
保
険
会
社
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
補
償
を
被
害
者
に
支
払
う
。

(
お
)
使
用
者
が
複
数
集
ま
っ
て
設
立
さ
れ
る
。
分
担
金

(
n
a
g己
目
。
ロ
)
は

災
害
の
件
数
、
規
模
及
び
支
払
わ
れ
て
い
る
賃
金
額
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ

る。
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(
泌
)
利
害
関
係
を
有
す
る
使
用
者
が
集
ま
っ
て
設
立
す
る
。
共
済
組
合
と
異

な
る
点
は
、
組
合
員
で
あ
る
使
用
者
逮
が
連
帯
し
て
年
金
を
支
払
う
こ
と

で
あ
る
。
尚

(μ)
か
ら
(
お
)
に
つ
い
て
は
、
開
・

0
0口
和
同
ロ

m
Z
の
-

U
叩

Y
0
2
・
呂
田
件
。
町
四
島
民
同
吋
岩
田
口

g
同吋釦
H
M
n
p
u
o
g巳
富
。
ロ
R
F
'

円
巾
由
民
刊
ロ
・
回
申
印
印
・
匂
-
A
H
H
N
l
h
H
H
ω

・

(
幻
)
こ
の
組
織
は
、
一
八
六
八
年
七
月
一
一
日
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
八
九
九
年
五
月
二
四
日
の
法
律
に
よ
る
修
正
を
受
け
て
、
労

災
補
償
給
付
の
業
務
を
取
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。

(
お
)
第
二
三
条
。

(
m
m
)

第
二
四
条
。
死
亡
及
び
永
久
労
働
不
能
に
対
す
る
年
金
の
支
払
に
つ

き
、
使
用
者
や
保
険
会
社
等
が
支
払
不
能
に
陥
っ
た
時
、
こ
の
保
証
基
金

か
ら
年
金
が
支
払
わ
れ
た
。
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(
却
)
第
二
五
条
。
保
証
基
金
設
立
の
た
め
、
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
適
用
対

象
企
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
企
業
の
支
払
う
営
業
税
(
匂
民
伺
己
印
)
に
百

分
の
四
を
乗
じ
た
金
額
を
保
証
基
金
に
拠
出
す
る
。

(
乱
)
第
二
五
条
及
び
第
二
六
条
ο

全
国
老
令
年
金
金
庫
は
〕
入
人
六
年
七
月

二
O
日
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
招
)
さ
ら
に
、
保
険
会
社
、
共
済
組
合
及
び
補
償
組
合
は
国
家
の
監
督
に
服

す
る
も
の
と
さ
れ
、
準
備
金
(
河
官
巾
2
6
)

や
保
証
金
(
わ
回
口
広
。
ロ
・

ロ
巾
自
由
口
同
)
の
支
払
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
(
第
二
七
条
)
。

(
犯
)
〉

-MNOE白
2
2
P向
・
の
即

40邑・

0唱
-
n
x・
・
ロ
。
∞
・

(
M
A
)

実
際
に
は
、
第
一
条
の
次
の
文
言
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
た
。

J
・4

。
ロ
色
白
口
出

Zag--四
口
四
位
同
同
芹
己
目
白
岡
市
島
.
ロ
ロ
叩
自
民
窓
口
市
ヨ
ロ
町

宮
司
出
口
即
時
。
司

2

2
片吋叩

D
g
n叩
ロ
骨
骨

-
d
o
g
g
m
O区
内
凶

g

白
ロ
ロ
ロ
由
巳
同
・
.

(お

)

U
・司

-
H
S∞
-AF・
8
i岳
山
〉
・
河

OE同
2

2
冨
・
の

2
0『《凶・

0℃
-
n
x
-

同国
Jm-ωJFAHU
開
汁
帥
ロ
凹
〈
・

(
お
)
円
、
。
山
色
ロ

ω。
』
ロ
山
口
]
戸
∞
坦
坦

noロロ
21同
岡
田
口
昨
日
何
回
国

nnF色
町
ロ
丹
田
口
出
ロ
印

hvm

。
同
ロ
師
巾
さ

-o-g己
Oロ
師
同
開
ユ
円
。

-
2
宮
吋

H・0
5
H
u
-
a
r
s
R
v
z
m

g
c
g
円

u
R
a
g
B
2
2
5
吉
田
E
B
b
-

(
幻
)
一
九

O
六
年
四
月
一
一
一
日
法
に
よ
る
。

(
お
〉
一
九
ザ
四
年
七
月
}
五
日
法
に
よ
る
。

(
お
)
一
九
二
三
年
八
月
二
日
法
に
よ
る
。
こ
の
法
律
は
召
使
い
、
家
政
婦
の

よ
う
な
家
事
使
用
人
の
ほ
か
、
門
番
、
ボ
イ
ラ
ー
マ
ン
お
よ
び
植
木
屋
を

も
対
象
と
し
た
。

(
必
)
さ
ら
に
、
一
九

O
七
年
七
月
一
八
日
の
法
律
は
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
適

用
を
受
け
な
い
業
種
の
使
用
者
に
も
労
災
補
償
制
度
へ
の
任
意
加
入
を
認

め
た
。

(
必
)
た
と
え
ば
、
。

2
・
ωH
《広口

-
H
Sー叶・

0
・
MM-H由
M0・
H・∞同・

(
必
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
保
原
喜
志
夫
、
前
掲
論
文
的
、
一
三
四
四
号
二

八
頁
参
照
。

(
川
知
)
権
力
危
険
と
も
訳
さ
れ
る
o

〉
・
河

OC同
浮
い
ゐ
ユ
凹
門
戸
ロ
叩
℃
吋

O
F
2
5ロ
a

ロ自己

2

2

Z

Y
ユ
名
門
口
色
。
ロ

no
同門担ロ

2
2
p
冨

2
8間
四
国
の

E
U
J

1

『
0
5白
H
H
F
E
σ
E
E品
開
品
。
口
同

E

U
ロ
n
z
s
z・
5
3・
HYMN∞
uk戸
-

HNOE曲
目
同
色
沼
・

2
4
0
E
-
。℃

-
n
F
-
ロ。

5
・

(
U
H
)

統
率
危
険
論
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
に
つ
き
、
岩
村
正
彦
、
前
掲
論
文

『
法
学
協
会
雑
誌
』
一

O
O巻
入
号
一
三
人

O
頁
以
下
が
詳
し
い
。

(
必
)
こ
の
法
律
は
一
人
九
八
年
法
の
適
用
領
域
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
た
被
災
被
用
者
の
職
業
活
動
の
内
容
如
何
と
い
う
問
題
を
立
法
に

よ
り
解
決
し
た
ほ
か
、
補
償
の
定
額
制
等
に
つ
い
て
も
改
善
を
行
な
っ

た
。
切
り
。
ロ
宮
ロ
印
立
。
・

0
m
F
O〈
P
O
H
M
-
n伊丹
JHM・
品
ロ
ム

H∞
・
岩
村

正
彦
、
前
掲
論
文
『
法
学
協
会
雑
誌
』
一

O
O巻
八
号
一
三
九
四
頁
以
下

参
照
。

(
日
叩

)
F
o
-
仏ロ

N
印
。

2
・
5
5
E
S品
目
白
同
国
C

H

B
色
白
色

2
。
.
0
ユ
m
g骨

同》吋

O]九州
W

回目即

Oロロ開
--m
日目
w-o-
色
己
申
同
ぐ
吋
ニ

H∞
∞
∞
帥

EM--m帥
白

nn山色町ロ仲田

内凶
Z
C
1
白〈釦ロ・

(
幻
)
身
体
内
部
で
発
生
す
る
た
め
、
業
務
と
の
因
果
関
係
の
認
定
が
困
難
で

あ
っ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
発
病
に
長
期
間
を
要
し
時
期
を
特
定
し
え

な
い
こ
と
、
原
因
が
不
確
か
で
あ
る
こ
と
、
個
人
差
の
存
在
等
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
〉

-mogmw丘
四
件
冨
・

2
g
E
"
。目

ynF?"
ロ
O
Hお
以
下
。
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(
組
閣
)
一
九
一
九
年
法
第
二
条
附
属
表
。
同

E
P
同
y
g∞
以
下
。

(
川
叩
)
職
業
性
疾
病
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
一
九
一
一
一
一
年
一
月
一
日
法
に
よ
り

職
業
病
と
さ
れ
る
疾
病
の
拡
大
等
が
行
わ
れ
た
。

(
印
)
こ
の
ほ
か
、
休
業
補
償
金
を
日
限
・
祭
日
に
も
支
払
う
こ
と
を
定
め
た

一
九

O
五
年
三
月
一
一
一
一
日
法
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
生
活
費
上
昇
に
対

応
す
る
た
め
年
金
の
算
定
方
式
を
改
善
し
た
一
九
二

O
年
八
月
五
日
法
、

年
金
受
給
者
に
一
時
手
当
を
支
給
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
た
一
九
二
二

年
七
月
一
五
日
法
等
に
よ
り
、
補
償
内
容
の
充
実
が
は
か
ら
れ
た
。

(日
)
H
O『

aapn吋
z
a
z
N∞
ぽ
4
-
H∞
吉
田
】
。
『
仲
田
口
門
戸
〉
・
戸
間
uoz同

円叩
HAVncHFOロ
弘
司
て
白
吋
同
・

N白
色
白
-
田

-
o
F
aロ
由
同
〈
円
ロ

H∞∞∞・

Na

p
伊
円
円
四
時
一
句
。
吋
同
国
ロ
仲
間
・
〉
・

MM
・
句
。
ロ
門
戸
-mHhvn口
氏
。
口
広
巾
て
同
三
-
M吋
仏
四
日
曲

目
。
町
内
凶
ロ
坦
虫
、
ユ
戸
回
目
出
由
∞
・

ω。《凶
b
n吋mw
円
安
)
吋
件
mw
ロ
仲
間
・
〉
・
同
V

・
旬
。
ロ
吋

-.mHAVnc巴
Oロ
色
刊
て
由
吋
件
・

N∞
a
m
-白
-
。
同
島
区
由
国
〈
門
口

H∞由∞・

(臼
)
N
o
a
b
n
2丹包囲
M
お

な

4
・

g
s・
第
一
一
条
二
項
一
文
。

(
臼
)
同
Ea--
第
一
一
条
二
項
二
文
。

(
臼
)
こ
の
デ
ク
レ
に
は
、
他
に
使
用
者
が
倒
産
し
た
場
合
等
に
備
え
る
保
証

金
(
第
二
条
か
ら
第
六
条
)
や
、
保
険
者
自
身
が
年
金
給
付
を
行
な
う
場

合
に
設
定
さ
れ
る
準
備
金
(
第
七
条
)
の
規
定
が
お
か
れ
た
o

保
証
金
や

準
備
金
に
つ
い
て
は
、
〉
・
岡
山
O
Z
白
え
え
沼
・
の
ぞ
O
吋色・

0
匂・

n-f
ロ
o

mN吋
以
下
参
照
。

(白山

)

0
・

p
g
s
-
h
-
S
以
下
参
照
。
尚
、
各
業
種
に
適
用
さ
れ
る
料
率

は
、
同
年
五
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
ロ
・
司
-
H
∞由∞-

AF・
8
以
下
参
照
。

(
間
山
)
も
っ
と
も
、
全
国
災
害
保
険
金
庫
を
通
じ
て
担
保
さ
れ
る
の
は
、
永
久

労
働
不
能
と
死
亡
に
限
ら
れ
て
い
た
。

(
貯
)
ロ
-
P
M
m
w
o
m
-
P
H
O
H
お
よ
び

H
・
H
-
U
Z
喝
開
可
円
。
ロ
H
・
0
司C
広
島
叩

Z

出
品
ロ
ロ
ユ
広

g
n
u
-
P
由。

E
x
g
p
ロ白】
-oN・
5
∞
A
F
H】
・
お

1
E
参

照。

(
印
)
こ
の
種
の
法
律
と
し
て
、
一
九

O
O年
七
月
四
日
、
一
九
二
二
年
一
一
一

月
一
五
日
お
よ
び
一
九
二
六
年
四
月
三
日
の
法
律
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

〈
回
)
こ
の
ほ
か
、
保
証
基
金
を
設
立
す
る
た
め
の
使
用
者
の
分
担
金
支
払
義

務
(
一
八
九
八
年
法
二
五
条
)
に
つ
い
て
、
金
額
の
算
定
基
準
が
不
明

確
、
不
公
平
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
て
、
一
九
二
二
年
一
二
月
三

O
日

法
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
。
・

H
Y
E
N
ω
-
A
F・
N
足

以

下
参
照
。

(
伺
)
一
九
三

O
年
五
月
一
四
日
の
法
律
。

(
倒
)
一
九
一
六
年
一
一
月
二
五
日
の
法
律
等
で
あ
る
o

開
・
。
。
ロ
?

F
叩

出
口
同
ロ
円
。
口
JEMロ
仲
色
。
回
目
。
即
日
山
田
口
『
-
同
国
1AVHM白
司
但
件
目
。
ロ
島
市
凹
白
nn-島
町
ロ
同
師
向
山
口

可
虫
、
同
時
F
Hり
回
目
円
山
口
丘
四
阿
凶
コ
コ
ロ
ヨ
】
伊
丹
田
on-国
}
色
b
n
-
H
m
w
k
H
P
M
M・
回
。

参
照
。
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第
二
節

社
会
保
険

一
九
一

0
年
四
月
五
日
法
の
成
立

二

O
世
紀
初
頭
ま
で
、
疾
病
、
廃
疾
、
老
令
お
よ
び
死
亡
と
い
う
い
わ
ゆ
る

身
体
的
危
険
(
ユ
z
z
g
匂
F
3
5
z
g〉
に
対
す
る
補
償
手
段
と
し
て
は
、
一
八

第
一
款

九
八
年
法
に
よ
る
労
災
補
償
を
除
け
ば
、
救
貧
政
策
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ



て
い
た
公
的
援
助
公
曲
目
吉
田
口
口
四
百

g
Eロ
シ
、
相
互
扶
助
組
織
た
る
共
済
組

合

(
S
E
E
-
x
b〉
、
そ
し
て
一
部
の
資
産
家
や
使
用
者
が
自
発
的
に
行
な
っ

て
い
た
慈
善
事
業

3
gロ
E
Z
5
0
)
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
九
日
。
し
か
も
、

公
的
援
助
は
恒
常
的
な
財
源
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
成
。
他
方
、
隠
れ
た
労
働

組
合
的
組
織
と
し
て
長
年
に
わ
た
り
政
府
の
弾
圧
を
受
け
て
き
た
共
済
組
合

A
E〉は
、
最
も
補
償
を
必
要
と
す
る
人
々
を
結
集
さ
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ

門

7
)た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
低
所
得
の
た
め
に
組
合
費
の
納
入
す
ら

困
難
で
あ
り
、
共
済
組
合
に
加
入
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
共
済
組
合
や
一
部
の
使
用
者
達
の
活
動
は
、
多
く
の
人
々
を

プラ γス社会保障制度の構造とその特徴

対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
生
産
力
の

向
上
に
伴
う
新
た
な
負
担
を
受
け
入
れ
る
能
力
が
、
産
業
界
に
備
わ
っ
て
き
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
こ
れ
ら
の

活
動
を
法
律
に
よ
っ
て
補
強
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

〔

9
)た
。
こ
う
し
て
、
身
体
的
危
険
に
対
す
る
社
会
保
険
立
法
の
制
定
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
成
立
し
た
の
が
、
一
九
一

O
年
四
月
五
日
の
「
労
働
者
農
民
年
金

保
険
法
」
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
保
険
事
故
を
老
令
と
廃
疾
と
に
限
定
し
て

い
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
強
制
保
険
制
度
を
採
用
し
た
最
初
の
立
法

で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
規
定
の
不
備
等
に
起
因
し
て
、
そ
の
目
的
を
十
分
に

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま

達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ず
、
本
法
の
概
要
を
説
現
し
よ
う
。

被
保
険
者
と
さ
れ
る
の
は
、
商
工
業
・
農
業
被
用
者
の
ほ
か
、
自
由
業
者
や

家
内
労
働
者
お
よ
び
文
・
軍
官
年
金
制
度
に
属
し
て
い
な
い
国
家
公
務
員
や
県

市
町
村
職
員
等
で
あ
り
、
性
別
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
強
制

加
入
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
年
間
所
得
三
千
フ
ラ
ン
以
下
の
者
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
の
者
は
任
意
保
険
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
。

次
に
、
年
金
の
財
源
は
、
労
使
の
負
担
す
る
保
険
料
と
国
庫
負
担
と
の
三
者

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
保
険
料
は
、
強
制
保
険
の
被
保
険
者
の
場
合
、
年
間
男
性

九
フ
ラ
ン
女
性
六
フ
ラ
ン
と
さ
れ
、
労
使
同
額
負
担
の
原
則
に
よ
り
使
用
者
も

同
額
の
拠
出
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
国
庫
は
具
体
的
に
は
終
身

手
当
〈
白
ロ
o
n
E
Cロ

i
a
p
g
)
を
負
担
し
た
ト
ま
た
、
保
険
料
財
源
の
財
政

運
用
方
式
は
積
立
方
式
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
老
令
年
金
は
二
つ
の
費
目

つ
ま
り
保
険
料
の
積
立
金
と
終
身
手
当
と
で
構
成
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
保
険
料
の
支
払
は
、
被
保
険
者
に
交
付
さ
れ
る
証
明
書
を
通
じ

(
市
)

て
行
な
わ
れ
た
。
被
保
険
者
た
る
被
用
者
の
提
示
し
た
証
明
書
に
、
使
用
者
が

印
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
使
双
方
の
保
険
料
の
支
払
を
証
明
す
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
保
険
料
の
支
払
形
式
は
二
通
り
あ
っ
た
。
使
用

者
が
後
述
す
る
管
理
運
営
組
織
に
支
払
う
場
合
と
被
保
険
者
本
人
が
直
接
支
払

う
形
式
と
で
お
。
前
者
の
場
合
は
、
印
紙
の
貼
付
に
よ
り
使
用
者
が
被
用
者

の
賃
金
か
ら
保
険
料
相
当
額
を
天
引
き
す
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
使
用
者
の
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保
険
料
は
印
紙
の
貼
付
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
老
令
年
金
の
受
給
開
始
年
令
は
、
原
則
と
し
て
六
五
才
か
ら
で
あ

り
、
年
金
額
は
男
性
四
百
フ
ラ
ン
女
性
二
七

0
フ
ラ
ン
と
さ
九
四
。
こ
の
金
額

に
は
終
身
手
当
六

0
フ
ラ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
被
保
険
者
の
申
請

に
よ
り
五
五
才
か
ら
減
額
年
金
の
受
給
が
可
能
で
あ
っ
問
。

ま
た
、
制
度
の
管
理
運
営
に
あ
た
る
の
は
、
全
国
老
令
年
金
金
庫
や
共
済
組

合
等
六
種
類
の
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
強
制
的
に
被
保
険
者
と
さ
れ
る
人

々
は
、
そ
の
自
由
な
意
思
に
よ
り
加
入
す
べ
き
管
理
運
営
組
織
を
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
国
家
が
管
理
運
営
の
主
体

と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
数
の
組
織
が
併
存
し
た
こ
と
で

あ
る
。
審
議
過
程
に
お
い
て
は
、
統
一
的
な
管
理
運
営
を
実
施
す
る
た
め
の
中

央
組
織
の
設
立
も
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
監
督
権
限
の
行
使
や
財
源
の
確
保

等
の
観
点
か
ら
、
新
た
な
組
織
を
設
立
す
る
ま
で
も
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
た

め
、
既
存
の
組
織
が
管
理
運
営
組
織
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
と
関
連
し
て
、
被
保
険
者
の
加
入
す
べ
き
管
理
運
営
組
織
の
決
定
に
つ
い
て

は
、
被
保
険
者
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

以
上
が
一
九
一

O
年
法
の
概
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
一

O
年
法
は
、
そ

の
目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
加
入
被
保
険
者
数
が
最
高
に
達
し
た
一
九
一
三
年
で
さ
え
、

強
制
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
た
者
は
加
入
対
象
者
の
四

O
%
に
す
ぎ
な
か
っ

〔
お
)

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
本
法
の
保
険
料
徴
収
シ
ス

テ
ム
は
、
保
険
料
支
払
の
た
め
の

w
証
明
書
の
提
示
“
と
い
う
被
用
者
の
協
力

を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
被
用
者
側
は
審
議
過
程
か
ら
す
で

に
、
保
険
料
の
賃
金
か
ら
の
源
泉
徴
収
に
強
い
難
色
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に

加
え
て
、
年
金
額
が
老
後
の
生
活
を
保
障
す
る
に
は
低
額
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
証
明
書
の
提
示
を
拒
否
す
る
被
用
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
に
対

す
る
制
裁
規
定
が
立
法
上
欠
如
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
使
用
者
の
保
険
料
徴
収

を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
で
、
破
致
院
は
、
「
被
用
者
が
証
明
書
の
提
示
を

拒
否
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
保
険
料
を
賃
金
か
ら
源
泉
徴
収
す

る
権
利
は
使
用
者
に
な
い
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
規
定
の
不
十
分
さ
お
よ
び
未
成
熟
伎
の
故
に
、

の
強
制
保
険
制
度
は
、
被
保
険
者
す
な
わ
ち
被
用
者
の
証
明
書
の
提
示
拒
否
に

よ
り
、
実
質
的
に
は
任
意
保
険
制
度
と
し
て
し
か
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ

一
九
一

O
年
法

る。

第
二
款

一
九
二
八
年
法
の
基
本
的
特
徴
と
反
対
運
動
の
展
開

老
令
・
廃
疾
の
み
を
対
象
と
し
た
一
九
一

O
年
法
の
失
敗
の
経
験
か
ら
、
す

べ
て
の
身
体
的
危
険
を
包
括
的
に
対
象
と
し
、
強
制
保
険
と
し
て
の
実
質
を
備

え
た
社
会
保
険
制
度
の
緩
立
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
第
一
次
世
界

北法35(3-4・148)466



大
戦
後
、
そ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
社
会
保
険
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
た
ア
ル
ザ
ス

・
ロ
レ
l
ヌ
地
方
が
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
保
険
の

立
法
化
が
促
進
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
一
九
二
八
年
四
月
五

日
の
社
会
保
険
法
が
成
立
い
出
。
一
九
二
八
年
法
の
計
画
案
は
、
ア
ル
ザ
ス
・

ミロ
ノレ レ
ラ l
:ノヨ
(地
~方
向の
S 高
E 等
司 Z血
刊どI

E菅
-で
忌ド
5 イ
ごラ ツ

出の

詰差
庁、ヱ.. 

Z盤
主題
作吾

容語
ふ事
たきそ

L 、
ナこ

一
九
二
八
年
法
の
基
本
的
特
徴
は
、
強
制
保
険
の
採
用
、
保
険
の
統
一
、
財

(ね
)

(

M

m

)

源
の
三
者
負
担
お
よ
び
共
済
的
性
格
の
四
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
年
間
所

得
一
万
八
千
フ
ラ
ン
以
下
の
被
用
者
は
す
べ
て
強
制
的
に
被
保
険
者
と
さ
れ
、

疾
病
・
廃
疾
・
老
令
・
死
亡
等
が
保
険
事
故
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
保
険
料

プランス社会保障制度の構造とその特徴

は
、
一
括
し
て
単
一
の
組
織
に
支
払
う
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
組
織
が
社
会
保
険

の
財
政
・
管
理
運
営
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
保
険
料
の
算
定
基

礎
と
な
る
賃
金
の
上
限
額
を
一
万
五
千
フ
ラ
ン
と
し
、
当
該
被
保
険
者
の
賃
金

の
五
%
ず
つ
を
労
使
同
額
で
負
担
し
、
国
家
は
、
一
九
一

O
年
法
の
適
用
対
象

者
に
対
す
る
年
金
給
付
の
支
払
い
の
ほ
か
、
管
理
費
用
等
を
負
担
す
る
も
の
と

(
犯
)

さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
基
本
的
特
徴
の
う
ち
、
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
保
険
の
統
一
と

い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
は
、
身
体
的
危
険
を
そ
れ
ぞ
れ
保
険
事
故
と

し
て
、
こ
れ
ら
を
包
括
的
に
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
単
一
組
織
に
よ
っ
て

社
会
保
険
制
度
の
管
理
運
営
を
行
な
う
と
い
う
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い

た
。
活
発
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
後
者
の
単
一
一
組
織
に
よ
る
管
理
運

営
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
当
初
の
政
府
案
は
、
全
国
を
二
五
の
地

方
に
分
割
し
て
地
方
金
庫
を
設
置
し
、
当
該
地
方
の
社
会
保
険
に
関
す
る
管
理

運
営
業
務
を
こ
の
地
方
金
庫
に
集
中
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
構

想
は
保
険
技
術
の
前
提
と
な
る
大
数
の
法
則
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
多
数
の

被
保
険
者
集
団
か
ら
な
る
組
織
を
設
立
す
る
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
問
。

し
か
し
実
際
に
は
、
各
県
に
ひ
と
つ
県
金
庫
を
設
置
す
る
一
県
一
金
庫
主
義
が

採
用
さ
れ
問
。
こ
れ
は
、
当
初
の
政
府
案
が
、
金
庫
設
立
の
自
由
を
認
め
る
べ

し
と
す
る
元
老
院
に
お
い
て
、
修
正
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
被
保

険
者
は
原
則
と
し
て
労
働
の
場
所
を
管
轄
す
る
県
金
庫
に
、
使
用
者
の
届
出
に

よ
り
加
入
す
る
も
の
と
さ
か
ぽ
。

こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
一
九
二
八
年
法
は
、
当
初
一
九
三

O
年
二
月
五
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
Q

し
か
し
、
一
九
二
八
年
法
が
審
署
さ
れ
た

後
、
各
界
か
ら
活
発
な
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
問
。
そ
れ
は
、
既
得
権
の
擁
護

や
保
険
料
負
担
に
対
す
る
不
満
等
を
理
由
と
す
る
。

既
得
権
擁
護
の
立
場
か
ら
反
対
運
動
を
展
開
し
た
の
は
、
医
師
お
よ
び
共
済

組
合
の
人
々
で
あ
っ
た
。
保
険
診
療
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
担
う
医
師
達

同
一
九
二
八
年
法
に
よ
る
医
療
保
険
の
導
入
に
よ
り
、
診
療
・
処
方
の
自
由

北法35(3-4・149)467

等
医
療
活
動
が
制
約
さ
れ
、
診
療
報
酬
の
取
り
決
め
、
医
師
の
供
給
等
に
参
画

し
て
き
た
医
師
会
の
影
響
力
が
低
下
す
る
こ
と
を
危
俣
し
問
。
ま
た
、
共
済
組
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合
主
義
者
は
、
共
済
組
合
に
も
社
会
保
険
金
庫
の
設
立
を
許
可
す
る
よ
う
主
張

(
灯
)

し
た
。
さ
ら
に
、
農
業
部
門
の
使
用
者
達
は
、
小
規
模
経
営
者
が
多
数
を
占
め

る
こ
と
、
商
工
業
と
比
べ
て
生
産
性
の
低
い
こ
と
、
所
得
が
作
況
に
応
じ
て
変

化
す
る
こ
と
等
を
理
由
に
農
業
部
門
の
た
め
の
特
別
規
定
を
設
け
る
よ
う
主
張

ー
迎
。
他
方
、
商
工
業
部
門
の
使
用
者
達
は
、
保
険
料
の
負
担
が
生
産
原
価
の

上
昇
を
惹
起
し
て
、
国
際
競
争
力
の
低
下
を
も
た
ら
す
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、

国
際
競
争
力
の
低
下
は
結
果
的
に
被
用
者
の
利
益
を
も
損
な
う
と
い
う
。
同
時

に
彼
ら
は
、
集
団
的
・
公
的
・
強
制
的
な
社
会
保
険
制
度
が
個
別
的
・
私
的
・

自
発
的
な
援
助
(
回
師
団

-agnm)
の
精
神
に
逆
行
す
る
と
も
主
張
し
た
。
こ
の

主
張
は
、
社
会
保
険
制
度
の
出
現
に
よ
り
、
援
助
を
行
な
っ
て
い
る
使
用
者
が

道
義
上
の
優
越
的
地
位
を
失
な
う
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
教

会
は
教
育
の
自
由
と
同
様
に
、
社
会
保
険
金
庫
の
自
由
な
設
立
を
認
め
る
よ
う

(切
v

主
張
し
た
c

そ
の
上
、
す
べ
て
の
労
働
者
が
一
九
二
八
年
法
に
好
意
的
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
特
に
、
統
一
労
働
総
同
盟
(
ゎ
・
の
・
寸
-
d
・
)
は
保
険
料
の
負
担
が

最
終
的
に
全
額
被
保
険
者
た
る
労
働
者
に
し
わ
ょ
せ
さ
れ
る
こ
と
、
保
険
料
の

蓄
積
が
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
の
助
長
に
寄
与
す
る
こ
と
、
失
業
保
険
を
備
え
て

一
九
二
八
年
法
を
激
し
く
攻
撃
い
的
。

い
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
、

一
九
二
八
年
法
は
、
翌
二
九
年
四
月
五
日
の
施
行
規
則
に
よ
っ
て
適
用
条
件

等
の
細
目
を
明
確
に
し
た
後
、
一
九
三

O
年
二
月
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
対
運
動
の
盛
り
上
り
と
一
九
三

O
年
一

月
一
七
日
に
出
さ
れ
た
通
達
(
円
宵

2
宮
町
四
)
の
不
備
に
よ
り
、
周
年
二
月
七
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日
に
な
っ
て
、
本
法
の
施
行
は
同
年
七
月
一
日
に
延
期
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

九
二
八
年
法
の
修
正
に
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ
、

が
成
立
し
た
。
こ
う
し
て
、

一
九
一
二

O
年
四
月
二
一

O
日
法

一
九
二
八
年
法
は
実
際
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く

一九一一一

O
年
法
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
法
の
辿
っ
た
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
背
景
に
は
、
一
九
二
八
年
法

が
選
挙
を
目
前
に
し
て
十
分
な
審
議
を
経
る
こ
と
な
く
可
決
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
財
政
問
題

と
し
て
、
身
体
的
危
険
を
包
括
的
に
対
象
と
す
る
社
会
保
険
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
保
険
料
の
負
担
が
労
使
双
方
に
過
重
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
第
二

に
社
会
保
険
の
制
度
化
に
つ
い
て
、
使
用
者
の
主
張
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
身
体
的
危
険
に
対
す
る
措
置
は
法
律
に
よ
る
制
度
化
で
は
な
く
、

社
会
内
部
で
の
自
発
的
な
努
力
で
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
根
強

か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
管
理
運
営
組
織
に
関
連
し
て
、
当
時
す
で
に
社
会
保
険

制
度
類
似
の
機
能
を
果
し
て
い
た
共
済
組
合
が
、
一
九
二
八
年
法
施
行
に
よ
る

存
立
基
盤
の
喪
失
を
危
倶
し
て
、
金
庫
設
立
の
自
由
・
金
庫
選
択
の
自
由
を
強

く
主
張
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
三
つ
の
事
情
を
背
景
と
し
て

広
汎
な
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
九
三

O
年
四
月
三

O
日

法
が
新
た
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



第
三
款

(
日
)

一
九
三

O
年
四
月
一
二

O
日
法
の
成
立

こ
う
し
て
成
立
し
た
一
九
三

O
年
法
も
制
度
の
大
枠
に
お
い
て
は
、

八
年
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

九

こ
の
一
九
三

O
年
法

も
年
間
所
得
一
万
五
千
フ
ラ
ン
以
下
の
全
労
働
者
を
強
制
的
に
被
保
険
者
と

戸
町
)し
、
財
源
に
つ
い
て
労
使
同
額
の
保
険
料
に
加
え
て
国
家
の
補
助
金
か
ら
な
る

(

日

岬

)

(

閉

山

}

ハ

臼

岬

)

戸

閃

V

三
者
負
担
方
式
を
採
用
し
、
保
険
事
故
に
関
し
て
も
疾
病
・
出
産
・
障
害
・
老

令
・
死
亡
の
ほ
か
家
族
扶
養
、
失
業
者
に
対
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
し
か

し
、
一
九
三

O
年
法
で
は
商
工
業
被
用
者
の
制
度
と
は
別
に
、
農
業
部
門
の
人

(
削
明
)

々
を
対
象
と
す
る
特
別
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
保
険
料
の
算
定
方

法
に
関
し
て
、

一
九
二
八
年
法
で
は
定
率
保
険
料
方
式
で
あ
っ
た
も
の
を
、

フランス社会保障制度の構造とその特徴

九一ニ

O
年
法
で
は
年
間
所
得
を
五
つ
の
段
階
に
分
類
し
各
階
層
別
に
定
額
の
保

険
料
を
徴
収
す
る
方
式
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
財
源
調
達
方
式
に
つ
い
て
各
身

体
的
危
険
の
性
格
に
応
じ
て
賦
課
方
式
令
官
芯
包
含
Z

H

b

宮
ユ
E
oロ
)
と

積
立
方
式
令
官
件
。

s
r
z
s司
定
色
白
血
神
宮
口
)
と
に
二
分
し
、
疾
病
・
出

産
・
死
亡
に
は
前
者
を
、
廃
疾
・
老
令
に
は
後
者
の
積
立
方
式
を
採
用
す
る
こ

と
に
し
た
。
と
い
う
の
は
、
疾
病
保
険
等
に
つ
い
て
は
、
概
ね
各
年
度
の
出
費

に
著
し
い
変
化
が
予
想
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
賦
課
方
式
で
は
、
大

量
の
失
業
者
の
発
生
や
国
庫
補
助
金
の
削
減
に
よ
り
、
保
険
料
総
額
が
変
動
し

や
す
い
。
こ
の
た
め
、
老
令
保
険
等
に
賦
課
方
式
を
採
用
す
る
と
年
金
の
給
付

額
が
年
ご
と
に
変
化
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
老
令
保
険
と
廃
疾
保
険

に
は
、
積
立
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
積
立
方
式
は
、
保
険
料
の
積
立
金
と

そ
の
利
子
と
に
よ
っ
て
年
金
給
付
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
更
の
ほ
か
、

一
九
二
八
年
法
と
の
比
較
を
通
じ
て
一
九
三

O

年
法
を
特
徴
づ
け
る
注
目
す
べ
き
点
は
、
金
庫
設
立
の
自
由
の
承
認
と
国
家
予

算
の
大
幅
な
介
入
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
三

O
年
法
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
金
庫
の
自
由
な
設
立
を
承
認
し
た
こ

と
は
、
農
業
部
門
の
切
り
離
し
・
財
源
調
達
方
式
の
二
本
立
の
採
用
と
と
も

に
、
一
九
二
八
年
法
の
基
本
的
特
徴
で
あ
っ
た
保
険
の
統
一
と
い
う
意
図
を
放

棄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
の
承
認
は
、
ひ
と
つ
に
は
被
保
険
者
の
金

庫
選
択
の
自
由
の
侵
害
、
他
方
に
は
そ
れ
ま
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
と
り
続
け

て
き
た
使
用
者
や
共
済
組
合
等
の
利
益
の
侵
害
と
い
う
主
張
が
、
い
か
に
激
し

い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
一
九
二
八
年
法
に

お
い
て
各
県
の
被
保
険
者
を
強
制
的
に
加
入
さ
せ
る
も
の
と
規
定
さ
れ
た
県
金

庫
の
機
能
は
一
変
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
ニ

O
年
法
は
共
済
組
合
、
労
働
組

m
X閃
)

合
、
教
会
お
よ
び
使
用
者
団
体
が
金
庫
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
、
こ
れ
ら
の

金
庫
は
類
似
金
庫

(g-ag
色
・
え
昏
号
骨
)
と
呼
ば
れ
た
。
被
保
険
者
は
そ

の
選
択
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
類
似
金
庫
の
い
ず
れ
か
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
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き
た
。
そ
し
て
、
類
似
金
庫
の
い
ず
れ
に
も
加
入
し
な
か
っ
た
被
保
険
者
の
み

が
県
金
庫
に
加
入
す
る
も
の
と
さ
れ
だ
。
つ
ま
り
、
県
金
庫
は
被
保
険
者
が
金

庫
選
択
の
自
由
を
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
だ
け
を
果
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す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
類
似
金
庫
の
業
務
管
轄
地
域
は
ひ
と

つ
の
県
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、
多
く
の
県
に
お
い
て
県
金
庫
と
の
聞
に
業
務
の

競
合
関
係
が
生
じ
た
。
ま
た
、
間
町
金
庫
は
疾
病
、
出
産
お
よ
び
死
亡
に
関
す
る

業
務
の
み
を
行
な
う
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
廃
疾
と
老
令
と
い
う

保
険
事
故
に
つ
い
て
、
類
似
金
庫
に
未
登
録
の
被
保
険
者
の
受
け
皿
と
な
っ
た

の
は
、
全
国
老
令
年
金
金
庫
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
金
庫
設
立
の
自
由
の

承
認
、
換
言
す
れ
ば
被
保
険
者
の
金
庫
選
択
の
自
由
の
承
認
は
、
各
種
金
庫
の

併
存
状
態
を
作
り
出
し
、
社
会
保
険
制
度
の
全
体
構
造
を
非
常
に
複
雑
な
も
の

と
し
た
。
し
か
も
、
金
庫
選
択
の
自
由
は
広
汎
で
か
つ
激
し
い
反
対
運
動
の
結

果
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
保
険
者
の
半
数
が
県
金
庫

に
加
入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
保
険
者
の
う
ち
過
半
数
の
者
が
金
庫
選

択
の
自
由
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
県
金
庫
を
選
択
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

と
っ
て
金
庫
を
自
由
に
選
択
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
、
金
庫
選
択
の
自
由
を
主
張
す

一
般
の
被
保
険
者
に

る
人
々
が
い
う
ほ
ど
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
金
庫
選

択
の
白
白
を
認
め
た
一
九
三
一

O
年
法
の
制
度
趣
旨
が
十
分
に
生
か
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
か
え
っ
て
、
一
九
三

O
年
法
は
、
諸
金
庫
の
競
合
に
よ
る
人
件
費
の
重
複
、
事
務
手
続
の
錯
綜
化
お

よ
び
保
険
技
術
上
の
効
率
の
低
下
等
、
将
来
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多

く
の
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
に
、

一
九
一
二

O
年
法
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
国
家
の
社
会
保
険
財
源
へ

北法35(3-4・152)470

の
支
出
が
大
幅
に
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
財
源
を
労
使
お
よ
び
国
家
に
よ
る
一

三
者
の
負
担
と
す
る
古
川
で
、
一
九
三

O
年
法
は
二
八
年
法
と
軌
を
一
に
す
る
。

し
か
し
、
一
九
二
八
年
法
で
は
、
保
険
の
性
格
を
維
持
し
国
家
の
負
担
を
極
力

軽
減
し
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
、
国
家
の
負
担
割
合
は
保
険
料
収
入
の
ご
一
ー
ー
四

%
に
制
限
さ
れ
出
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
三

O
年
法
で
は
、
国
際
競
争
力
の
低

下
を
導
か
な
い
よ
う
、
ま
た
法
の
受
け
入
れ
を
容
易
に
す
る
と
い
う
理
由
か

ら
、
保
険
料
額
は
階
層
別
定
額
制
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

保
険
料
額
は
各
階
層
の
基
礎
賃
金
額
の
お
よ
そ
八
%
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
但
し
、
保
険
料
負
担
の
労
使
折
半
原
則
は
こ
こ
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
労
使
の
保
険
料
負
担
は
一
九
二
八
年
法
に
比
べ
軽
減
さ
れ
た
が
、

そ
れ
に
対
応
し
て
国
庫
負
担
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
国
庫
負
担
金

一
九
一

O
年
法
適
用
対
象

者
の
年
金
額
引
き
上
げ
の
た
め
に
五
億
四
千
万
フ
ラ
ン
、
ま
た
二
人
年
法
で
は

予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
農
業
部
門
へ
の
補
助
と
し
て
四
億
九
千
万
フ
ラ
ン
の

支
出
が
計
上
さ
お
。
こ
の
結
果
、
国
庫
負
担
は
一
九
一

O
Z関
係
の
五
億

は
制
度
運
営
に
関
す
る
費
用
に
あ
て
ら
れ
た
ほ
か

四
千
万
フ
ラ
ン
だ
け
だ
、
農
業
部
門
を
含
ま
な
い
保
険
料
収
入
の
一
六
・
五
%

あ
ま
り
に
相
当
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
保
険
財
源
に
対
す
る
国
家
の
関
与
は
、
一
九
三
五
年
七
月
二
ハ

(
市
)

日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
を
め
ぐ
っ
て
一
丹
び
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
デ
タ
レ
・
ロ
ワ



ヵ:

一
九
一

O
年
法
に
よ
る
年
金
額
引
き
上
げ
の
た
め
そ
れ
ま
で
支
払
わ
れ
て

一
億
四
千
万
フ
ラ
ン
に
減
額
す
る
こ
と
に
し
た
か
ら
で

あ円し、
るEた
。国

庫
負
担
金
を

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
保
険
財
源
の
三
者
に
よ
る
負
担
(
労
使

お
よ
び
国
)
を
支
持
す
る
人
身
も
こ
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
措
置
を
支
持
し
た
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
国
庫
負
担
の
削
減
に
よ
っ
て
、
社
会
保
険
の
国
営
化
の
脅
威

が
弱
め
ら
れ
、
将
来
に
お
い
て
社
会
保
険
の
財
政
お
よ
び
管
理
運
営
の
自
律
性

ハ

E
Sロ
0
5ぽ
〉
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
三
者
か
ら
な
る
財
源
構
成
の
反
対
論
者
逮
も
、
社
会
保
険
の
国
営
化
を

主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
的
連
帯

(
S
E
R
-広

Etog-白
)
に
基
づ

フランス社会保障制度の構造とその特徴

き
社
会
保
険
制
度
の
自
律
的
運
営
を
標
傍
す
る
人
々
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
デ

ク
レ
・
ロ
ワ
の
措
置
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
措
置
を
め
ぐ
る
議

論
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
社
会
保
険
制
度
に
国
庫
負
担
の
導
入
を
認
め
る
人

人
も
、
あ
く
ま
で
社
会
保
険
財
政
が
自
律
的
に
運
営
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
措

置
と
し
て
、
そ
の
導
入
を
認
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
国
庫
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
相
対
立
す
る
立
場
の
人
ぺ
か
と
も
に
、
社

会
保
険
の
国
営
化
に
は
反
対
し
、
究
極
的
に
は
自
律
的
な
社
会
保
険
制
度
の
運

営
を
標
携
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
律
的
な
制
度
の
運

営
と
い
う
共
通
の
目
標
は
、
後
述
の
よ
う
に
ラ
ロ
ッ

p
・
フ
ラ
ン
に
お
け
る
自
律

性
の
原
則
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
九
三

O
年
法
は
、
金
庫
設
立
の
自
由
、
す
な
わ
ち
金
庫
選

択
の
自
由
の
承
認
と
国
庫
負
担
の
増
大
と
を
特
徴
と
し
つ
つ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
身
体
的
危
険
を
対
象
と
す
る
社
会
保
険
制
度
を
確
立
し
た
。
そ
の
後
、
国

庫
の
負
担
割
合
は
削
減
さ
れ
、
保
険
料
の
支
払
方
式
や
財
源
調
達
方
式
等
に
つ

い
て
修
正
が
施
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
制
度
の
基
本
的
枠
組
は
第
二
次
世
界
大
戦

が
終
了
す
る
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
前
の
社
会
保
険
法
制
は
、
①

人
的
適
用
範
囲
が
商
工
業
被
用
者
お
よ
び
農
業
被
用
者
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

②
金
庫
設
立
の
自
由
を
承
認
し
た
結
果
、
多
種
多
様
な
管
理
組
織
を
生
み
出
し

た
。
こ
こ
に
、
ラ
ロ
ッ

p
.フ
ラ
ン
に
よ
る
改
善
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
国
庫
負
担
の
削
減
を
実
施
し
た
一
九
三
五
年
の
デ

ク
レ
・
ロ
ワ
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
自
律
的
な
制
度
運
営
と
い
う
点
で

は
、
合
怠
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
で
す
で

に
、
社
会
保
険
の
国
営
化
、
換
ヰ
一
目
す
れ
ば
国
家
主
導
型
の
社
会
保
険
の
制
度
運

(
印
)

営
が
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

(
1
)

こ
こ
で
い
う
身
体
的
危
険
公
Z
D
C
2
1
q
m
-
o
c
g一
)
と
は
、
所
得
の

喪
失
ま
た
は
減
少
を
惹
起
す
る
危
険
の
う
ち
、
労
働
能
力
の
喪
失
を
原
因

と
す
る
も
の
を
指
す
。
同
・
」
『
-
U
Z℃白山ミ・
0
z
u
p

。u-
n
F仲
・
・
匂
・
由
参
照
。

(
2
)

一
九
五
三
年
一
一
月
二
九
日
の
デ
タ
レ
に
よ
り
、
社
会
扶
助
(
田
庄
司

印。
nF包
)
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
的
援
助
か
ら
社
会
扶
助
に
至

る
ま
で
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
開
・
〉
戸
町
曲
ロ
島
田
口
、
〉
広

mgahw}
〉
2FOロ

由。ng-叩
w
H
N
。
白
色
・
・
。
同
-
H
O
N
-
H
U
吋
・
ア
ロ
o
u
l
ロ
。
吋
・
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(
3
)

こ
の
時
期
の
共
済
組
合
に
関
す
る
邦
垣
間
文
献
と
し
て
、
中
上
光
夫
「
一

九
世
紀
末
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
共
済
組
合
」
『
三
回
学
会
雑
誌
』
ご
九

七
九
年
八
月
、
十
月
)
七
二
巻
四
号
、
五
号
。

(
4
)

公
的
援
助
、
共
済
組
合
お
よ
び
慈
善
事
業
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、

岡山・

0
z
gロ
門
戸
戸
田
司

D
E
E
C相
円
。
ロ

ggMMOB広
巾
品
開
曲
p
n
c吋
x
p

g
n
u
s
-
U白ロ
c
p
M由
町
一

Y
匂・

N

∞lA
F
申・

(
5
)
同

E
P
-
匂

-
m
H・

(
6
)

こ
の
点
に
つ
き
、
中
上
光
夫
、
前
掲
論
文
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
参
照
。

(
7
)
開

-
U
o
-広
白
ロ
田
巾
件
。
・

0
m
V
O〈
P
。同
y
n
X
J
唱

-hpω
串・

(
8
)

一
九
一

O
年
法
の
提
案
理
由
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

U
・司・

5
5・

hp-mω
・

(
9
)
同

E
a・

(
m
w
)

円
。
目
白
ロ
吋
-
品
田
司
開
門
司
釦
位
向
曲
。
巴
〈
『
広
円
四
回
目
仲
間
】
白
可
師
同
ロ
ロ
伺
曲
・

0
・句・

S
H
0・
AH・
阜
市
町
以
下
。
略
称
を

R
・
0
・
P
法
と
い
う
。

(
日
)
第
一
条
。
。
・
句
・

5
5・
A
P

・

E-

(
ロ
)
阿
豆
島
・

(
日
)
第
三
六
条
0
0・
司

-
S
H
0・
AH・
5
H・

任
意
加
入
の
対
象
と
な
る
の
は
、
小
作
農

(gbg可
冊
吋
♂
同
市
『
B
U吋)、

農
夫
(
円
三
巴
〈
巳

2
M吋
)
、
職
人
(
白

3
2白
ロ
印
〉
、
零
細
企
業
主
(
℃
包
芹
曲

目
】
同
仲
『
。
ロ
帥
)
等
の
ほ
か
、
年
間
所
得
三
千
フ
ラ
ン
以
上
五
千
フ
ラ
ン
未
満

の
被
用
者
逮
で
あ
る
。

(
M
)

第
二
条
に
よ
る
。
ロ
・
司
・
同

2
0・
A
P

・

B-

(

臼

)

同

日

ME--
℃

-
m
4・

(
M
N
)

第
四
条
に
よ
る
。
高
令
労
働
者
を
生
活
困
窮
者
に
転
化
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
六

0
フ
ラ
ン
の
支
払
が
予
定
さ

れ
た
。
。
・
M
V

・
]
S
H
0
・
A
F

・叶
hw
・

(η)
こ
の
財
政
運
用
方
式
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

0
・句・

5
5・
A
F

・

8
以

下
参
照
。
積
立
方
式
(
口
同
司
伊
丹
白
ロ
加
え
写
ロ
)
と
は
、
保
険
給
付
の
た
め
に

あ
ら
か
じ
め
保
険
料
を
積
み
立
て
て
お
く
方
式
を
い
う
。

(
m
m
)

第
三
条
に
よ
る
。
な
お
、
証
明
書
は
無
償
で
被
用
者
に
配
付
さ
れ
た

(
第
三
条
二
項
)
。

(
ぬ
)
使
用
者
が
管
理
運
営
組
織
に
保
険
料
の
支
払
を
す
る
場
合
は
、
第
三
条

三
項
に
、
後
者
の
場
合
は
同
条
六
項
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

0
・司
-
E
H
0
・

A
F

・吋
0
・

(
却
)
受
給
開
始
年
令
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
に
よ
る
。
年
金
額
に
つ
い
て

は
、
ロ
・
司
・
]
戸
由
一
5
・
AH・印。・

(
幻
)
第
五
条
二
項
に
よ
る
。
こ
の
措
置
は
、
六
五
歳
以
前
に
職
業
活
動
か
ら

引
退
し
た
者
の
生
活
保
障
の
た
め
に
と
ら
れ
た
借
置
で
あ
る
。

U-m

HUH0.
品‘吋由・

(n)
こ
の
組
織
は
、
一
入
五

O
年
六
月
一
八
日
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
。
こ

の
組
織
の
管
理
運
営
は
労
使
代
表
と
政
府
代
表
の
三
者
か
ら
な
る
委
員
会

の
も
と
で
、
預
金
供
託
金
庫

(
g
-
g
m
母
国
内

r
v
u
h
J
Z
2
8ロ
国
広
口
曲
目

丘
O
ロ
曲
)
が
行
な
っ
た
0
0・
p
g
H
0・
hH・
∞
∞
参
照
。

(
幻
)
第
一
四
条
に
よ
る
。
残
り
の
四
種
類
の
組
織
は
、
県
お
よ
び
地
方
老
令

年
金
金
庫
(
一
二
項
)
、
使
用
者
金
庫
(
四
項
)
、
補
償
組
合
(
五
項
)
、
職
業

組
合
(
六
項
)
で
あ
る
。
全
国
老
令
年
金
金
庫
を
除
い
た
組
織
は
、
労
働

大
臣
の
管
綜
下
に
置
か
れ
、
財
源
の
監
替
規
制
は
大
蔵
大
臣
が
行
な
う
。

ハ
M
〉
第
二
凶
条
一
項
に
よ
る
。
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Socia1e francaise 1945-1952， Librairie Almand Colin， 

1966， p. 11. 

(~) 紫哲s:&:; 記事事 ~ÇI:' t-'t!'キ京総額。照翻 Q 健闘~-\.J引)~ν :，記念

~~.，G>' 却K起草~ t![民長会斗 Q .，G> 0 'ì-'~~~.ç， 1'.;2-'J:'~~tQ o 

D. P. 1931. 4. 100. 

(芯) D. P. 1929. 4. 171. 

(お) 総 i必11隠は川崎。

(~) 総!会長 1\軍。特僚や~~量d単語~:t:0 ~買掛-\.J必tQ<!È::\!!í-\.J...lt-" ~ 

4ま:&:;4袋詰単Q224主主l' 時桜1話機-¥.Jd)く事棋会J-IQ'!::ν ム心。

(~)総 11 必~叫tQ O

(鍔) D. P. 1929. 4. 172. 嬬総:&;~法主-\.J...l ν ， 1.ば10社最10

慣a;:/K~暗唱平~~買←tQ社側唱足立と Q 1Þ(ヰ~Q !l!~'泌総静剤穏なもト

jP.;I柑 ~ν ム.;2。

(訟) D. P. 1929. 4. 172. 
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意
加
入
保
険
に
つ
い
て
は
第
三
七
条
か
ら
第
四
三
条
ま
で
の
第
三
章
で
規

定
さ
れ
て
い
る
。

(
国
)
第
二
条
。

U
-
H
M
・
5
出
・
恥
・

5
0・

(
貯
)
第
四
条
か
ら
第
八
条
。
受
給
対
象
者
は
被
保
険
者
本
人
、
そ
の
配
偶
者

及
び
被
保
険
者
の
扶
養
し
て
い
る
一
六
歳
以
下
の
就
業
し
て
い
な
い
子
供

で
あ
る
。
給
付
内
容
は
現
物
給
付
た
る
医
療
給
付
の
ほ
か
、
被
保
険
者
が

業
務
外
の
疾
病
に
よ
り
労
働
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
一
定
の
要
件
の
も
と

に
(
第
五
条
二
項
)
支
払
わ
れ
る
傷
病
手
当
金
が
あ
り
、
こ
れ
は
現
金
給

付
で
あ
る
。
医
療
給
付
に
対
す
る
患
者
側
の
一
部
負
担
金
は
金
庫
の
責
任

料
金
表
(
芯
ユ
同
島
町
吋
g
u
oロ
印
邸
玄
ロ
怠
)
の
百
分
の
一
五
と
定
め
ら
れ
た

(
第
四
条
五
項
)
。
疾
病
保
険
全
般
に
つ
い
て
、
。
・
司
・

5

8
・
hF-HO吋t

HHH
・
医
師
に
対
す
る
診
療
報
酬
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
久
塚
純
一
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
の
社
会
化
過
程
の
一
側
面

l
慣
習
・
近
代
市
民

法
・
医
節
組
合
運
動
・
社
会
法
と
医
師
へ
の
謝
礼
|
」
『
法
政
論
集
(
北

九
州
大
学
〉
』
九
巻
二
号
八
九
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
九
に
お
け
る
医
療
の
社

会
化
過
程
と
医
師
の
組
織
化
」
『
法
政
論
集
(
北
九
州
大
学
)
』
一

O
巻
一
-

二
合
併
号
二
一
一
一
良
。

(
国
)
第
九
条
。
受
給
対
象
者
は
被
保
険
者
た
る
女
性
か
被
保
倹
者
の
妻
。
給
付

内
容
は
現
物
給
付
と
現
金
給
付
と
に
分
か
れ
、
後
者
は
被
保
険
者
た
る
女

性
に
限
定
し
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
半
額
手
当
(
宮
内
同
問
自
己
芯
骨
円
四
四
日
時
1

gj宮
町
市
)
と
授
乳
料
(
唱
ユ
自
冊
目
品
〆
=
包
窓
口
同
四
回
同
)
と
か
ら
な
る
。

0
・

MM
・
H由
ωH.hH・
HHN・

(
印
)
第
一

O
条
か
ら
第
一
一
一
条
。
本
法
第
四
条
に
よ
る
疾
病
保
険
の
給
付
期

間
満
了
後
、
或
い
は
労
災
補
償
法
の
管
理
す
る
以
外
の
災
害
の
場
合
に
は

そ
の
災
害
に
起
因
す
る
負
傷
の
治
癒
の
段
階
で
、
障
害
に
よ
り
労
働
を
停

止
す
る
以
前
の
労
働
能
力
の
三
分
の
二
以
上
を
減
ず
る
状
態
に
あ
る
場

合
、
原
則
と
し
て
当
該
被
保
険
者
の
平
均
年
間
所
得
の
百
分
の
回

O
に
あ

た
る
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。
ロ
・
司
・

5ω
同・和
-HHω
・

(ω)
第
一
三
条
か
ら
第
一
八
条
。
少
な
く
と
も
三

0
年
間
保
険
料
を
納
付
し

た
被
保
険
者
に
対
し
て
被
保
険
者
の
平
均
年
間
賃
金
の
百
分
の
回

O
を
下

回
ら
な
い
額
の
老
令
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。
こ
れ
が
原
則
で
あ
っ
て
、
制

度
成
熟
ま
で
の
過
渡
的
措
置
も
存
在
す
る
。
ロ
・
司
-
H
S
Y
A
F・
ロ
印
・

(
町
山
)
第
一
九
条
。
死
亡
保
険
は
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
遺
族
に
対

し
て
被
保
険
者
の
平
均
年
間
賃
金
の
百
分
の
二

O
に
相
当
す
る
一
時
金
を

支
給
す
る
。
一
時
金
の
額
は
千
フ
ラ

γ
を
下
回
ら
ず
実
質
年
間
所
得
の
一
一
一

分
の
二
を
上
回
ら
な
い
範
囲
で
画
定
さ
れ
る

o
0
・司・

5
臼
-AF・
H
5・

(
位
)
第
二

O
条
。
こ
の
規
定
は
、
疾
病
保
険
に
お
け
る
傷
病
手
当
金
、
障
害

保
険
、
出
産
保
険
及
び
死
亡
保
険
に
お
け
る
一
時
金
を
給
付
す
る
際
、
被

保
険
者
が
生
後
六
週
間
以
上
一
六
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
れ
ば
、

そ
の
人
数
に
応
じ
た
一
定
額
の
給
付
の
上
乗
せ
を
行
な
う
旨
定
め
て
い

る。

0.
司・
H
由一凶
]
F

・
AH・]戸吋・

(
臼
〉
第
一
二
条
か
ら
第
二
五
条
。
失
業
保
険
す
な
わ
ち
失
業
に
対
す
る
所
得

保
障
で
は
な
く
、
失
業
期
間
中
、
被
保
険
者
の
支
払
う
べ
き
保
険
料
を
保

険
者
が
肩
代
り
し
て
支
払
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
厳
抽
情
な
要
件
が
課
せ

ら
れ
る
。
。
・
阿
川
・
]
「
申
ω
r
p
H
Hー∞・

(
制
)
こ
の
制
度
は
、
第
六
章
(
第
七
二
条
か
ら
第
八
四
条
)
に
お
い
て
規
定

さ
れ
て
い
た
。

(
侃
)
第
二
条
二
項
。
前
述
し
た
通
り
、
年
間
所
得
一
万
五
千
フ
ラ
ン
以
下
の

北法35(3-4・156)474



(巳) ~~正岡郎 o 4tl阻'I!\l4F社司両側笹 0 11!者← 4話 E話~やム ν ， D. P. 

1931. 4. 122. 短'IÆlE司同聖母心事!H，重~11!量 e 祭器会1 聴事制. .J' :;!;:i"*!!量緩

や{拾おか倒令子。総監-¥J...)ν，. 1 ~議提豊臣矧聖母 (cais!;ie genera!e 

de garantie) 主総刺身1J ~.;.!O .J~ はやユ ν 笠， D. P. 1931. 4. 

123. 

(巳) や~紐 Q 総判幸福芦4 ・\:'.J ~4調理量~異t<(...).;.!榊 Q 謀総州事rüよ←>(l-\J

~\'-0~脅-"'t'・時時。

殺事冊中;:，理詰軍兵t<(挺E量産E榊-¥J祈J.足時係ヰl;:" .J兵必0..(マ品J'年J

01長理tt~l迫:..J ν 同 S国語!1!1l.~ 量l!:...) .;.! 0 

支払うべき保険料(日，年額〉

日額 年額

0.50 144 

1 288 

1.50 432 

2 .576 

3.50 960 

(単位:F.フラン)

基準賃金日額

a
u
n
4
0
6
a
a
τ
n
o
 

'
i
'
i
n
4
q
δ
 

実質賃金(年額〕

1-2399 

2400-4499 

4500-5999 

6000-9499 

9500-

'
i
q，
“

司

令

u
a
a
τ
F
h
d

賦課方式初級金庫

<加入者割合><金庫数>

出
ド
ヌ
ド

2
・
叩
l
的
)
由
円
潟
判

1
1安1 32 33 34[ 3~2 33 341 

共済組合I251 254 360 251 i 23.2 金庫I""'~... "-o.J.l. i 
職業金庫等I325 324 313 299 I 7.4 

家族金庫I77 77 76 77 I 6.7 
労働金庫I57 57 56 58 I 3.0 
県金庫I86 鉛 86 86 i 59.7 
計 1796 7回加 m11000肌 o100.0 100.0 

積立方式初級金庫<1935年現在>

全国老令年金金庫 1

共済組合金庫 67

家族金庫・ 2

労働金庫:3 

職業金庫 5
総計:78 

遺書ま..Statistics of the Working of the Socia! insurance 

34 

24.6 

7.3 

7.7 

3.9 

56.5 

33 

25.3 

7.3 

7.7 

3.7 

56.0 

32 

22.9 

7.1 

7.0 

3.4 

59.6 

31 D. P. 1931. 4. 104. 

(~) pay-as-you-go -¥J""，申IQ>S¥O .J 0 1'\'hl:~' ¥{I>(袋網縦長必桝袋

者重軍基おお却ty t\J Q 事~~~露呈判事穏や E需のけ心 U 吋 Fν' 軍吉塁

時中 l..( -IQ.;.!.c-- Q 軍事担E話会l 諜lJ.\1~夙>(l-\l\'hl:干).ぬ>(l O

([0) ~~ま:g;$;l ~臣 Q 組事$ll.峰υν~古~-\l\ 1占拠 11~ ""，，>(l .J 叫 hl~\'~

櫛程以 Pユν，D. P. 1931. 4. 120. 
ca) .J 兵心 0ffii士ま涜税制←>(l~lI!量~t\J~\t'~唱(:\!!;穏や矧睡F 司R 重量

~置量' 古橋事~~lI!量' 重軍事眠司回世正佼?OJL21 醐(饗網霊司割程量-\J jを'~~>(l O

建R窓側紐士~I'- Jト〉民事~~劉 (υ ・ 0 ・ト~異劉J ν~ >(l収霊

認0・4級制...)，;，!""，0キ)-IQ >(l。

($) 詰R重量 4く出 01報隠羽田H ←>(l~:....J 0 荷量制国担金j:ll. Ç'ム ν~総 11 .;.1 ~眠

ヤ曜日4判~ 1-' ~ >(lO D. P. 1931 4. 119 et 121. 

(記) 総 111~~\司郎。

(に) ~~1 廊。

沼吾主

創
部
主

Q
W
剖
剣
鍵

C
M粗
悪
時
一
泌
甲
州
記
d
円
、

λ
h
m
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〉
2

E
明
日
ロ
no
同円。
E
H
S
N
H
o
g
ω
印
、
同
ロ
仲
間
円
g
z
oロ
色

戸田
σ
o
z司

mm4丘
町
当

Z
0・由
-

H
由
ω斗
匂
・
∞
印
H
i
∞日一円

(日
)

U
・
MM-HUN由
・
酔
・
口
ω・
及
び
ロ
・
司
・
一
戸
由
一
wM-AF-HOO-

(符

)

0
・
回
以

-
H申
ωPAP-MOO-

(祁

)
U
h
v
n円巾同
l-oF
司

huaE曲山口昨日同
noロ丹江
σロ
同
時
。
ロ
也
市
三
日
仲
白
骨
酔
-
白

n
a曲目白

。
叩
拘
同
門
田
ロ
丘
四
島
四
回
目
目
印
ロ
吋
同
ロ
nmmw
由。巳同戸市
m
r
u
.
同v
.
H由
ω日・

AF・
H∞
H・

こ
の
デ
タ
レ
・
ロ
ワ
は
、
一
九
三

O
年
法
を
修
正
し
た
一
九
三
五
年

}
O

月
二
八
日
お
よ
び
同
月
三

O
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ

(
0・同
M

・

5ω
印・品・

品川町
N

以
下
お
よ
び
問
。
AF
以
下
参
照
)
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
は
、
被
保
険
者
の
金
庫
に
対
す
る
登

録
・
加
入
要
件
の
緩
和
、
保
険
料
支
払
方
式
の
印
紙
に
よ
る
支
払
か
ら
現

金
郵
便
振
替
に
よ
る
支
払
へ
の
変
更
、
行
政
組
織
の
整
理
お
よ
び
任
意
保

険
の
廃
止
等
を
定
め
て
い
た
。

(η)
第
一
条
に
よ
る
。
こ
の
措
置
は
、
一
九
一

O
年
法
適
用
対
象
者
の
急
速

な
減
少
に
対
応
す
る
。

(
河
)
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
一
九
二
八
年
法
以
来
労
働
省
ア
タ
チ
ュ
ア
リ

l

と
会
計
検
査
院
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
!
と
の
閲
で
、
活
発
な
議
論
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
開
・
〉
ロ
同
O
ロ冊目立
-
H
，吋巾ロ円四
1

可
O山

ω
自
国
仏
四
回
目
忠
2
ユ
広

g
n
E
2
2
母
国
ロ
2
・
M
M
R
F
g
g
H・

℃

m---m♂

HM-AHN
以
下
参
照
。

(
乃
)
前
述
し
た
一
九
三
五
年
一

O
月
二
入
日
及
び
三

O
日
の
デ
グ
レ
・
ロ
ワ

に
よ
る
。

(
回
)
年
金
制
度
の
財
政
方
式
は
、
一
九
四
二
年
一
月
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て

積
立
方
式
か
ら
賦
課
方
式
へ
と
移
行
し
た
。

第
三
節

家
族
手
当

北法35(3-4・158)476

家
族
手
当
支
払
の
慣
行

フ
ラ
ン
ス
の
家
族
手
当
制
度
は
、
そ
の
長
い
歴
史
と
豊
富
な
経
験
と
に
よ
っ

第
一
款

て
、
世
界
各
国
の
こ
の
種
の
制
度
の
中
で
も
震
も
充
実
し
た
内
容
を
備
え
て
お

り
、
現
行
の
社
会
保
障
法
制
の
三
部
門
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

家
族
手
当
制
度
の
戦
前
に
お
け
る
特
徴
は
、
民
間
企
業
で
の
慣
行
を
法
律
に

よ
り
追
認
す
る
形
で
、
そ
の
制
度
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
家
族
手
当
に

関
す
る
立
法
は
一
九
三
二
年
に
は
じ
め
て
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
当
時
か

な
り
の
使
用
者
が
加
入
し
て
い
た
補
償
金
庫
の
枠
組
に
則
っ
て
、
制
度
の
拡
大

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

近
代
的
な
家
族
手
当
の
起
源
は
一
九
世
紀
末
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

部
の
信
心
深
い
使
用
者
達
が
扶
養
家
族
を
有
す
る
被
用
者
に
賃
金
と
は
別
枠
の

手
当
を
自
発
的
に
支
払
っ
て
い
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
低
所
得
の
う
え
同
一

の
職
種
に
と
ど
ま
る
限
り
年
功
に
よ
る
賃
金
の
上
昇
を
望
め
な
い
被
用
者
に
と

っ
て
、
被
扶
養
者
の
増
加
は
生
活
水
準
の
低
下
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
こ
の
手
当
の
支
払
原
資
は
結
局
生
産
原
価
に
加
重
さ
れ
、
当
該
企
業

は
企
業
関
競
争
に
お
い
て
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら

の
使
用
者
は
家
族
手
当
の
意
義
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
支
払
を
回
避
す
る
た

〔

4
V

め
独
身
者
や
扶
養
家
族
の
少
な
い
労
働
者
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
c

ま

た
、
た
と
え
労
働
者
が
家
族
手
当
を
受
け
た
と
し
て
も
、
受
給
者
の
範
囲
や
手



当
額
の
決
定
は
使
用
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
扶
養
家
族
を

有
す
る
労
働
者
の
生
活
は
依
然
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
家
族
手
当
は
労
働
力
確
保
の
た
め
に
支
払

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
部
の
地
域
で
は
手
当
支
払
の
有
無
に
よ
る
企
業
間
競

争
を
解
消
す
る
た
め
の
地
方
協
定
や
同
一
業
種
間
協
定

(
g
g三
2
芯
包

S-

包

2
2
u
gな
gFOロ
開
口
町
田
)
が
結
ば
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
協
定

は
す
べ
て
の
企
業
を
結
集
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
企
業
問
競
争
の
緩
和
に

有
効
に
機
能
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
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そ
の
後
、
家
族
手
当
を
支
払
う
慣
行
は
、
エ
ミ
l
ル
・
ロ
マ
ネ
の
設
立
し
た

家
族
手
当
補
償
金
庫

(
2
2
8
骨

8
自
宮

E
E
O口
弘
冊
目
白
ロ
宮
丘
町
。

z

(
6
)
 

同
国
自
主
包
冊
目
)
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
補
償

金
庫
は
、
複
数
の
使
用
者
が
各
企
業
の
支
払
賃
金
や
労
働
者
数
に
応
じ
て
算
出

さ
れ
る
金
額
を
拠
出
し
て
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
各
企
業
独
自
に
家
族
手

当
を
支
払
う
よ
り
も
、
企
業
の
負
担
は
均
等
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
補
償
金
庫
は
直
接
、
加
入
企
業
の
受
給
対
象
者
に
家
族
手
当
を
支
払
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
補
償
金
庫
は
企
業
間
競
争
の
緩
和
・
企
業
負
担
の
平

準
化
を
可
能
と
し
、
年
ご
と
に
金
庫
数
・
加
入
企
業
数
は
増
加
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
民
間
企
業
に
お
け
る
普
及
と
と
も
に
、
政
府
も
公
務
員
等
に
対

す
る
家
族
手
当
の
支
払
を
積
極
的
に
推
進
し
た
。
こ
の
結
果
、

一
九
コ
二
年
に

は
二
三

O
の
金
庫
に
一
二
万
近
く
の
企
業
が
加
入
し
、
適
用
労
働
者
は
一
八
五
万

人
に
達
し
、
手
当
の
支
払
額
は
三
億
八
千
万
フ
ラ
ン
に
の
ぼ
っ
た
。

第
二
款

一
九
三
二
年
三
月
一
一
日
法
の
成
立
と
そ
の
特
徴

家
族
手
当
給
付
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
の
立
法
化
の
動
き
は
、

九
二

O
年
か
ら
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
家
族
手
当
を
賃
金
の
一
部
と
み
る
か
使

用
者
の
恩
恵
措
置
と
み
る
か
で
対
立
が
あ
り
、
よ
う
や
く
一
九
三
二
年
三
月
一

一
日
に
法
律
が
成
立
い
出
。

こ
の
一
九
三
二
年
法
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
概
ね
次
の
三
点
の
事
情
が
存

在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
家
族
手
当
受
給
者
の
増
加
に
よ

る
他
の
被
用
者
と
の
不
平
等
の
顕
在
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
来
、
賃
金
は
被
用

者
個
人
の
な
す
労
働
の
対
価
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
用

者
が
独
身
者
で
あ
ろ
う
と
妻
帯
者
や
子
だ
く
さ
ん
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
同
一
内

容
の
労
働
を
し
て
い
る
限
り
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
が
貫
か
れ
る
。
し

か
し
、
各
労
働
者
の
扶
養
す
る
家
族
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
賃
金
と
そ
れ
に
基

づ
く
生
活
費
の
関
係
を
み
る
と
、
こ
の
原
則
は
、
扶
養
家
族
を
抱
え
る
労
働
者

に
独
身
労
働
者
よ
り
も
実
質
的
に
低
い
水
準
の
生
活
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

家
族
手
当
は
、
ま
さ
に
こ
の
扶
養
家
族
の
措
加
に
伴
う
生
活
水
準
の
低
下
を
緩

和
す
る
呂
的
の
も
と
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

補
償
金
庫
の
設
立
に
よ
る
家
族
手
当
制
度
の
普
及
は
、
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一
定
程
度
こ
の
同
一
労

働
同
一
賃
金
の
原
則
が
生
み
出
す
生
活
水
準
の
低
下
を
是
正
す
る
役
割
を
果
た
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し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
依
然
と
'
し
て
家
族
手
当
の
利
益
を
受

け
て
い
な
い
者
と
家
族
手
当
受
給
者
と
の
格
差
が
存
在
し
た
。
補
償
金
庫
の
設

立
が
、
使
用
者
の
自
由
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ

う
し
た
格
差
を
是
正
し
、
家
族
手
当
を
す
べ
て
の
被
用
者
に
一
律
に
支
給
す
る

た
め
、
立
法
に
よ
る
解
決
を
図
る
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
家
族
手
当
の
受
給
者
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
要
請
は
、
人
口
問

題
か
ら
の
要
請
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
第
二
の
事
情
で
払
出
。
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
は
低
出
産
率
国
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
人
口
の
先
細
り
が
危
倶
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
入
口
の
減
少
傾
向
は
、
労
働
人
口
の
減
少
を
招
く
な
ど
国
家

の
基
盤
を
ゆ
る
が
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
低
出
産
率
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
不
十
分
な
賃
金

に
よ
る
出
産
の
抑
制
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
賃
金
を
補
な
う
家
族

手
当
の
受
給
者
の
拡
大
が
出
産
の
抑
制
に
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
期
待
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
統
計
上
、
補
償
金
庫
の
加
入
者
と
フ
ラ
ン
ス
国
民

全
体
と
で
は
出
生
率
・
一
才
児
ま
で
の
死
亡
率
と
も
に
、
補
償
金
庫
加
入
者
の

方
が
良
好
な
成
績
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
家
族
手
当
受
給
者
を

全
労
働
者
に
拡
大
す
る
こ
と
が
、
出
産
や
人
口
の
増
加
に
寄
与
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

望
ま第
れ三
たの
こ事
と情
では
あで 、
る3企
。業

補間
償競
金争
庫の
の緩
増和
加を
傾徹
向底
はす
、る

た
め

立
法
の
制
定
カ1

一
九
二
八
年
以
降
頭
打

ち
の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
使
用
者
の
自
発
的
な
努
力
に
基
づ
く
家
族
手

当
を
支
払
う
慣
行
が
胃
も
は
や
限
界
に
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
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各
企
業
の
負
担
を
立
法
の
制
定
に
よ
り
平
準
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
す
べ
て

の
使
用
者
に
家
族
手
当
の
支
払
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
族
手
当
の
受
給

対
象
者
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
、
一
九
三
二
年
法
は
、
商
工
業
、
農
業
及

び
自
由
業
に
お
い
て
、
年
令
・
性
別
を
問
わ
ず
、
労
働
者
(
。
ロ
ミ
芯

3

2

を
常
時
一
雇
一
周
す
る
使
用
者
に
対
し
て
、
補
償
金
庫
へ
の
加
入
を

開

5
1
0
1白
)

義
務
づ
凶
目
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
一
六
才
ま
で
の
子
供
を
扶
養

す
る
労
働
者
は
、
県
ご
と
に
労
働
大
臣
の
定
め
る
家
族
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
補
償
金
庫
を
設
立
し
管
理
運
営
す
る
の
は
あ
く
ま

で
も
使
用
者
団
体
で
あ
り
、
家
族
手
当
の
財
源
す
な
わ
ち
拠
出
金

(gc加担
・

氏
。
ロ
)
を
負
担
す
る
の
は
、
使
用
者
の
み
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
使
用
者
の
属

す
る
業
種
や
地
方
に
よ
り
拠
出
金
の
負
担
能
力
に
差
異
が
あ
る
た
め
、
法
律
の

施
行
期
日
を
弾
力
的
に
定
め
る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
。

ま
た
、
家
族
手
当
の
法
的
性
格
に
関
す
る
議
論
は
、
本
法
の
制
定
で
一
応
の

結
着
を
み
た
。
す
な
わ
ち
、
家
族
手
当
は
、
三
二
年
法
に
よ
り
労
働
法
典
第
一

編
第
一
二
意
ー
(
「
賃
金
」
)
に
挿
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
使
用
者
は
拠
出
金
の
支
払

を
罰
則
に
よ
り
強
制
さ
れ
、
家
族
手
当
は
賃
金
を
補
足
す
る
も
の
(
ロ
ロ

nog-

同
忌
吉
町
三
骨
回
目
戸
田
町
巾
)
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
家
族
手
当
を
賃
金
の
補



足
と
す
る
立
場
は
、
労
災
年
金
の
算
定
基
礎
に
家
族
手
当
を
含
め
る
か
否
か
が

争
わ
れ
た
事
件
で
、
以
前
か
ら
彼
致
院
の
採
用
し
て
い
た
見
解
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

家
族
手
当
法
典
の
制
定
と
家
族
手
当
の
変
質

一
九
三
二
年
法
の
制
定
に
よ
り
、
家
族
手
当
制
度
は
著
し
い
進
歩
を
遂
げ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
費
用
負
担
の
問
題
か
ら
使
用
者
や
自
営
業
者
等
を
も
対

象
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
に
、
な
お
改
善
の
余
地
を
残
し
て
い
た
。

家
族
手
当
制
度
は
、
一
九
三
九
年
に
一
大
転
機
を
迎
え
た
。
家
族
法
典

(の
O
色

m
r
z
p
g己
申
)
の
制
定
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
に
至
り
、
三
二
年

第
三
款

フランス社会保障制度の構造とその特徴

法
の
時
に
も
そ
の
低
下
傾
向
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
出
生
者
数

が
遂
に
死
亡
者
数
を
も
下
回
り
、
総
人
口
の
減
少
と
い
う
事
態
が
生
ム
問
。
こ

の
よ
う
な
総
人
口
の
減
少
傾
向
を
く
い
と
め
、
出
生
率
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が

意
図
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
は
、
前
年
に
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
が
オ
l
ス
ト

リ
ア
を
併
合
し
戦
争
突
入
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
時
で
あ
り
、
国
内
体
制
の
再
編

と
い
う
意
味
か
ら
も
家
族
政
策
・
家
族
手
当
制
度
の
充
実
が
希
求
さ
れ
た
の
で

(お】
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
一
九
三
九
年
二
月
に
人
口
問
題
高
等
委
員
会

(出

E
?の
O
B
E
V
含
冨
吉
宮
目
白
骨
宮
ロ
)
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
-
調
査
・
研
究

に
基
づ
者
二
九
三
九
年
七
月
二
九
日
の
デ
グ
レ
・
ロ
ワ
す
な
わ
ち
家
族
法
典
が

制
定
さ
れ
た
。

こ
の
家
族
法
典
の
家
族
手
当
制
度
に
関
連
す
る
第
一
の
特
徴
は
、
家
族
手
当

の
受
給
対
象
者
を
す
べ
て
の
就
業
者
に
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
家
族
、
法
典
第

一
O
条
は
、
す
で
に
受
給
対
象
者
と
な
っ
て
い
る
商
工
業
被
用
者
に
加
え
て
、

「
:
:
:
商
工
業
、
自
由
業
、
農
業
部
門
に
お
け
る
使
用
者
・
自
営
業
者
お
よ
び

小
作
農
等
、
そ
の
生
計
を
職
業
活
動
か
ら
得
て
い
る
す
べ
て
の
人
」
に
家
族

手
当
の
給
付
を
認
め
た
。
そ
れ
ま
で
、
家
族
手
当
は
あ
く
ま
で
賃
金
を
補
足
す

る
も
の
と
抱
え
ら
れ
て
お
り
、
家
族
手
当
制
度
は
雇
用
契
約
を
媒
介
と
す
る
労

働
者
保
護
政
策
の
一
環
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
就
業
者
を
適
用

対
象
と
す
る
家
族
法
典
の
制
定
は
、
家
族
手
当
制
度
の
基
本
的
性
格
を
変
え

た
。
使
用
者
自
身
や
自
営
業
者
を
も
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
手

当
は
必
ず
し
も
賃
金
、
す
な
わ
ち
労
働
契
約
を
媒
介
と
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
家
族
法
典
の
制
定
は
、
家
族
手
当
制
度
の
「
一
般
化
」

(
阿
古
宵
包
広
田
氏
。
ロ
)
へ
一
歩
前
進
し
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
家
族
手
当
の

被
用
者
以
外
の
人
々
へ
の
適
用
拡
大
は
、
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
が
終
了
す
る
ま
で
の
問
、
家
族
主
ゴ
は
、
一
時
的
な
失
業
都
や
出
産
の

た
め
労
働
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
婦
人
労
働
部
、
さ
ら
に
は
夫
の
死
亡
に

よ
り
扶
養
家
族
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
寡
婦
に
対
し
て
も
支
払
わ
れ
る
よ
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う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
人
的
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
国
家
予
算
の
介
入
な

く
し
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国
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庫
負
担
は
特
に
自
営
業
者
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
低
収
入
や
既

に
扶
養
家
族
を
多
く
抱
え
て
い
る
こ
と
等
を
理
由
に
拠
出
金
の
負
担
を
免
除
さ

れ
た
者
に
対
す
る
こ
千
万
フ
ラ
ン
の
財
源
の
寝
合
せ
や
、
自
営
業
者
補
償
金
庫

の
支
払
う
手
当
総
額
の
三
分
の
二
ま
で
を
、
国
庫
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ

た。
家
族
法
典
の
家
族
手
当
制
度
に
関
連
す
る
第
二
の
特
徴
は
公
務
員
や
商
工
業

被
用
者
あ
る
い
は
農
業
被
用
者
な
ど
受
給
者
の
属
し
て
い
る
制
度
に
よ
り
異
な

っ
て
い
た
手
当
額
を
統
一
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
同
一
地
方
向

一
支
給
額
と
い
う
原
則
を
実
現
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

同
法
に
よ
れ
ば
、
支
給
額
は
次
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
。
ま
ず
、
各
県
ご
と

に
平
均
賃
金
を
定
め
る
。
こ
れ
は
二
本
立
て
で
決
定
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
商
工

業
被
用
者
の
平
均
賃
金
で
あ
り
、
他
方
は
農
業
お
よ
び
過
疎
地
の
職
人
等
に
支

払
わ
れ
て
い
る
賃
金
の
平
均
額
で
あ
る
。
そ
し
て
、
受
給
対
象
者
の
居
住
す
る

地
域
の
人
口
に
応
じ
て
、
二
千
人
を
超
え
る
地
域
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
は

商
工
業
被
用
者
の
平
均
賃
金
が
、
二
千
人
以
下
の
地
域
に
居
住
す
る
者
に
対
し

て
は
後
者
の
平
均
賃
金
が
適
用
さ
れ
必
。
こ
の
平
均
賃
金
に
一
定
率
を
乗
じ
た

額
が
具
体
的
な
支
給
額
と
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
、
家
族
法
典
は
手
当
支
給
の
面
で
も
重
要
な
修
正
を
行
な
九
時
。

出
生
率
の
低
下
を
阻
止
す
る
目
的
か
ら
具
体
化
さ
れ
た
措
置
で
あ
る
。
一
九
三

九
年
当
時
、
家
族
手
当
受
給
者
の
半
数
は
扶
養
児
童
を
一
人
し
か
抱
え
て
い
な

い
家
庭
で
あ
っ
円
四
。
そ
こ
で
出
生
率
を
上
昇
さ
せ
る
目
的
か
ら
、
扶
養
す
る
児

童
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
手
当
額
を
累
進
的
に
婿
額
す
る
こ
と
に
し
た
。

北法35(3-4・162)480

こ
の
よ
う
に
、
当
初
一
部
の
使
用
者
が
自
発
的
に
支
払
っ
て
い
た
家
族
手
当

は
、
補
償
金
庫
の
設
立
に
よ
り
広
く
普
及
し
、

一
九
三
二
年
法
に
よ
っ
て
制
度

化
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
総
人
口
の
減
少
と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
的
適
用
範
囲
の
拡
大
を
第
一
の
特
徴
と
す
る
家
族
法
典
が
制
定

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
家
族
法
典
の
組
織
的
枠
組
は
一
九
三
二
年
法
の

そ
れ
と
変
る
と
こ
ろ
な
く
、
補
償
金
庫
が
管
理
主
体
で
あ
り
、
そ
の
設
立
に
つ

い
て
は
使
用
者
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
手
当
制
度
を
通
観
す
る
邦
誘
文
献
と
し
て
、
上
村
政

(
2
)
 彦
「
フ
ラ
γ
ス
家
族
手
当
法
の
生
成
と
発
展
」
『
関
際
役
会
保
障
研
究
』

Z0・

5
(健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
一
九
七
三
年
三
月
)
。

上
村
政
彦
、
前
掲
論
文
、
ニ
頁
。
長
沼
弘
毅
『
各
国
家
族
手
当
制
度

論
』
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
四
八
年
)
四
頁
。

U
.
M
M
.
H申
ωN・
h
p
.

由
、
『
一
司
・

U
C円
曲
ロ
円
Y

O
唱
・
円
伊
丹
・
・
同

y
由

ω・

開
・

uo--P白
ロ
曲
巾
同
の
・

umzod『
巾
・
。
匂

-
n
Z
4
M
V・
h
p
印
日
-

H-u

一-as
唱
・
品
目

a・

上
村
政
彦
、
前
掲
論
文
の
訳
に
従
う
。

具
体
的
に
は
以
下
の
通
り
。

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
}
 

(
6
)
 

(
7〉



4社
予手

hw
開

明

醐

沖

討
し
戸
比
W
糠
糊
同

抽
坤
爾
臨
時
噛
沖

由
州
骨
昨
博
議
剛
同

フランス社会保障制度の構造とその特徴

同由
N
O

由

Nω
。

印

0
・。。
O

H

M

-
問。。

N

N

J

可

印

印

-
N
C
o
a
a印・
0
C
C
H
m
ω
"
。。。

N印

H
A
W
O
H
O
-
0
0
0
H
w
回目。・
0

0

0

N
由由唱。。。

N
∞

NH
∞

N
O
W
O
O
O
H
λ
W
O
O
L〕
0
0
ω
0
0
λ
〕。。

ω

O

N

U

O

ω

N

・0
O
C
H
-
∞∞
0
・0
0
0

品∞
0
・。。。

出
典
出
・
国
主
N
同町
5
・
u
z
冨
ロ
唱
和
己
回
日
開
酔
】
白

ω
b
n
g円伊丹
b
ω
o
n
z
F

〉
『
自
白
口
弘

n
oロロ
-
E
2
・
四
回
・
可
申
・
一
回
訓
溝
口
-
n
R
E
E
-
-
E印件。山門町

品
開
田
ヌ
g
g
H
-
oロ
即
時
同
5

5
包
g

m
ロ
同
E
ロ
n
p
d
Z
わ
〉
戸
同
ν
白同
F

Hmw印
4
・匂
-
N
H
・

(
8
)

公
務
員
に
対
す
る
家
族
手
当
の
支
給
は
、
古
く
一
入
六
二
年
か
ら
海
軍

省
所
韓
国
の
船
員
に
対
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
九
年
一

O
月
一

八
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
国
家
公
務
員
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
対
し
て
も
、
こ
の
一
九
一
九
年
法
は

影
響
を
与
え
、
家
族
手
当
の
支
給
が
普
及
し
た
。
ま
た
一
九
二
二
年
一
二

月
一
九
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
政
府
の
公
共
土
木
事
業
に
関
す
る
請
負
契

約
の
義
務
条
項
の
な
か
に
請
負
業
者
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
家
族
手

当
を
支
払
う
旨
を
規
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
長
沼
弘
毅
、
前
掲
書
、

一
四
頁
以
下
。
及
び

U
.
】ι
・一巳
ω
N
.
h
p
・申吋・

(
9
)

同豆島・

(ω)
上
村
政
彦
、
前
掲
論
文
、
五
頁
。
出
・
出
血
丹
江
m
E
-
o
u
-
n
F
f
u・
口
由
・

(
口
)
円
、
O
F
g
o
e
pロ
昨
日
2

Z
丹吋冊目

H
H
H
Z
〈

a
z
-
-〈
B
H
Z
品
広
の
O色町

円
四
戸
丹
門
担
〈
曲
目
目
白
持
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同
三
一
-
N
H
O
H
a
E
(
u
o
a
m
C
Z己・

0
・同
v
-
H由
U
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・
由
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(

ロ

)

同
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(
臼
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(
U
)
同
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〈お

)
F
4・

(
叩
山
)
同

σ山内凶・・司
-
S
の
表
参
照
。

(
U
V
第
二
条
八
第
七
四
条

(
a
)
V
に
よ
る
。
ニ
の
点
に
つ
き
、
上
村
政
彦

前
掲
論
文
、
九
頁
参
照
。

(
叩
四
)
第
二
条
八
第
七
四
条
(
b
)
V
に
よ
る
。

〈

m
m
)

の
・
円
四
比
一
『
白
ロ
n-
円
四
曲
目
同
宣
ゆ
ユ
巾
ロ
ロ

2

3占
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町
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z
g
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E
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0
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ω区
・
参
照
。

(
却
)
第
二
条
八
第
七
四
条

(
a
)
V
お
よ
び
八
第
七
四
条

(
j
)
V、
0
・
MM・

回申
ωN-AF・
3
及
び

HON-

こ
の
補
償
金
庫
へ
の
強
制
加
入
に
対
し
て
、

使
用
者
側
か
ら
二
種
類
の
反
対
意
見
が
表
現
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
こ
れ

ま
で
家
族
手
当
を
支
払
っ
て
き
た
大
企
業
か
ら
の
も
の
で
、
家
族
手
当
制

度
の
法
制
化
・
補
償
金
庫
へ
の
強
制
加
入
に
よ
る
使
用
者
の
イ
ユ
シ
ア
テ

ィ
プ
の
喪
失
に
対
す
る
危
倶
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
一
九
三
二

年
法
に
よ
っ
て
補
償
金
庫
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
中
小
企

業
の
使
用
者
逮
の
費
用
負
担
に
対
す
る
反
対
の
声
で
あ
る
。
国
・
出
血

R-

pu-門戸

O同y
n
z
-
-
M
Y
H∞。・

(
引

5
M
V・
0
ロ吋
mwロ
P

U
吋
O伊丹

ω
。
n
u
-
H
m
y
g‘
ロ
。
日
・
匂
-
H∞恥・

(m)
の
曲
師
由
・
の
v
-
n
z
-
M
J可
]
巳
ロ
-
H申
hwM・

o-
国
-
H由一
wN-AF叶白・

(お

)
U
A
W
Q
2
l
-
a
a
g
M由
Y

5
・
5
ω
N
芯
戸
山
巴
同
世
宮
崎
由
自
己
Z

2

酔

】
白
ロ
三
回
巴
同
静
岡
門
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AUM凶
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F
O
-
同Y
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ω
m
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こ
の
頃
の
出
産
率
は
五

0
年
間
に
一
万
人
あ
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た
り
一
一
一
五
人
か
ら
一
回
人
に
減
少
し
た
。
ま
た
一
九
三
五
年
以
降
四
四
年

ま
で
、
死
亡
者
数
が
出
生
者
数
を
上
回
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
の

上
村
政
彦
前
掲
論
文
、
一

O
頁
よ
り
引
用
。

(
お
)
ロ
・
司
・

5
ω
申

-AH・
ω
叫()・

(
m
m
)

同豆仏・・

ω吋
N
・
具
体
的
に
は
、
第
三
四
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
一
九
四

O
年
一
一
月
一
八
日
法
に
よ
る

0

0
・】
Y

H
玄
-0
・
AP
・
ω品
由
以

下
参
照
。

〈
お
)
一
九
四
一
年
二
月
一
五
日
法
に
よ
る
。

U
'
H
Y
H宮
戸
〉
-

E
∞
以
下

参
照
。

(
却
)
一
九
四
二
年
九
月
九
日
法
に
よ
る

0

0
・司・

5
ぉ
・
〉
・

5
h
p

以
下
参

照。こ
の
ほ
か
、
主
婦
手
当
に
代
る
単
一
賃
金
手
当
守
口

O
B位
。
ロ
島
町
胡
即
日
包
円
相

ロロ

E
z
m〉
を
設
け
た
一
九
四
一
年
三
月
二
九
日
の
法
律
等
が
あ
る
。

(
初
)
第
三
七
条
。

U
-
M
V
・
5
ω
坦

-AF
・
ω斗
ω

及
び
巴
吋
O
X
ω
o
n
F同
-
E
A
p
o
-

ロ。
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同

y
品
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吋
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主
-
弘
和
n
・明，白白
n
k
g
z
u
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凶
コ
コ
目
y
N
A
F
・
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照
。

(
氾
)
第
四
一
条
0
0・
可
-

H
自
由
-AF・
ω
U
0・

(
m
M
)

第
一
子
扶
養
手
当
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
捻
出
さ
れ
る
財
源
を
扶

養
児
童
二
人
以
上
の
家
庭
に
分
配
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
見
解
が

-
長
い
間
主
張
さ
れ
て
い
た
。
ロ
円
。
広

ω
o
aと
回
定
。
・
ロ
。

N
-
司
-

h
品・

(
お
)
同
玄
門
戸

(
山
叫
)
一
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支
給
総
額
の
変
更
は
左
図
の
よ
う
に
な
る
。

一

(

蛍
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川

明
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一
側
同

m

w
逝
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出
品
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H
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H
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H

O

M

O

ω
印一

ω

。

H

C

A

P

O

日
。
一
日
。

H
O

品。

白

日

一

吋

O

H

A

M

申。

∞
。
一
唱
。

H

O

H

O

C

(
徳
川
判
申

H
4
s
m仇
W
R
滋
J
『

N
V

挙
制
)

出
曲
問
。
吋
O
R
ω
o
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A
g
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N
-
H
Y

怠
1
8・

こ
の
よ
う
に
、
児
童
を
三
人
以
上
扶
養
す
る
家
庭
で
は
支
給
総
額
が
増
額

さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
扶
養
児
童
が
一
人
し
か
い
な
い
家
庭
に
対
す
る
支

給
総
額
も
主
婦
手
当
の
増
額
に
よ
り
変
化
は
な
か
っ
た
。

一
対
策

混
同
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第
二
章

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
保
障
制
度

の
設
計

フランス社会保障制度の構造とその特徴

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
新
た
な
政
治
的
社
会
的
秩
序
を
構
築

す
る
一
環
と
し
て
、
社
会
保
障
計
画
が
作
成
さ
れ
た
。
ピ
エ
l
ル
・
ラ
ロ
ッ
ク

の
立
案
し
た
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
社
会
保
障
制
度
の
生
成
過
程

の
分
析
を
通
し
て
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、

自
律
性
、
単
一
金
庫
、
一
般
化
の
原
則
を
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

自
律
性
の
原
則
と
は
、
社
会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
を
関
係
当
事
者
に
委
ね

る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
単
一
金
臨
時
の
原
則
は
、
制
度
運
営
の
組
織
に
関
す
る

原
則
で
あ
り
、
全
国
社
会
保
障
金
庫
を
頂
点
と
す
る
一
元
的
な
組
織
で
社
会
保

障
全
体
の
管
理
運
営
を
行
な
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
保
障
制

度
の
人
的
適
用
範
囲
を
す
べ
て
の
国
民
に
拡
大
す
る
と
い
う
の
が
、

原
則
で
あ
っ
た
。

一
般
化
の

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
三
原
則
に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
が
即
座
に
実
現
さ
れ

た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
一
般
化
の
原
則
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
実
現
に
む
け

て
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
意
図
に
反
し

て
J

受
給
対
象
者
の
属
す
る
職
業
分
野
等
に
応
じ
て
個
別
的
な
制
度
を
分
立
さ

せ
る
形
で
、
人
的
適
用
範
囲
の
拡
大
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
全
国
社
会
保

障
金
庫
は
、
一
九
六
七
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
全
国
金
庫
す
な
わ
ち
疾

病
保
険
、
老
令
保
険
お
よ
び
家
族
手
当
の
各
全
国
金
庫
に
分
割
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
こ
れ
は
、
疾
病
保
険
の
支
出
増
加
に
よ
る
社
会
保
障
制
度
全
体
の
財
政
問

題
を
解
決
す
る
た
め
、
全
国
金
庫
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
独
立

採
算
制
の
メ
カ
ニ
ス
ム
を
採
用
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
自

律
性
の
原
則
に
つ
い
て
も
、
一
九
六
七
年
改
革
に
よ
っ
て
、
金
庫
理
事
会
の
理

事
の
選
出
方
法
が
、
最
も
代
表
的
な
職
業
組
合
の
指
名
方
式
に
変
更
さ
れ
、
理

事
会
の
構
成
も
そ
れ
ま
で
の
労
働
者
代
表
の
優
位
か
ら
、
労
使
同
数
と
さ
れ
る

に
至
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
が
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
成
立
以
後
、
何
故
こ

の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
興
味
深
い
研
究
対
象

で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
①
日
フ
ロ
ッ
ク
プ

ラ
ン
が
、
い
か
な
る
構
想
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
議
4

論
を
経
て
、
一
九
四
五
年

一
O
月
四
臼
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
と
し
て
結
実
し
た
の
か
、
②
-
フ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン

は
、
い
か
な
る
特
徴
を
有
し
、
そ
の
三
原
則
の
基
本
的
枠
組
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。
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第
一
節

フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
基
本
原
理

第
一
款

ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
お
け
る
社
会
保
障
計
画
の
枠
組

第
二
次
世
界
大
戦
後
(
以
下
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
境
に
戦
前
・
戦
後
と
す
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フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
は
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
及
び
同
月
一

九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
出
発
点
と
し
て
、
新
た
な
歩
み
を
開
始
す
る
。
こ
れ

る)、
ら
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
原
案
と
な
っ
た
の
が
、
当
時
の
社
会
保
障
総
務
長
官
ピ

ェ
l
ル
・
ラ
ロ
ッ
ク
(
宮
市
『
円

O
T弓。門戸
c
m
)
の
名
を
冠
し
た
ラ
ロ
ッ
グ
プ
ラ

ン
と
呼
ば
れ
る
行
政
府
案
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
六
月
九
日
、
彼
は
労
働
大

臣
パ
ロ
デ
ィ

(
k
a白
ロ
島
話
回

MRoe)
に
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
特
別
委
員
会
の
招
集
を
求
か
乱
。
こ
の
特
別
委
員
会
に
提
出
さ
れ

た
の
が
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ソ
は
イ
ギ
リ
ス

の
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
(
回
0
4
叩
ユ
島
民
間
河
品
開
百
円
同
)
と
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
全
国
協
議
会

問
・
)
綱
領
と
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ロ
ッ
グ

(
。
。
ロ
白
巾
出
阿
南
白
巴
。
口
出
回
全
w
E
河町田即田

g
ロ
円
冊
目
。
・

2
・

の
社
会
保
障
の
定
義
は

C
N
R綱
領
の
社
会
保
障
計
画
と
類
似
し
て
い
る
。
ま

た
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
か
ら
は
一
般
性
(
な
ロ

bz-EV)
と

統

一

性

宕
巳
広
)
の
原
則
の
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は

第
二
節
で
述
べ
る
と
し
て
、
ま
ず
-
ブ
ロ
ッ
ク
の
社
会
保
障
計
画
を
概
観
し
ょ

v
h

ノ。ラ
ロ
ッ
ク
は
新
し
く
作
ら
れ
る
社
会
保
障
計
画
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
再
建
、
す

な
わ
ち
新
し
い
政
治
的
社
会
的
秩
序
を
構
築
す
る
た
め
の
全
体
的
な
努
力
の
枠

組
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
…

ω。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
解
放
(
ピ
・

σ
p
z
t
oロ
)
後
の
体
制
刷
新
の
気
風
に
溢
れ
、
政
治
に
関
す
る
ば
か
り
で
な
く

社
会
全
般
に
民
主
主
義
の
基
盤
を
整
備
し
よ
う
と
い
う
精
神
が
昂
揚
し
て
い

た
。
そ
の
一
方
で
、
ド
イ
ツ
占
領
時
代
の
苦
し
い
生
活
は
国
民
の
健
康
状
態
を

悪
化
さ
せ
、
商
工
業
生
産
の
低
下
及
び
貨
幣
価
値
の
継
続
的
な
下
落
は
国
民
生

活
を
圧
迫
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
職
業
生
活
か
ら
離
れ
た
老
令
者
の
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生
活
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
、
早
急
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
お
よ
び
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
保

障
に
対
す
る
閤
際
的
園
内
的
な
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は

戦
前
の
制
度
の
欠
陥
を
と
り
除
い
た
全
く
新
し
い
原
則
の
上
に
、
社
会
保
障
-
計

画
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
過
去
の
社
会
制
度

(
『
A
M
m
州
即
阿
国
司

m
o
n
s
-
)

の
欠
陥
は
労
働
者
の
抱
く
二
種
類
の
劣
等
感
(
の
む
自

同

v
g
H
O
門
出
口
松
江
O
吋
即
応
〉
に
由
来
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
ず
ひ
と

つ
は
、
「
労
働
者
達
が
巨
大
企
業
の
発
展
に
つ
れ
、
経
済
生
活
に
お
い
て
ま
す

ま
す
受
身
的
な
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
そ
の
結
果
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
恒

久
的
な
従
属
状
況
に
追
い
や
ら
れ
て
い
料
」
こ
と
に
起
因
す
る
劣
等
感
で
あ

る
。
第
二
は
、
自
分
達
の
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
者
す
べ
て
に
の

し
か
か
る
将
来
に
対
す
る
不
安

(
Z
B円
5za巾
品
目

-gagsE)
に
由
来

す
る
劣
等
感
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
社
会
秩
序
の
建
設
の
た
め
に

は
、
経
済
生
活
や
企
業
連
営
に
対
す
る
労
働
者
の
参
加
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
、

お
よ
び
社
会
保
障
を
実
現
す
る
こ
と
が
と
も
に
必
要
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
制
度
の
欠
陥
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
社



会
保
障
の
領
域
で
著
し
い
努
力
を
払
っ
た
国
家
の
ひ
と
つ
と
評
価
す
る
。
し
か

し
、
戦
前
に
制
定
さ
れ
た
諸
立
法
の
問
題
点
を
、
次
の
よ
う
に
摘
示
し
た
。
ま

ず
全
体
を
通
じ
て
、
各
立
法
が
狐
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
立
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
組
織
も
個
別
的
に
運
営
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
組
織
相
互
間
に
十
分
な
連

繋
・
調
整
が
存
在
し

b
は
。
こ
の
結
果
、
各
組
織
の
業
務
が
錯
綜
し
効
率
の
悪

い
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
。
次
に
、
社
会
保
険
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
が

金
庫
を
少
し
も
身
近
な
も
の
と
意
識
し
て
お
ら
ず
、
家
族
手
当
や
労
災
補
償
部

フランス社会保障制度の構造とその特徴

門
で
は
使
用
者
や
保
険
会
社
の
み
が
制
度
運
営
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
握
っ
て

い
る
と
指
摘
し
官
、
戦
後
の
社
会
保
障
組
織
の
管
理
運
営
は
、
被
保
険
者
は
じ

め
関
係
当
事
者
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
凶
。
ま
た
、
家
族
手
当

の
改
善
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
給
付
額
が
賃
金
の
変
動
に
対
応
し
な
い
ば
か
り

か
、
地
域
や
職
域
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
労
災
補
償

の
分
野
で
は
、
何
よ
り
も
労
災
の
予
防
・
被
害
者
の
再
雇
用
の
促
進
が
最
大
の

課
題
と
さ
れ
、
ま
た
社
会
保
険
立
法
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
強
調
さ

h~。

訴
訟
手
続
に
つ
い
て
も
、
彼
は
、
で
き
る
だ
け
短
期
間
か
つ
簡
便
な
手
続
に
よ

っ
て
当
事
者
の
満
足
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
簡
素
化
か
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
戦
前
の
諸
立
法
を
概
観
す
る
時
、
そ
の
人
的
適

用
範
囲
が
、
家
族
手
当
部
門
を
除
き
被
用
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
批
判
す

る。
こ
の
よ
う
な
新
し
く
作
ら
れ
る
社
会
保
障
計
画
の
位
置
づ
け
と
戦
前
の
諸
立

法
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
社
会
保
障
を
「
各
人
に
ど
の
よ
う
な
状

況
に
お
い
て
も
、
本
人
と
そ
の
家
族
の
生
計
を
立
て
る
に
十
分
な
収
入
の
享
受

を
保
障
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
各
人
」
と
は
、
「
働
く
こ

と
の
で
き
る
す
べ
て
の
人
、
自
ら
の
労
働
で
生
活
を
支
え
そ
の
労
働
で
し
か
生

活
で
き
な
い
す
べ
て
の
人
つ
ま
り
有
償
労
働
(
同
2
2芹
骨
忍

B
ロ
ロ
合
主

2
2〉

を
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
戦
後
の
社
会
保
障
制
度

は
そ
の
人
的
適
用
範
聞
を
被
用
者
に
限
定
せ
ず
、
自
営
業
者
や
使
用
者
等
を
も

含
め
た
有
償
労
働
を
し
て
い
る
人
す
べ
て
に
拡
大
す
る
こ
と
が
標
傍
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
「
生
計
を
立
て
る
に
十
分
な
収
入
の
享
受
を
保
障
す
る
」
と
は

換
言
す
れ
ば
「
自
己
の
労
働
生
産
物
で
生
活
し
て
い
る
人
す
べ
て
に
保
障
感
を

与
え
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
こ
れ
が
社
会
保
障
の
目
的
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
社
会
保
障
計
画
は
具
体
的
に
は
、
四
つ
の
保
障
を
実

現
す
る
た
め
の
三
つ
の
政
策
か
ら
な
っ
て
い
た
。

四
つ
の
保
障
と
は
、
一
雇
用
、
収
入
、
労
働
力
の
保
全
お
よ
び
就
業
活
動
中
断

期
間
の
保
障
を
い
う
。
雇
用
の
保
障
と
は
完
全
雇
用
の
実
現
を
め
ざ
し
、
職
業

指
導
・
職
業
教
育
・
験
業
紹
介
の
諸
措
置
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

被
用
者
に
限
定
さ
れ
ず
有
償
労
働
を
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
を
対
象
と
す
る
。

第
二
は
、
収
入
の
保
障
で
あ
る
。
経
済
的
考
慮
ば
か
り
で
な
く
社
会
的
な
考
慮
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を
も
加
味
し
て
、
提
供
さ
れ
た
労
働
の
価
値
及
び
個
人
の
ニ

i
ズ
に
応
じ
た
収

入
の
保
障
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
働
く
者
の
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家
族
全
員
が
生
活
す
る
に
十
分
な
収
入
を
確
保
し
な
け
れ
ば
、
有
効
な
社
会
保

(
m
u
v
 

障
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
労
働
力
を
維
持
し
な

け
れ
ば
労
働
が
で
き
な
い
以
土
、
社
会
保
障
は
労
働
力
保
全
の
観
点
か
ら
医
療

の
問
題
と
も
密
接
に
結
び
つ
く
。
こ
の
た
め
労
働
力
の
保
全
は
、
職
場
環
境
や

衛
生
対
策
の
取
組
を
は
じ
め
、
疾
病
、
労
災
及
び
職
業
病
の
予
防
、
そ
し
て
治

療
を
適
切
か
つ
十
分
に
行
な
う
こ
と
を
意
味
仁
川
出
。
最
後
に
、
就
業
活
動
中
断

期
間
の
保
障
は
バ
代
替
的
所
得
の
保
障
で
あ
る
。
完
全
雇
用
を
め
ざ
す
労
働
力

政
策
と
い
え
ど
も
、
当
面
失
業
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
に
成
功
せ
ず
、
ま
た
完

壁
な
医
療
政
策
も
疾
病
を
絶
滅
で
き
な
い
。
他
方
、
出
産
の
よ
う
な
労
働
の
中

断
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
保
障
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
に

せ
よ
代
替
的
所
得
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
の
中
断
に
基
づ
く
所
得

の
減
少
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
乱
問
。

こ
れ
ら
の
保
障
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な
政
策
を
必
要
と
す
る
が
、

ラ
ロ
ッ
ク
は
社
会
保
障
政
策
を
、
事
実
上
次
の
三
つ
の
政
策
で
実
現
し
よ
う
と

し
た
。
経
済
、
医
療
、
所
得
再
分
配
の
各
政
策
で
払
お
。
経
済
政
策
は
完
全
一
腹

用
の
実
現
を
め
ざ
す
。
医
療
政
策
は
ま
ず
疾
病
を
予
防
し
、
次
に
で
き
る
限
り

最
善
の
条
件
で
治
療
を
す
る
た
め
の
衛
生
設
備
や
医
療
組
織
を
整
備
す
る
政
策

で
あ
り
、
労
災
お
よ
び
職
業
病
の
予
防
に
取
り
組
む
政
策
を
も
含
ん
で
い
る
。

第
三
の
所
得
再
分
配
政
策
は
富
の
偏
在
を
修
正
し
、
各
人
に
そ
の
必
要
に
応
じ

た
所
得
を
獲
得
さ
せ
る
政
策
で
あ
る
o

ラ
ロ
Y
F
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の

保
障
を
実
現
す
る
た
め
の
ご
一
つ
の
政
策
の
結
合
が
社
会
保
障
政
策
と
な
り
、
戦

後
の
社
会
保
障
計
画
の
枠
組
は
、
こ
の
社
会
保
障
政
策
に
よ
っ
て
具
体
化
し
て
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い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
款

ラ
ロ
ッ
ク
.
フ
ラ
ン
の
三
原
則

前
款
で
述
べ
た
社
会
保
障
の
枠
組
に
加
え
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
計
闘
の

中
で
社
会
保
障
制
度
の
人
的
適
用
範
囲
、
組
織
形
態
、
管
理
運
蛍
お
よ
び
財
政

の
あ
り
方
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
三
つ
の
原
則
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
社
会
保
障
の
一
般
化
(
な
忠

Er丘
町
。
ロ
)
、
単
一
金
庫

(g-g四

戸

E
E
Z巾
)
、
自
律
性
(
田
口
円
。
ロ
。
B
U
)
の
原
則
で
あ
る
。

一
般
化
の
原
則
と
は
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
国

民
を
そ
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

前
款
で
み
た
ラ
口
ッ
グ
の
社
会
保
障
の
定
義
に
よ
る
と
、
社
会
保
障
制
度
の
利

益
を
享
受
す
る
の
は
有
償
労
働
を
な
す
人
々
に
限
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
保
障
制
度
の
人
的
適
用
範
囲
を
、
ま
ず
有
償
労
働
を

な
す
人
々
で
あ
る
職
人
や
商
人
、
お
よ
び
農
業
経
営
者
等
h

と
拡
大
し
て
ゆ

き
、
最
終
的
に
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
社
会
保
障
の
利
益
を
享
受
で
き
る
よ
う

に
す
る
、
と
い

5
の
が
彼
の
構
想
で
あ
っ
た
。

次
に
、
社
会
保
障
の
人
的
適
用
範
囲
を
全
国
民
に
拡
大
す
る
構
想
を
ど
の
よ

う
な
組
織
形
態
で
実
現
す
る
か
に
つ
き
、
単
一
金
庫
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
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た
。
戦
前
の
社
会
保
障
組
織
相
互
間
に
十
分
な
連
繋
・
調
整
機
能
が
欠
如
し
て

い
た
と
い
う
ラ
ロ
ッ
ク
の
指
摘
は
す
で
に
述
べ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
医
療
給
付

と
い
う
点
で
は
、
労
災
補
償
も
社
会
保
険
も
別
異
に
取
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と

主
張
し
、
財
政
方
式
に
関
し
て
は
こ
れ
ら
二
部
門
と
家
族
手
当
部
門
と
は
す
べ

円
相
四
)

て
賦
課
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
的
な
共
通

項
の
存
在
の
ほ
か
に
、
「
生
活
を
脅
か
す
不
安
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
分
解
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
首
尾
よ
く
そ
れ
ら
を
防
ご
う
と
す
る
な
ら
ば
全
体
的
な
枠

組
の
中
で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
刊
に
か
ら
、
「
・
:
:
す
べ
て
の
立
法
を

〈
初
)

カ
パ
ト
す
る
単
一
組
織
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
戦
前
の
よ
う
に
、
個
別
的
な
組
織
を
設
け
る
こ
と
を
せ

ず
、
社
会
保
障
制
度
全
体
を
統
轄
す
る
組
織
の
設
立
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
単
一
金
庫
の
原
則
で
あ
る
。

最
後
に
、
自
律
性
の
原
則
は
社
会
保
障
制
度
の
財
政
お
よ
び
具
体
的
な
管
理

運
営
の
あ
り
方
た
示
す
原
則
で
あ
る
。
ラ
ロ
ッ
グ
は
、
社
会
保
障
計
画
を
戦
後

の
新
し
い
社
会
秩
序
の
建
設
と
い
う
全
体
的
な
努
力
の
一
環
と
し
て
位
置
づ

け
、
こ
の
社
会
保
障
計
画
は
、
「
国
民
の
物
質
的
状
況
の
改
善
を
め
ざ
す
ば
か

り
で
な
く
、
国
民
が
自
分
達
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
明
確
な
責
任
を

担
う
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
此
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
戦

後
の
社
会
保
障
制
度
で
は
、
「
労
働
者
達
が
社
会
保
障
組
織
を
自
分
達
で
管
理

し
、
自
分
達
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
が
望
ま

れ
、
そ
の
た
め
に
は
「
金
庫
組
織
が
関
係
当
事
者
と
密
接
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
此
」
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
社
会
保
障
は
当
事
者
自
身
の
仕
事
で
あ

〈
出
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
社
会
保
障
の
財
源
は
国
家
予
算
に
頼
る
こ
と
な
く
、

関
係
当
事
者
の
負
担
す
る
保
険
料
が
唯
一
の
財
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
律
性
の
原
則
は
、
被
保
険
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係

当
事
者
に
よ
る
社
会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
へ
の
参
加
と
、
社
会
保
障
の
財
源

を
国
家
予
算
に
頼
る
こ
と
な
く
被
保
険
者
と
使
用
者
の
支
払
う
保
険
料
や
拠
出

金
の
み
で
構
成
す
る
と
い
う
当
事
者
拠
出
主
義
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
、
フ

ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
顕
著
な
特
徴
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
は
国
家
主
導
型
、
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
関
係
当
事
者
の
手
に
よ
っ
て
、
管
理
運
営
す
る
こ
と
が
企
図

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
原
則
を
敷
約
す
る
な
ら
ば
、
最
終
的
に
は
全
国
民
に
適
用
範
囲
を

拡
大
し
、
全
国
社
会
保
障
金
庫
を
頂
点
と
す
る
単
一
組
織
に
よ
っ
て
、
被
保
険

者
は
じ
め
関
係
当
事
者
の
負
担
す
る
保
険
料
を
唯
一
の
財
源
と
し
て
、
し
か
も
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関
係
当
事
者
自
ら
が
直
接
嗣
度
の
管
理
運
営
に
関
与
す
る
、
そ
の
よ
う
な
社
会

保
障
制
度
を
実
現
す
る
た
め
の
原
則
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

三
原
則
こ
そ
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
が
、
戦
後
の
新
し
い
社
会
秩
序
の
建
設
の
一
環
と

し
て
構
想
し
た
社
会
保
障
計
画
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
原
則
を
核
と
す
る
ラ
ロ
ッ
ク
の
社
会
保
障
計
画
は
、
行
政
府
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案
と
し
て
、
特
別
委
員
会
や
、
臨
時
諮
問
議
会
に
お
け
る
労
働
社
会
問
題
委
員

会
お
よ
び
総
会
で
の
審
議
・
修
正
を
経
て
、
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
に
結
実
し
て
ゆ
は
o

そ
し
て
、
こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
出
発
点
と
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
新
た
な
社
会
保
障
制
度
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し

て
、
ラ
ロ
ッ
ク
a
フ
ラ
ン
は
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
制
度
の
発
展
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
の
三
原
剣

を
忠
実
に
体
現
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
家
族
手
当
部
門
で
は
、
家
族
手
当

金
庫
が
管
理
運
営
の
震
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
一
金
庫
原
則
は
現
実
の
も

の
と
な
ら
な
か
っ
成
。
さ
ら
に
、
一
九
六
七
年
札
制
で
は
、
疾
病
保
険
・
老
令

保
険
・
家
族
手
当
の
各
部
門
に
全
国
金
庫
が
設
置
さ
れ
、
金
庫
理
事
会
は
、
労

使
同
数
の
理
事
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)

出
・
ゎ
・
の
曲
目
白
ロ
F
E
Z
S可
申
℃
O虫色
aロ
開
会
W
E
E
n
E
H
1
X
A
V
由。
n
u
z

同
門
担
ロ
明
包
括

EAF日
l
z
s
-
E
V
E
-丘
町
〉
コ
出
血
ロ
色
。
。
ロ
P
E
S
-
匂
-
N申・

(

2

)

4
『
・
国
・
∞
2
R
-
aぬ
P
F
n
gご
ロ
Z
2
5
m
g色同門戸
F
E
8吋
i
n
s
-

〉拘曲仲町
HOロ
阿
川
吋
叩
印
刷
・
呂
町
喧
(
円
四
刷
出
・

2
3‘
邦
訳
と
し
て
、
山
田
雄
三
監
訳

『
ベ
ヴ

7
p
ッ
ジ
報
告
社
会
保
険
お
よ
び
関
連
サ

l
ピ
λ

』
(
至
誠
堂
、

一
九
六
九
年
)
が
あ
る
。
以
下
、
切
目
〈
叩
ユ
仏
側
巾
河
仲
間
V03
と
略
一
万
す
る
。

〔

3
)

こ
の
綱
領
は
解
放
が
も
は
や
時
間
の
問
題
で
し
か
な
く
な
っ
た
時
点

で
、
対
独
抵
抗
運
動
に
参
加
し
て
い
た
人
々
に
よ
っ
て
戦
後
の
経
一
済
再
建

の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
一
九
四
四
年
三
月
一
五
日
に
採
択
さ
れ

た。

C
N
R
綱
領
に
つ
い
て
は
、
。
・

F
R
E
H
M
P
F
O由
開
HMMhE拘ロ
n
g

即日己品目円曲目白血

g
同
日
ロ
n
o
a
m
凶
器
∞
世

5
8・
〉
区
広
叩
F
H
U
g
-
稲
本

洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
戦
後
改
革

l
憲
法
制
定
関
民
議
会
期
の
国

有
化
問
題
を
中
心
と
し
て
」
『
戦
後
改
革
二
国
際
環
境
』
(
東
大
社
研
、

}
九
七
四
年
)
一
六
九
頁
以
下
。
戸
塚
秀
夫
・
徳
永
重
良
編
『
現
代
労
働

問
題
』
(
有
斐
閣
大
学
双
書
、
一
九
七
七
年
)
一
二
六
三
頁
以
下
。
中
木
康

夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
』
中
(
未
来
社
、
一
九
七
五
年
)
一
五
九
頁
以
下

等
の
論
文
参
照
。

(
4
)

】『・】・

0
回目
Mmw一『円。ロ同・

0
円
。
山
骨
肉
凶
巾
戸
田
国
品
wmHMMユ片品一曲。
n
u
-
9
司吋
hunz

。
田
口
。
N
-
H
m
w
m
W
0
・
H
Y
N
間叫・

(
5
)

】Y

F
白円。
a
z
p
p由
主

E口
開
『
白
岡
HAU白
g
p
w
帥

bnz江
芯
由
c
n
g
-
P

刷
州
市
ぐ
口
問
問
吋
白
ロ
明
白
即
出
向
島
匡
件
同
1mw司
出
口
・
同
〈
門
戸
-
H申
AH品
‘
ロ
。
ゲ
℃
・
由
・

(
6
)

当
時
の
政
治
・
経
済
等
の
諸
状
況
に
つ
い
て
、
同
・
し
『
・

0
Z匂
問
可
『
。
ロ
♂

OH】

-nx・・司
-

M
∞
∞
・
中
木
康
夫
、
前
掲
書
、
一
五
七
真
。

(
7
)

司
-
F白『
c
s
z
p
o匂
-
n伊丹品切・由・

(
8
)
同

σ広・

(
9
)

ロ}広
-
-
H
V

・ロ・

(
叩
)
同
広
島
・

(
U
)
H
E
S
-
-
凹

y
H
N
・

(ロ
)
Z
E
.

(

臼

)

同

σ広・

(
U
)

同豆門戸‘阿

y
Z・

(
お
)
同
広
島
・

ハ
日
印
)
阿
広
島
・
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(
口
〉
同
E
P
-
℃・同日・

(

刊

四

十

)

同

E
P
匂
-
H
0・

(
四
)
同

ES--
唱
・
ロ
・

(
m
J
V
H
V
・戸田円。円同区内
r
司円
o
g
g
n
u
-
吉
田
区

E
ロ
n
m
g
m
O門
戸
曲
目
的
宮
ロ
ユ
々
・

同口同叩同・ロ白昨日。回目
-
V胆
V
C
Z
司
河
虫
、
rwa宅-一『ロロ
n
H由品目
Y
H
Y
印
岳
山
w
・

(
幻
)
同
窓
門
戸
・
匂
・
間
町
叫
・

(
泣
)
同
窓
仏
・

〔
お
)
同
豆
島
・

(μ)
同

σPRF-
司
・
目
白
∞
・

(
お
〉
同
豆
島
・

(
泌
〉
こ
の
三
原
則
に
つ
い
て
、
工
藤
恒
夫
「
ピ
ェ

l
ル
・
ラ
ロ
ッ
ク
の
社
会

保
障
論
ー
そ
の
体
系
と
批
判

l
」
『
経
済
学
論
纂
(
中
央
大
学
)
』
一
五
巻

一
・
二
号
(
一
九
七
四
年
三
月
)
=
二
頁
以
下
。
工
藤
教
授
は
こ
の
論

文
の
中
で
、
社
会
保
障
の
組
織
化
・
制
度
化
に
あ
た
っ
て
と
る
べ
き
三
原

則
を
、
一
般
化
、
統
一
性
お
よ
び
社
会
的
民
主
主
義
の
原
則
と
さ
れ
て
い

る
。
教
授
は
、
統
一
性
の
原
則
を
、
「
社
会
保
障
的
綴
能
を
も
っ
す
べ
て

の
諸
制
度
を

w
単
一
の
組
織
u

に
統
合
す
る
た
め
の
原
則
で
あ
る
」
ご

三
六
頁
)
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
示
す
た
め
こ
れ
を
単

一
金
庫
の
原
則
と
し
た
。
ま
た
、
社
会
的
民
主
主
義
の
原
則
に
つ
い
て

は
、
「
ラ
ロ
ッ
ク
が
:
:
:
フ
ラ

γ
ス
の
社
会
保
障
制
度
の
組
織
化
原
則
と

し
て
と
く
に
重
視
す
る
第
三
の
も
の
は
、
:
:
:
管
理
制
度
を
当
事
者
も
し

く
は
受
益
者
自
身
の
代
表
に
ゆ
だ
ね
、
制
度
の
民
主
的
管
理
機
構
を
確
保

す
る
た
め
の
」
(
一
三
八
頁
)
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

原
則
と
は
別
に
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
の
制
度
的
特
徴
の
仰
と
し
て
社
会

保
障
の
費
用
の
調
達
方
式
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
社
会
保
障

制
度
の
管
理
運
営
に
対
す
る
関
係
当
事
者
の
参
加
と
、
国
庫
負
担
に
依
存

す
る
こ
と
な
く
自
ら
の
抽
抽
出
に
よ
っ
て
の
み
財
源
を
調
達
す
る
と
い
う
考

え
方
と
を
あ
わ
せ
て
、
自
律
性
の
原
則
と
し
た
。

(
幻
〉
同
ι
・
戸
田
吋
O
A
z
o
-
F
O
切
戸
曲
ロ
剛
司
白
ロ
明
白
仲
田
色
白
田
和
nロ
ユ
広
田
on-曲目
P
匂
-
H
U
・

(
叩
却

)
H
E
P
-
同
M

・
E
-

(
m
m
〉
同
庄
内
凶
・

(
ぬ
)
同

g
p
-
匂
・
ロ
・

(

川

品

)

同

g
a
-
-
H
M
-
H
N
ム
ω・

(
m
M
)
H
E
P
-
℃・

5
・

(
お
)
同
玄
色
・

(
叫
抽
)
同
区
内
戸
、
℃
・

5
・

(
お
)
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
出
・
の
即
日
白
ロ
グ

O
ゆ

-
n
F
w
-
y
N
4
以
下
参

照。

(
お
)
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ

y
ス
第
二
条
で
、
暫
定
的
に
家

族
手
当
金
庫
は
初
級
社
会
保
険
金
庫
と
併
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
四

九
年
二
月
二
一
日
の
法
律
に
よ
り
‘
こ
の
二
つ
の
金
庫
の
各
県
ご
と
の
併

存
が
確
定
し
た
。

(
幻
)
一
九
六
七
年
改
革
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
ロ
『
包
仲

ω
o
a巴
忌
雷
、

ロ
。
「
お
よ
び
上
村
政
彦
「
主
要
国
に
お
け
る
社
会
保
障
計
画
〈
4

)

7

ラ
ン
マ
ハ
に
お
け
る
一
九
六
七

i
入
年
社
会
保
障
改
革
の
構
想
と
問
題
点
」

『
国
際
社
会
保
障
研
究
』
五
号
(
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
一
九
七
一
年

八
月
)
参
照
。
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第
二
節

ラ
ロ
ッ
グ
プ
ラ

γ
の
実
現

第
一
一
款

特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
議
と
修
正

ラ
ロ
ッ
ク
は
審
議
の
対
象
と
な
る
彼
の
社
会
保
障
計
画
に
つ
い
て
、
究
極
的

に
は
社
会
保
障
制
度
の
統
一
を
め
ざ
す
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
対
象
と
な
る
領

域
の
広
範
さ
や
戦
後
の
経
済
力
の
落
ち
込
み
等
を
理
由
に
、
計
画
の
実
現
は
漸

進
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
て
い
た
?
す
な
わ
ち
、
「
今
日
可

能
に
し
て
必
要
な
も
の
、
そ
れ
は
こ
の
計
画
が
漸
進
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る

枠
組
を
組
織
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
社

会
保
障
計
画
の
実
現
に
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
国
民
の
協
調
と
支
持
と
が
要

求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
世
論
の
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
一
九
四

五
年
六
月
九
日
i

労
働
大
臣
パ
ロ
デ
ィ
に
特
別
委
員
会
の
招
集
を
要
求
し
、
数

日
後
一
一
一
一
一
名
で
構
成
さ
れ
る
特
別
委
員
会

(BEg-由
弘
吉
田
志
口
正
由
)
が
設

け
ら
か
以
。
ま
た
、
こ
の
特
別
委
員
会
と
は
別
に
、
労
働
大
臣
の
諮
問
機
関
で

(
円
。
ロ
帥
曲
目
戸
帥
口
問
】

hvzmc円
。
巾
目
白
回
出
口
吋
回
目
口
町
田

あ
る
中
央
社
会
保
険
審
議
会

gnu-2)
が
同
月
二
五
日
開
催
さ
れ
た
ο

社
会
保
険
給
付
、
特
に
長
期
疾
病
の
場
合
の
医
療
保
険
給
付
や
老
令
保
険
給
付

の
拡
大
・
改
善
に
関
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
一
方
、
特
別
委
員
会
で
は
社

会
保
障
計
画
全
般
に
わ
た
る
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
特
別
委
員
会
に
行
政

こ
の
中
央
社
会
保
険
審
議
会
で
は

府
案
と
し
て
審
議
に
付
さ
れ
た
の
が
ラ
ロ
ッ
グ
プ
ラ
ン
と
呼
ば
れ
る
社
会
保
障

計
画
で
あ
り
、
こ
の
委
員
会
で
の
審
議
・
修
正
を
受
け
た
も
の
が
、

一
九
四
五

年
一

O
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
結
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
の
委
員
会
で
議
論
さ
れ
た
主
な
内
容
は
、
自
律
性
の
原
則
で
も
一
般
化
の
原

則
に
つ
い
て
で
も
な
く
、
単
一
金
庫
原
則
と
金
庫
理
事
会
の
理
事
の
選
出
方
法
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と
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

単
一
金
庫
原
則
は
、
全
国
社
会
保
障
金
庫
を
頂
点
に
、
地
方
・
県
レ
ベ
ル
に

そ
れ
ぞ
れ
地
方
金
庫
と
初
級
金
庫
を
設
置
す
る
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た
。

こ
の
原
則
に
関
し
て
、
戦
前
に
多
数
存
在
し
た
金
庫
を
減
少
さ
ぜ
る
と
い
う
点

で
は
全
員
一
致
の
賛
成
を
み
た
も
の
の
、
個
別
的
広
は
家
族
手
当
金
庫
の
分
離

や
共
済
組
合
の
存
続
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
議
論
が
な
さ
れ
た
。

ま
ず
、
戦
前
に
存
在
し
た
家
族
金
庫
や
共
済
組
合
、
そ
し
て
保
健
衛
生
省
の

代
表
は
、
家
族
手
当
の
た
め
に
独
自
の
金
庫
、
を
設
け
る
よ
う
主
張
し
た
。
彼
ら

は
家
族
手
当
を
社
会
保
険
や
労
災
補
償
と
同
じ
組
織
で
管
理
す
る
こ
と
に
反
対

し
、
単
一
金
庫
制
度
に
よ
る
社
会
保
障
の
包
括
的
な
管
理
運
営
は
、
家
族
の
利

益
を
軽
視
し
社
会
保
障
の
片
隅
に
追
い
や
る
も
の
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
行
政
府
は
妥
協
し
、
暫
定
的
に
家
族
手
当
金
庫
の
設
霞
を
認
め
、
県
レ
ベ
ル

に
お
い
て
初
級
社
会
保
障
金
庫
と
家
族
手
当
金
庫
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
行
政
府
の
妥
協
は
反
対
勢
力
の
強
さ
に
も
よ
る
が
、
戦
略
的
な
理
由

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
府
側
は
家
族
手

当
金
庫
の
暫
定
的
承
認
と
ひ
き
か
え
に
、
労
災
部
門
を
も
ま
た
個
別
の
金
庫
に

よ
り
運
営
し
よ
う
之
い
ち
主
張
を
封
じ
込
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
賃
金
及



び
労
働
能
力
の
喪
失
が
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ
る
に
せ
よ

l
私
傷
病
に
よ
る
に

せ
よ
労
災
に
よ
る
に
せ
よ

1
労
働
者
に
と
っ
て
、
収
入
の
減
少
及
び
稼
得
能
力

の
低
下
と
い
う
同
一
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
行
政
府
は
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
労

災
補
償
を
家
族
手
当
同
様
、
別
個
の
組
織
で
管
浬
運
営
し
よ
う
と
い
う
保
険
会

社
の
代
表
ら
の
主
張
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
単
一
金
庫
制
度
の
実
現
に
関
し
て
、
特
別
委
員
会
で
議
論
の
対
象
と

な
っ
た
の
は
，
共
済
組
合
の
存
続
に
つ
い
て
で
あ
る
。
共
済
組
合
の
存
続
を
主

張
し
た
の
は
、
共
済
組
合
と

C
・
F
-
T
・
C

(。
。
ロ
忠
弘
常
兵
5
D
F・
s・

2
2
0
含
印
叫
，

E
S三
2
2
わ可
R
-
m
g
H
フ
ラ
ン
ス
キ
リ
ス
ト
教
労
働
者
同

フランス社会保障制度の構造とその特徴

盟
〉
の
代
表
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
単
一
金
庫
組
織
の
制
度
化
を
、
「
共
済
組
合

に
対
す
る
死
刑
判
決
」
で
あ
り
、
「
共
済
組
合
の
貴
重
な
経
験
と
利
害
を
越
え

た
サ
ー
ビ
ス
を
放
棄
す
る
も
の
」
と
批
判
し
た
。
こ
れ
ら
共
済
組
合
の
存
続
を

擁
護
す
る
人
々
は
、
社
会
保
障
組
織
の
併
立
と
社
会
保
障
に
お
け
る
自
由
の
概

念
と
は
相
関
関
係
に
あ
り
、
単
一
金
庫
制
度
と
共
済
組
合
を
併
存
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
被
保
険
者
が
社
会
保
障
組
織
を
選
択
す
る
自
由
す
な

〈

H
V

わ
ち
社
会
保
障
に
お
け
る
自
由
を
実
現
で
き
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
と
は
対
照

的
に
、

C
G
T
の
代
表
は
ラ
ロ
ッ
ク
0

フ
ラ
ン
の
考
え
方
を
擁
護
し
、
は
た
し
て

戦
前
の
制
度
に
お
い
て
、
被
保
険
者
に
実
質
的
な
金
庫
選
択
の
自
由
が
存
在
し

て
い
た
の
か
疑
問
で
あ
る
と
述

h
…
。
葦
夫
、
社
会
保
険
に
関
す
る
一
九
三

O

年
法
は
、
被
保
険
者
に
金
庫
選
択
の
自
由
を
」
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
保

険
者
の
半
数
以
上
が
そ
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
県
金
庫
に
加
入
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
三

O
年
法
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
金
庫
が
設
立
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
運
営
効
率
の
面
か
ら
も
各
金
庫
の
財
政
基
盤
の
面
か
ら
も
、
被
保

険
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
当
事
者
に
対
し
て
満
足
の
ゆ
く
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
労
災
補
償
に
お
け
る
保
険
会
社
や
共

済
組
合
の
併
存
状
態
は
、
一
種
の
過
当
な
企
業
間
競
争
を
助
長
し
た
結
果
、
宣

伝
の
た
め
に
余
分
な
経
費
が
支
出
さ
れ
た
り
、
支
払
能
力
を
度
外
視
し
た
顧
客

獲
得
運
動
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

C
G
T
お
よ
び
行
政
府
は
、
こ
の
よ

う
な
事
態
か
ら
生
じ
る
様
々
な
不
都
合
が
、
被
保
険
者
に
金
庫
選
択
の
自
由
を

保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し

d
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
堅
持
さ
れ
、
共
済
組
合
の
存
続
を
求
め
る
主

張
は
一
ア
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
を
修
正
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
社
会
保
障
組
織
併
立
の
承
認
と
社
会
保
障
に
お
け
る
自
由
と

は、

C
F
T
C代
表
の
主
張
の
よ
う
に
相
関
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
金

庫
選
択
の
自
由
の
確
保
が
社
会
保
障
組
織
の
運
営
効
率
や
関
係
当
事
者
に
も
た

ら
さ
れ
る
叶

l
ピ
ス
の
改
善
に
必
ず
し
も
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

立
場
で
あ
る
。

ま
た
単
一
A

笠
原
制
度
に
関
連
し
て
、
預
金
供
託
金
庫
の
代
表
は
、
廃
疾
お
よ

び
老
令
保
険
を
地
方
レ
ベ
ル
で
は
な
く
全
国
レ
ベ
ル
で
管
理
運
営
す
る
よ
う
提

案
し
問
。
す
な
わ
ち
、
計
画
で
は
廃
疾
お
よ
び
老
令
保
険
は
、
地
方
社
会
保
障
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金
庫
で
管
理
運
営
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
特
別
委
員
会
で
の
議
論
が
、
戦

前
の
制
度
枠
組
と
の
調
整
い
わ
ば
夙
得
権
擁
護
の
立
場
か
ら
の
突
き
上
げ
に
終

始
し
て
い
た
中
で
、
適
用
対
象
者
数
に
着
目
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
点
で
、
こ

の
提
案
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
を
修
正
す

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
金
庫
へ
の
加
入
及
び
金
庫
か
ら

の
給
付
方
法
に
関
し
、
ヲ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
で
は
、
被
保
険
者
の
労
働
の
場
所
を

管
轄
す
る
初
級
金
庫
が
、
加
入
及
び
給
付
の
各
業
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
意
見
の
対
立
が
生
じ
、
労
働
の
場
所
を
管
鰐
す
る
金
庫
へ

加
入
し
、
保
険
給
付
は
当
該
被
保
険
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
金
庫
が
行
な
う
と

す
る
修
正
案
が
認
め
ら
れ
問
。

第
三
に
、
金
臨
時
理
事
会
の
理
事
選
出
方
法
に
つ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
構
想

は
、
最
も
代
表
的
な
組
合
が
被
用
者
代
表
を
指
名
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
用
者
代
表
の
選
出
を
直
接
選
挙
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
提
案
者
は
、
「
直
接
選
挙
投
票
に
よ
る
選
出
こ
そ
が
、

労
働
者
を
社
会
保
障
金
庫
の
運
営
に
直
接
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
労
働
組

合
が
労
働
者
仲
間
と
の
接
触
を
欠
い
て
い
る
年
老
い
た
者
に
理
事
の
仕
事
を
委

ね
る
こ
と
を
避
け
る
最
善
の
方
法
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
ラ
ロ
ッ
ク
も
ま
た
、

直
接
選
挙
投
票
が
よ
り
民
主
的
な
方
法
で
あ
り
、
労
働
者
の
社
会
保
障
に
対
す

る
関
心
を
高
め
る
の
に
貢
献
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
彼
を
含
め
て

行
政
府
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
が
行
な
わ
れ
て
も
そ
の
投
票
率
は
低
い

も
の
で
あ
ろ
う
と
の
危
快
を
抱
い
て
い
た
。
結
局
、
特
別
委
員
会
は
、
最
も
代

表
的
な
組
合
に
よ
る
被
用
者
代
表
の
指
名
と
い
う
案
を
承
認
し
た
。
し
か
し
、

他
方
、
特
別
委
員
会
は
特
に
労
働
組
合
代
表
の
全
員
一
致
の
反
対
に
よ
っ
て
、

各
金
庫
理
事
会
に
公
権
力
の
代
表
た
る
政
府
委
員
会
。

B
g
z
g町
g
E
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m
o
Z
4
叩
『
ロ
四
日
開
口
同
)
を
加
え
る
と
い
う
プ
ラ
ン
を
修
正
さ
せ
た
。
ラ
ロ
ッ
ク

は
、
金
庫
理
事
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
政
府
委
員
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、

「
金
庫
理
事
会
に
認
め
ら
れ
る
決
定
権
の
拡
大
に
対
す
る
必
要
不
可
欠
な
代
償

で
あ
問
。
」
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
理
事
会
の
構
成
上
少
数
派
に
と
ど
ま
ら

ざ
る
を
え
な
い
使
用
者
代
表
も
、
理
事
会
の
機
能
そ
の
も
の
に
不
信
惑
を
有
し

て
い
た
の
で
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
立
場
に
賛
成
し
た
。
け
れ
ど
も
、
他
の
局
面
で
は

立
場
を
皇
内
に
し
て
い
た
各
労
働
組
合
の
代
表
も
こ
の
問
題
に
は
結
束
し
て
反
対

の
立
場
を
と
り
、
結
局
、
行
政
府
は
金
庫
理
事
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
政
府
委

員
を
加
え
る
こ
と
を
断
念
し
た
。
し
か
し
、
「
金
庫
理
事
会
の
権
限
の
増
大
に
伴

っ
て
、
金
庫
理
事
会
の
管
理
運
営
機
能
に
対
す
る
公
権
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

確
保

t
p観
点
か
ら
、
社
会
保
障
地
方
a

事
務
局
長

2
5
2
2円
尽
き

E

に
理
事
会
の
下
し
た
決
定
に
対
し
て
、
一
定
期

間
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
の
で
き
る
拒
否
権

2
5
x
r
z
g
宮
中

旬
冊
目
白
即
時
)
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ

L
問。

弘
司
】
曲
目
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第
二
款

ド臨

ご喜
ス間

長公警
立eに
お
け
る

九
四
五
年

O 
月
四
日
の
オ

以
上
の
よ
う
な
特
別
委
員
会
で
の
議
論
に
よ
り
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
は
、
家
族

手
当
金
庫
の
暫
定
的
な
分
離
と
社
会
保
障
事
務
局
長
に
拒
否
権
を
与
え
る
と
い

う
修
正
を
う
け
、
臨
時
諮
問
議
会
の
労
働
社
会
問
題
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
四
五
年
七
月
一
一
日
、
当
該
委
員
会
に
お
い
て
、
労
働
大
医
が

ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ソ
の
趣
旨
説
明
を
行
な
っ
た
。
問
委
員
会
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ

ン
を
好
意
的
な
態
度
を
も
っ
て
受
け
入
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
ま
ず
次
の
こ
と
を

非
難
し
た
。
そ
れ
は
、
特
別
委
員
会
が
、
単
一
金
庫
制
度
の
も
と
で
、
家
族
手

当
部
門
を
独
自
に
管
理
運
営
す
る
金
庫
の
設
置
を
、
暫
定
的
に
せ
よ
承
認
し
た

フランス社会保障制度の構造とその特徴

」
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
さ
し
あ
た
り
農
業
被
用
者
に
対
す
る
社
会
保
障
計
画

の
適
用
を
単
一
金
庫
制
度
の
枠
外
で
実
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
将
来

に
お
い
て
は
、
商
工
業
被
用
者
等
の
た
め
の
制
度
と
の
統
一
を
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
勧
告
い
出
。
労
働
社
会
問
題
委
員
会
は
、
こ
の
二
点
を
除
き
日
フ

ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
賛
成
す
る
旨
の
報
告
書
を
、
同
年
七
月
三
一
日
臨
時
諮
問
議

会
総
会
に
上
程
し
た
。

総
会
で
議
論
さ
れ
た
内
容
は
概
ね
特
別
委
員
会
で
の
議
論
と
重
複
し
、
金
庫

の
併
存
、
家
族
手
当
金
庫
の
分
離
お
よ
び
金
庫
理
事
会
の
復
事
の
選
出
方
法
に

関
す
る
修
正
案
が
出
さ
れ
た
。

単
一
金
庫
制
度
に
反
対
し
金
庫
の
併
存
体
制
の
維
持
を
強
力
に
主
張
し
た
の

は
C
F
T
C
で
あ
っ
た
。

C
F
T
C
の
議
員
達
は
、
社
会
保
障
を
単
一
金
庫
制

度
の
も
と
で
管
理
運
営
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
戦
前
の
よ
う
に
金
庫
の
自
由
な

設
立
の
承
認
を
求
め
た
。
彼
ら
は
、
単
一
金
庫
制
度
に
お
け
る
各
金
庫
理
事
会

の
構
成
上
、
被
用
者
代
表
が
優
位
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
の
管

理
運
営
組
織
た
る
金
庫
が
労
働
組
合
の
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
影
響
を
受
け

る
こ
と
、
そ
し
て
特
に
、
そ
の
影
響
が
単
一
金
庫
制
度
の
実
現
に
よ
っ
て
、
莫

大
な
金
額
の
集
約
さ
れ
る
社
会
保
障
財
源
に
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
を
危
俣
し
て
い

〈
問
。
し
か
し
、
金
庫
の
併
存
体
制
を
求
め
る

C
F
T
C
の
修
正
案
は
否
決
さ
れ

(日。
こ
の
よ
う
な
C
F
T
C
の
態
度
は
、
家
族
手
当
金
庫
の
分
離
独
立
の
主
張
に

も
一
貫
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

M
R
P
(宮
O
Z
4
m
g
g同

列
島
ぜ
ロ

z
-
g
g
H
M
8
C
E
R
H
フ
ラ
ン
ス
人
民
共
和
派
)
も
そ
の
分
離
独
立
を

主
張
し
た
。
そ
れ
は
特
別
委
員
会
で
の
議
論
に
お
け
る
分
離
独
立
論
と
同
旨
で

あ
っ
た
o
M
R
P
は
、
労
働
社
会
問
題
委
員
会
の
報
告
書
に
規
定
さ
れ
た
「
家

族
手
当
の
管
理
運
営
に
対
応
す
る
固
有
の
暫
定
的
な
組
総
」
と
し
て
の
家
族
手

当
金
庫
の
位
置
づ
け
を
、
恒
久
的
な
組
織
と
す
る
よ
う
修
正
案
を
提
出
仏
間
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
修
正
案
は
社
会
党
や
共
産
党
等
の
賛
成
を
え
ら
れ
ず
、
一
三

一
対
六
四
で
否
決
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
単
一
金
庫
制
度
の
基
本
的
な
枠
組
が
承
認
さ
れ
、
例
外
と
し
て

暫
定
的
に
家
族
手
当
金
庫
が
初
級
金
庫
と
併
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

北法35(3-4・175)493
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枠
組
を
変
更
で
き
な
か
っ
た
C
F
T
Cや
M
R
P
の
議
員
達
は
、
攻
撃
の
矛
先

を
金
庫
理
事
会
の
理
事
選
出
方
法
に
向
け
、
比
例
代
表
制
連
記
投
票
に
よ
る
選

出
方
法
を
内
容
と
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
案
も
否
決

さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
最
終
的
に
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
そ
の
も
の
を
採
決
す
る
こ
と
に
な

り
、
賛
成
一
九

O
反
対
一
棄
権
八
四
で
社
会
保
障
の
組
織
に
関
す
る
一
九
四

五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
可
決
成
立
い
問
。
棄
権
八
四
票
は
、

M

R
P
や

C
F
T
C所
属
の
議
員
の
大
部
分
及
び
数
名
の
急
進
社
会
党
員
の
票
で

あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
金
庫
の
併
存
体
制
と
家
族
手
当
金
庫
の
恒
久
的
な
分
離
独

立
に
固
執
し
、
単
一
金
庫
制
度
に
あ
く
ま
で
も
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
も
の

の
、
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
考
え
方
に
反
対
せ
ず
、

棄
権
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
臨
時
諮
問
議
会
の
j

ン
パ
ー
が
選
挙
に
よ
り

選
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
最
終
的
な
採
決

を
、
国
民
議
会
に
お
い
で
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
問
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
-
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
は
成
立
し
、
翌
四
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

え。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
ロ

y
p
の
社
会
保
障
計
画
は
、
ま
ず
社
会
保
障
の
組
織
に

関
す
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
成
立
に
よ
っ
て
、
実
現
の
緒
に
つ
い
た
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
こ
と
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
三
原
則
の
う
ち
、
単
一
金
庫
原
則

が
、
根
強
い
反
対
を
受
け
審
議
過
程
で
激
し
い
議
論
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
で
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あ
る
。
一
般
化
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
お
け
る
課
題
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
も
起
因
し
て
、
原
則
自
体
は
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
律
性
の
原
則
に
対

じ
で
は
、
以
下
の
二
点
を
除
い
て
、
明
確
な
反
対
意
見
は
表
明
さ
れ
な
か
っ

た
。
第
一
に
、
金
庫
理
事
会
の
理
事
の
構
成
上
、
使
用
者
代
表
が
理
事
会
の
公

正
な
運
営
を
期
待
で
き
な
い
と
危
倶
し
た
こ
と
、
第
二
に
、

C
F
T
C
等
単
一

金
庫
制
度
の
反
対
論
者
が
金
庫
理
事
会
に
対
す
る
労
働
組
合
の
影
響
力
の
拡
大

を
批
判
し
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
主
張
も
審
議
過
程

に
お
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
を
修
正
さ
せ
る
ほ
ど
の
多
数
意
見
と
は
な
り
え

な
か
ら
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
行
政
府
が
暫
定
的
に
せ
よ
家
族
手
当

金
庫
の
分
離
を
認
め
た
こ
と
は
、
単
一
金
庫
制
度
に
対
す
る
反
対
の
根
強
き
、

換
言
す
れ
ば
戦
前
の
立
法
が
承
認
し
て
き
た
金
庫
設
立
の
自
由
・
金
庫
選
択
の

自
由
に
対
す
る
擁
護
論
の
強
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

ラ
ロ
ヅ
ク
テ
ラ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
若
干
の
修
正
お
よ
び
反
対
を
受
け
た
け

れ
ど
も
、
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
社

会
保
障
制
度
の
枠
組
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
枠
組
と
は
、
ラ
ロ

ヅ
タ
プ
ラ
ン
に
お
け
る
自
律
性
、
単
一
金
庫
お
よ
び
一
般
化
の
三
原
則
で
あ

る
。
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
二
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
政
策
を
研
究

し
た
ガ
ラ
ン
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、
こ
れ
を
次
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が

《お
V

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、



①
単
一
金
庫
に
よ
る
行
政
的
・
財
政
的
管
理
の
統
一
と
給
付
の
統
一
。

②
稼
得
能
力
を
縮
減
さ
せ
る
か
消
滅
さ
せ
る
よ
う
な
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
す
ベ

て
の
働
く
者
及
び
そ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
て
い
る
人
々
に
少
な
く
と
も

最
低
限
の
生
活
を
保
障
れ
d
。

③
金
庫
の
管
理
運
営
に
対
す
る
被
保
険
者
の
幅
広
い
参
加
。

第
一
点
の
給
付
の
統
一
と
は
、
戦
前
の
よ
う
に
各
部
門
ご
と
に
当
該
部
門
の

給
付
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
単
一
金
庫
制
度
と
い
う
組
織
体
系
の

中
で
社
会
保
障
給
付
が
統
一
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
点

プランス社会保障制度の構造とその特徴

目
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
保
障
制
度
の
一
般
化
原
則
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
り
、
第
三
点
に
あ
げ
る
被
保
険
者
の
幅
広
い
参
加
に
、
当
事
者
拠
出
主
義
を

付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
律
性
の
原
則
の
考
え
方
は
一
一
層
明
瞭
に
な

る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
原
則
が
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
の
枠
組
と
な
っ
た
。

第
三
款

ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
の
概
要

一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
組
織

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
社
会
保
障
制
度
の
各
部
門
を
形

成
す
る
社
会
保
険
、
労
災
補
償
、
家
族
手
当
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う

な
立
法
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
ず
、
社
会
保
険
と
労
災
補
償
に
つ
い
て
は
、
同
年

一
O
月
一
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
定
め
ら
れ
、
家
族
手
当
に
関
し
て
は
、
翌

四
六
年
八
月
二
二
日
法
が
制
定
さ
れ
乱
。
こ
れ
ら
の
立
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、

ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
よ
る
社
会
保
障
計
画
が
具
体
化
さ
れ
た
。
本
款
で
は
、
ラ

ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
の
概
要
を
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
三
原

則
に
そ
く
し
て
紹
介
す
る
。

一
般
化
の
原
則
に
関
連
し
て
、

一
九
四
五
年
一

O
月
一
九
日
の
社
会
保
険
に

関
す
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
被
保
険
者
を
商
工
業
被
用
者
に
限
定
す
る
こ
と
な

く
広
く
有
償
労
働
に
従
事
す
る
人
々
と
定
め
て
い
問
。
し
か
し
、
自
営
業
者
等

の
保
険
料
を
ど
の
よ
う
に
算
定
し
、
い
か
な
る
方
法
で
徴
収
す
る
か
の
問
題
が

残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
一

O
月
一
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
も
つ
ば

ら
商
工
業
被
用
者
に
対
す
る
社
会
保
険
の
規
定
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
れ
ら
商

工
業
被
用
者
の
た
め
の
社
会
保
障
制
度
は
、
社
会
保
険
の
ほ
か
労
災
補
償
及
び

家
族
手
当
部
門
を
含
め
て
、
一
般
制
度
と
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
商
工
業
被
用

者
の
う
ち
国
鉄
職
員
、
鉱
山
労
働
者
、
船
員
、
公
務
員
等
は
そ
れ
ぞ
れ
戦
前
か

ら
独
自
の
制
度
を
有
し
て
お
り
、
戦
後
も
こ
れ
ら
の
制
度
は
存
続
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
制
度
は
特
別
制
度
と
呼
ば
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
四
五
年
当
時
の

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
、
自
営
業
者
等
の
人
々
は
、
家
族
手
当

部
門
を
除
い
叩
一
般
化
原
則
の
恩
恵
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
問
。

次
に
、
単
一
金
庫
原
則
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
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機
構
と
業
務
内
容
を
説
明
す
る
。

単
一
金
庫
制
度
を
下
級
組
織
か
ら
順
に
説
明
す
る
と
、
各
県
に
そ
れ
ぞ
れ
初

級
社
会
保
障
金
庫
と
家
族
手
当
金
庫
と
が
設
置
占
せ
れ
問
。
そ
し
て
、
全
国
を
一
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六
の
プ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
、
地
方
社
会
保
障
金
庫
が
置
か

れ
、
中
央
に
全
国
を
管
轄
す
る
全
国
社
会
保
障
金
庫
が
設
け
ら
れ
た
。

初
級
金
庫
は
被
保
険
者
の
加
入
登
録
及
び
保
険
料
の
徴
収
を
行
な
い
、
疾

病
、
出
産
、
死
亡
そ
し
て
一
時
的
な
労
働
不
能
を
惹
起
す
る
労
災
及
び
職
業
病

に
関
す
る
保
険
給
付
を
業
務
内
容
と
れ
出
。
家
族
手
当
金
庫
は
家
族
手
当
給
付

を
行
な
う
。
地
方
金
庫
は
、
老
令
、
廃
疾
お
よ
び
永
久
労
働
不
能
を
惹
起
す
る

労
災
及
び
職
業
病
に
関
す
る
保
険
給
付
の
ほ
か
、
労
災
及
び
職
業
病
の
予
防
活

動
を
業
務
と
れ
問
。
最
後
に
、
全
国
金
庫
は
、
下
級
金
庫
県
の
財
政
状
況
を
把
握

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
金
庫
の
保
険
給
付
の
支
払
能
力
を
確
保
す
る
た
め
の
社
会
保

障
財
源
の
調
整
を
行
な
う
ほ
か
、
保
健
衛
生
活
動
や
労
災
お
よ
び
職
業
病
の
予

防
活
動
の
た
め
の
基
金
管
理
を
業
務
と
す
乱
。

自
律
性
の
原
則
に
関
し
て
は
、
金
庫
理
事
会
の
構
成
と
社
会
保
障
財
源
が
問

題
と
な
ろ
う
。

金
庫
理
事
会
は
す
べ
て
の
金
庫
に
お
か
れ
る
が
、
理
事
の
構
成
は
初
級
金

庫
、
家
族
手
当
金
庫
、
地
方
金
庫
お
よ
び
全
国
金
庫
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
初

級
金
庫
と
家
族
手
当
金
庫
は
、
管
轄
す
る
県
に
よ
っ
て
理
事
の
総
数
が
異
な

る
。
そ
の
た
め
、
初
級
金
庫
の
浬
事
会
は
、
被
用
者
代
表
%
・
使
用
者
代
表
%

の
比
率
配
分
で
理
事
が
任
命
さ
れ
る
ほ
か
、
二
人
の
医
師
代
表
が
理
事
と
さ
れ

る
。
家
族
手
当
金
庫
の
理
事
会
は
、
家
族
法
典
の
制
定
以
来
、
自
営
業
者
等
も

家
族
手
当
給
付
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
理
事
会
に
お
け
る
被
用

者
・
自
営
業
者
・
使
用
者
各
代
表
の
構
成
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
%
・
%
・
%
で
あ

る
。
ま
た
、
地
方
金
庫
と
全
国
金
庫
の
理
事
の
数
は
法
定
さ
れ
て
い
た
が
、
金

庫
理
事
会
に
お
け
る
各
代
表
の
占
め
る
比
率
は
、
全
国
金
庫
を
除
き
被
用
者
代

表
が
優
位
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
管
理
運
営
に
対
す
る
関
係
当
事
者
の
参

加
と
い
う
原
則
が
、
受
給
者
た
る
被
用
者
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
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次
に
、
社
会
保
障
の
財
源
は
、
国
庫
に
依
存
し
な
い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ

い
て
、
被
用
者
及
び
使
用
者
の
保
険
料
や
拠
出
金
だ
け
で
賄
わ
れ
る
。
し
か

し
、
労
災
と
家
族
手
当
部
門
の
財
源
は
、
戦
前
の
制
度
同
様
、
使
用
者
だ
け
が

負
担
す
る
も
の
と
き
お

γ
そ
し
て
、
労
災
部
門
で
は
、
そ
の
予
防
に
重
点
を

置
く
た
め
業
種
や
企
業
ご
と
に
保
険
料
率
を
変
化
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
制
が
採
用

さ
れ
た
。
ま
た
、
社
会
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
「
あ
る
一
定

の
水
準
を
上
回
る
所
得
を
え
て
い
る
者
は
、
彼
ら
自
身
の
自
由
な
配
慮
に
よ
っ

て
任
意
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
保
険
料
の
算
定
基
礎
と

な
る
賃
金
額
に
上
限
を
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
高
額
所
得
者
を
排
除
す
る
と
い

う
意
味
で
は
な
い
。
一
定
額
以
上
の
所
得
を
え
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該

一
定
額
を
限
度
と
し
て
保
険
料
を
算
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
額

は
、
一
九
四
五
年
一

O
月
一
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
年
額
一
二
万

フ
ラ
ン
と
さ
れ
込
。
し
た
が
っ
て
、
各
種
の
現
金
給
付
に
お
け
る
所
得
比
例
制

は
、
こ
の
範
囲
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。



以
上
が
、
三
原
則
に
則
し
た
制
度
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
疾
病
保
険

と
老
令
保
険
制
度
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
疾
病
保
険
の
特
徴
は
、
償
還
制
(
円

g
H
σ
0
5
3
S
2
3

が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
償
還
制
と
は
、
診
療
報
酬
の
支
払
方
法
の
ひ
と

つ
で
、
被
保
険
者
が
医
者
に
か
か
っ
た
場
合
、
被
保
険
者
は
ま
ず
当
該
医
師
に

対
し
て
、
協
約
で
定
め
ら
れ
た
報
酬
額
の
全
額
を
支
払
う
。
そ
し
て
、
後
日
、

当
該
被
保
険
者
の
加
入
す
る
初
級
金
庫
が
報
酬
額
の
何
割
か
の
金
額
を
被
保
険

者
に
返
済
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
一
O
月
一
九
日
の
オ

ル
ド
ナ
ソ
ス
で
は
、
八
割
と
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
前
提
と
な
る
診
療
報

プランス社会保障制度の構造とその特徴

酬
額
は
、
医
師
と
地
方
金
庫
と
の
協
約
に
よ
り
、
各
県
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
こ

と
と
さ
れ
己
。

次
に
、
老
令
保
険
の
基
本
的
モ
デ
ル
は
、
保
険
料
支
払
期
間
一
二
O
年
・
受
給

開
始
年
令
六
五
才
を
要
件
と
す
る
も
の
で
、
年
金
の
受
給
額
は
受
給
開
始
前
一

0
年
間
の
平
均
賃
金
の
四
O
%
と
さ
れ
問
。
但
し
、
六
O
才
か
ら
受
給
を
開
始

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
受
給
額
は
平
均
賃
金
の
二
O
%
と
さ
れ
た
o

こ

の
比
率
は
、
受
給
を
開
始
す
る
年
令
を
一
年
延
長
す
る
ご
と
に
四
%
加
算
さ

れ
、
最
終
的
に
六
五
才
で
四
O
%
と
い
う
比
率
と
払
組
。
尚
、
物
価
上
昇
等
を

考
慮
し
て
、
ス
ラ
イ
ド
制
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

(
1
)

国
・
の
色
白
ロ
F
O
H
U
・
己
了
匂
-

M

∞・

(
2
)

特
別
委
員
会
の
構
成
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
F
代

表
一
名
、
臨
時
諮
問
議
会
議
員
二
名
、
臨
時
政
府
大
臣
一
O
名
、
労
働
者

代
表
四
名

(
C
G
T
代
表
三
名
、

C
F
T
C
代
表
一
名
)
、
使
用
者
代
表

四
名
、
社
会
保
険
組
織
代
表
四
名
、
家
族
手
当
補
償
金
庫
代
表
二
名
、
労

災
専
門
家
三
名
、
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ

l

ヌ
地
方
の
社
会
保
険
組
織
代
表
二

名
の
計
三
二
名
。
出
・
の
色
白
ロ
同
噂

O
H
y
n
F
f
℃・

ωω
・

(
3
)

こ
の
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
特
別
委
員
会
の
委
員
を
兼
務
し

て
い
た
。
国
・
の
色
白
ロ
F

O
匂・

n
-
f
H】・
AH
∞・

(
4
)

こ
こ
で
の
議
論
が
社
会
保
険
制
度
に
関
す
る
一
九
四
五
年
一
O
月
一
九

日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
反
映
さ
れ
た
。

(
5
)

出
・
の
包
同
ロ
ゲ

O
匂

-
a
f
匂・

ωH
・

(
6
〉
。
邑
・
ロ
。

giNNE-
曲ユ

-
N
2
5・
前
節
注
(
お
)
参
照
。

(
7
)

産
児
制
限
を
禁
止
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
界
の
支
援
が
あ
っ
た
。

(
8
)

労
災
分
離
論
は
、
使
用
者
団
体
、
共
済
組
合
お
よ
び
保
険
会
社
の
代
表

が
主
張
し
た
。

(
9
)

パ
ザ
地
方
連
合
及
び
協
定
一
般
委
員
会

(
C口
問
。
ロ
芯
告
。
ロ
曲
目
。
品
。

MVmw
門
戸
田
町
片
品
ロ
ハ
U

。
日
常
品
開
宮
A
V
E
-

向
日
吋
ロ
丹
市
ロ
同
町
)
理
事
の
ヘ
ラ
l
氏
と

家
族
手
当
金
庫
全
国
組
合
の
会
長
で
あ
る
テ
ヮ
シ
ィ
エ
氏
の
主
張
。
国
・

の回目白ロ
F

。匂
-
n
x
s
匂・

ωω
・

(
印
)
同
豆
島
・

(
U
)

同区仏・

(

臼

)

同

E
p
w
u
-
U品・

(臼
)
H
E
S
-
-
円

YAHω

・
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(
H
H
)
H
E
P
-
H
U・
ωm-

〈
日
)
使
用
者
代
表
及
び
労
災
保
険
の
専
門
家
は
金
庫
へ
の
加
入
を
労
働
の
場

所
を
管
轄
す
る
金
庫
に
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

C
G
T

代
表
は
、
労
働
者
の
住
所
を
管
樹
脂
す
る
金
庫
へ
の
加
入
を
主
張
し
た
。
国
・

の
色
白
ロ
ゲ
。
司
・
円
伊
丹
・
・
H
M

・
ω
由・

(
日
山
)
。
吋
色
・
ロ
》
A
F

印i
N
N
印
。
・
白
ス
-

A

F

と
し
て
、
こ
の
修
正
案
が
成
文
化
さ
れ

た。

(
口
)
「
最
も
代
表
的
な
組
合
」
は
一
九
一
一
一
六
年
六
月
ニ
四
日
法
に
規
定
さ
れ

て
い
た
。

(日

)
C
F
T
C代
表
プ
リ
ジ
ヤ
ン
氏
の
提
案
。
出
・

0
色
白
ロ
グ
。
℃

-a了
間
y

ω申・

(
印
)
。
『
仏
・
ロ
。

h
a
h
-
N
N
問
。
・
同
三
・
日
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
規
定
は
翌
一
九
四
六
年
一

O
月
三

O
日
法
に
よ
り
、
直
接
選
挙
方
式

に
変
更
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
第
二
次
立
盛
思
議
会
で
直
接
選
挙
方
式
を
主
張

し
た

M
R
P
が
第
一
党
に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

(
初
)
出
・
の
弘
田
ロ
ダ

OMU
・
n
伊丹・・℃・
N
由.

(
幻
)
同
広
島
3

M

M

・
ぉ
・

(
沼
)
地
方
事
務
局
長
は
、
金
庫
理
事
会
の
決
定
が
法
律
に
反
す
る
も
の
か
金

庫
財
政
の
均
衡
を
失
ず
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
金
庫
理
事
会

の
決
定
が
な
さ
れ
た
翌
日
か
ら
八
日
間
か
閣
議
の
決
定
が
あ
る
ま
で
(
最

高
一
ヶ
月
間
て
そ
の
決
定
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
『
色
・

ロ
。
鳥
山
l
N
N
問。・同吋同・
N
日
・
国
「
串
・

〈
お
)
ヲ
ロ
ッ
タ
プ
ラ
ン
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
工
藤

恒
夫
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障

l
四
五
年
法
成
立
の
過
程
と
そ
の
意
義

ー
」
『
労
働
・
農
民
運
動
』
(
一
九
六
入
年
一

O
月
号
、
新
日
本
出
版
社
)

-
O
四
頁
以
下
。

(
U
A
)

出
・
の
色
白
ロ
デ
。
唱
・
門
戸
了
間
M
-
m
N
・

(お

)
H
E
P
-
u
-
m串・

(
m
m
)
H
E
P
-
匂・印由・

(

幻

)

同

σ広・

(
お
)
同
区
仏
・

(
M
m
)

同広島・

(ぬ

)
H
E
P
-
℃

-m-『・

(
担
)
唯
一
の
反
対
粟
を
投
じ
た
の
は
、
自
由
共
和
党
(
句
-
m
-
F
U
員
ド
ウ

ネ

(
H
-
u
mロ
曲
目
的
)
氏
で
あ
る
。

(
詑
)
。
吋
色
・
ロ
。
品
目
i
N
N
m
(
}

向
山
口
品
。

2
・戸市
Y

S

U

O
『
gロ昨
D
H
1
M

何
回
包
白
血
巴
O
ロ

円
目
巾
戸
田
田
p
n
g吋宮い静岡。口目白戸巾・

(
お
)
出
・
の
色
白
ロ
F

O
℃
-
n
F
了
間
Y

問、吋・

(
弘
)
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
の
批
判
を
表
明
し
た
の
は
、

C
F
T
C
の
リ

l

ダ
ー
で
あ
る
テ
ゥ
シ
ィ
エ
氏
、
医
師
会
お
よ
び
共
済
組
合
の
代
表
逮
で
あ

る
。
国
・
の
即
日
白
ロ
F
C
M】

-a了
間
y

印∞!印
mw

・

(
お
)
。
『
《
戸
口
。
品
目
f
N
N
印
(
}
・
目
立
・
∞
吋
・

(
お
}
出
・

0
回同凶
U
F
O
M
M
-
n
w
f
H
U
・由
0
・

(
許
〉
こ
こ
で
い
う
最
低
限
の
生
活
の
保
障
は
、
ベ
ヴ
ア
リ
ッ
ジ
報
告
に
お
け

る
最
低
生
活
費
の
均
一
給
付
と
同
義
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
保
険

給
付
は
所
得
に
比
例
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
保
険
料
支
払
額
に
比
例

し
た
給
付
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
ガ
ラ
ン
の
述
べ
る
最
低
限
の
生
活

の
保
障
と
は
、
保
険
給
付
額
の
最
下
位
に
属
す
る
人
々
に
対
し
て
そ
の
保
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険
給
付
に
よ
っ
て
、
生
活
す
る
の
に
最
低
限
の
水
準
を
保
障
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

(
叩
品
)
。
円
色
・
ロ
。

hF印
iNAPE叶【同区

5
0
2・
5hp日
出
岡
山
百
件

-
m
E
M州
即
日
開
会
話

曲
師
田
広
岡
田
ロ
ロ
叩
師
国
cnF白
戸
四
回
目
匂
匂
Z
口同

σ戸
内
山
同
信
何
回
師
団
ロ
円
仇
町
田
仏
四
回
目
M

司。同叩曲目

団W
C
ロ
回
ロ
O
ロ
担
問
吋
-norw由・

(
鈎
〉
。

E
-
ロ。

8
i
N
S
ω
E
z
o
a
-
H
u
s
s
o
a
P
5
2
8ロ
庄
内
田
三

四
回
広
岡
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し
か
し
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こ
の
オ
ル
ド
ナ

γ
ス
は
、
一
九
四
六
年
一

O
月
三

O
R
法
の

制
定
に
よ
り
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

F
S
ロ。

AFmwtN怠
白
田
口
吋

Z
宮・

2
6ロ・

片岡
O
口
四
円
-
同
『
mw
沼
田
吋
白
色
。
ロ
島
町
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血
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町
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仲
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『
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胆
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骨
品
開
帥
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目
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色
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2
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(
川
制
)
同

L
S
ロ
。
怠

J
H
g日
仏

E
N
N
W
O
E
S酔
即
時

C
Sロ仲

-m
芯
岡
山

B
m
島町田

回
以
司

g
g
t
o
S
F
E
E
S
-
2・

〈川出

V

O
円
己
・
口
。
科
目

iNAF日
仏
・
恒
三
-
M
-

(
位
)
家
族
手
当
に
関
し
て
は
、
家
族
法
典
制
定
以
来
、
自
営
業
者
等
商
工
業

被
用
者
以
外
に
も
、
給
付
が
な
さ
れ
て
い
た
。

(
円
相
)
そ
の
後
、
社
会
保
障
の
一
般
化
に
関
す
る
一
九
四
六
年
五
月
二
二
日
の

法
律
が
刷
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
規
定
さ
れ
た
基
本
的
政
策
は
、
数
多

く
の
立
法
に
実
現
さ
れ
て
い
く
が
、
な
か
に
は
そ
の
政
策
に
反
す
る
立
法

も
現
わ
れ
、
一
般
化
の
原
則
は
容
易
に
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

(
川
相
)
。
円
仏
・
ロ
。
品
川
山

1NN問
。
・
同
『
門
・
吋
四
件
曲
三

ω・口〉・

(必

)
H
E
P
同
三

-H0・
国
】
品
。
・

(
必
)
同
区

P
白円円・

μ
・

(
灯
)
同
広
島
・
・
国
立
・

NH.

(
川
崎
)
同

σ広
・
・
恒
三

-M0・

(
川
叩
)
同
区

aJ
田
三
・
区

(
ω
)
H
σ
5
4
同
三
・
印
・

(
日
)
同

σFa--mw門
付

-NN・

(臼

)
Z
E
-
-
同
三
・
ロ

2

5
・
地
方
金
庫
の
理
事
の
総
数
は
ニ
ム
ハ
名
で
、
被
用

者
代
表
(
初
級
金
庫
被
用
者
代
表
理
事
か
ら
任
命
さ
れ
る
)
一
四
名
、
使

用
者
及
び
家
族
連
盟
代
表
八
名
、
金
庫
職
員
代
表
二
名
、
医
師
代
表
二
名

と
い
う
構
成
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
金
庫
の
理
事
総
数
は
三
五
名
で
、
そ

の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
F
部
長
評
定
官
或
い
は

評
定
官
一
名
、
労
働
・
社
会
保
障
省
代
表
及
び
公
衆
衛
生
省
代
表
各
二

名
、
国
民
経
済
省
及
び
大
蔵
省
代
表
各
一
名
、
預
金
供
託
金
庫
代
表
一

名
、
社
会
保
障
中
央
審
議
会
代
表
三
名
(
内
二
名
は
被
用
者
代
表
)
、
家

族
手
当
中
央
審
議
会
代
表
二
名
〈
内
一
名
は
被
用
者
代
表
〉
、
地
方
金
庫

選
出
の
代
表
一
五
名
(
被
用
者
代
表
理
事
一

O
名
、
使
用
者
代
表
理
事
五

名
)
、
家
族
手
当
金
庫
選
出
の
代
表
六
名
(
被
用
者
代
表
三
名
、
自
営
業

者
代
表
一
名
、
使
用
者
代
表
二
名
)
。

(
臼
)
。
邑
・
口
。

A
5
1
M
M
m
c
・
陪
ユ
・

2
2
ω
印・

(
弘
)
同

E
P・
21同・

ω印
・
お
よ
び
戸
色
ロ
。

Apm・-
M
品
N申
・
由
三

-Huwm仲回目・

(
日
)
同
ν
・
戸
田
岡

1
0
a
c
p
o℃
-
n伊
丹
・
・
(
問
、
叩
匂
【
胆
ロ
・
・
・
)
U
-
H
白・

(
回
)
。
円
門
戸
口
。
品
切

lNNm0・釦
2
・
臼
・

(
幻
)
。
円
仏
・
ロ
。
科
目

iNNE-
間
三

'NAP-

(
臼
)
阿
立
。
・
・
白

2
・
H0・
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(
印
)
(ω) 
H-u片
品
・
・
同
門
一
円

-
a
h
H
-

Hσ
日
仏
・
・
印
可
仲
・
由

ω・

第
三
節

ラ
ロ
ッ
ク
。
フ
ラ
ン
に
お
け
る
三
原
則
の
検
討

本
節
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
特
徴
を
解
明
す
る
た

め
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
三
原
則
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
第
一
款
に

お
い
て
、
三
原
則
の
基
本
的
枠
組
を
主
に
社
会
的
民
主
主
義
と
の
関
連
か
ら
考

察
す
る
o

次
い
で
第
二
款
に
お
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
影
響
を
与
え
た
と

い
わ
れ
る
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
と
の
比
較
を
通
じ
て
一
一
一
原
則
の
特
徴
を
明
ら
か

に
し
た
い
。第

一
款

ラ
ロ
ッ
ク
。
プ
ラ
ン
に
お
け
る
三
原
則
の
基
本
的
枠
組

ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
お
け
る
三
原
則
の
基
本
的
枠
組
を
検
討
す
る
う
え
で
重

要
な
示
唆
を
与
え
る
の
は
、

ラ
ロ
ヅ
グ
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
計

画
作
成
の
方
針
と
し
て
、
「
社
会
保
障
計
画
は
、
社
会
的
民
主
主
義
(
忌
目
。
.

n
g
t刊

Eng-m)
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
効
率
よ
い
制
度
を
実
現
す
る
と

い
う
関
心
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
社
会
的
民
主
主
義

な
る
概
念
は
、
解
放
後
樹
立
さ
れ
た
ド
・
ゴ
l
ル
臨
時
政
府
、
お
よ
び
そ
れ
に

続
く
三
党
連
合
内
閣
に
お
い
て
、
主
流
派
を
形
成
し
て
い
た
左
翼
勢
力
の
考
え

方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
左
翼
勢
力
の
人
々
は
、
「
今
日
(
解

放
当
時
、
筆
者
注
)
に
お
い
て
も
、
行
政
の
公
権
力
的
実
体
に
さ
ほ
ど
大
き
な

変
化
は
な
く
、
そ
の
実
体
の
民
主
化
は
、
国
民
が
ま
す
ま
す
積
極
的
に
公
権
力

的
行
政
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
社
会
的
民
主
主
義
と
い
う
概
念
は
、
行
政
決
定
の
成

立
手
続
へ
の
参
加
と
い
う
政
治
的
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
補
正
と
と
も
に
、
経
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済
的
諸
権
力
を
民
主
化
す
る
と
い
う
政
治
的
民
主
主
義
の
拡
張
を
め
ざ
す
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
社
会
的
民
主
主
義
の
具
体
化
を
、

法
制
度
と
経
済
体
制
と
の
側
面
に
区
別
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
前
者
に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
利
益
代
表
的
諮
問
行
政
の
法
制
度
の
整
備
が
あ
げ
ら
れ
、
後
者

に
つ
い
て
は
経
済
指
導
主
義

(EmgHB
の
帰
結
と
し
て
の
国
札
似
お
よ

び
計
一
品
川
ν
の
路
線
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
、

社
会
的
民
主
主
義
を
実
体
あ
る
も
の
と
し
て
実
現
す
べ
く
、
一
方
で
利
益
代
表

的
諮
問
行
政
の
法
制
度
が
整
備
さ
れ
、
他
方
で
経
済
指
事
主
義
に
基
づ
く
国
有

化
や
計
画
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
時
期
に
、
そ
の
一
環
と
し
て
立
案
作
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
社
会
的
民
主
主
義
と
い
う
概
念
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に

お
け
る
三
原
則
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
自

律
性
の
原
則
お
よ
び
一
般
化
の
原
則
と
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
か
。
ま
ず
、

自
律
性
の
原
則
か
ら
考
察
す
る
。

社
会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
に
対
す
る
関
係
当
事
者
の
参
加
と
、
国
家
予
算



に
頼
ら
な
い
当
事
者
自
ら
の
負
担
に
よ
る
財
源
確
保
と
が
、
自
律
性
原
則
の
具

体
的
内
容
で
あ
っ
た
。

ラ
ロ
ッ
ク
は
、
「
社
会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
の
た
め
に
被
用
者
等
の
代
表

を
選
出
す
る
の
は
、
:
:
:
こ
れ
ら
関
係
当
事
者
の
立
場
に
よ
り
近
い
専
門
家
す

な
わ
ち
代
表
達
を
し
て
、
個
人
の
保
護
や
満
足
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し

〈

H
Vい
」
と
し
て
、
参
加
原
則
を
打
ち
出
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
原
則
は
、
社
会
保

障
制
度
を
管
理
運
営
す
る
主
体
が
被
保
険
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
当
事
者
で

フランス社会保障制度の構造とその特徴

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
当
事
者
が
そ
の
代
表
を
通
じ
て
、
制
度
の

管
理
運
営
に
関
す
る
諸
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
参
加
原
則
は
、
ま
さ
に
行
政
決
定
の
成
立
手
続
へ
の
参
加
と
い
う
社

会
的
民
主
主
義
の
、
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
具
体
化
を
要
請
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
社
会
保
障
の
財
源
を
国
家
に
依
存
し
な
い
と
い
う
当
事
者
拠
出

原
則
は
、
社
会
的
民
主
主
義
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
。
こ
こ
で
留
意
す
べ

き
は
、
過
去
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
が
こ
の
当
事
者
拠
出
原
則
を
打

ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
経
験
と
は
、
ひ
と
つ
は
、

一
九
三
五
年
に
な

さ
れ
た
労
働
者
農
民
年
金
保
険
法
の
受
給
対
象
者
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
打
ち

切
り
で
あ
り
、
第
二
は
、
ヴ
ィ
シ

I
政
権
の
も
と
創
設
さ
れ
た
老
令
被
用
者
手

当
に
よ
る
社
会
保
険
財
源
の
取
り
崩
印
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
ラ

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
社
会
保
障
の
財
源
を
国
庫
に
頼
る
こ
と
、

れ
は
必
然
的
に
社
会
政
策
の
有
効
性
を
国
家
財
政
に
依
存
さ
せ
る
。
す
な
わ

ち
、
国
家
財
政
に
対
す
る
考
慮
は
社
会
保
障
に
優
先
し
、
既
に
な
さ
れ
た
努
力

を
無
に
帰
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
」
と
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
拠
出
原
則
は
、

社
会
保
障
財
源
を
関
係
当
事
者
自
ら
の
負
担
に
よ
っ
て
の
み
構
成
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
関
係
当
事
者
が
管
理
運
営
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ

を
渥
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

に
、
自
律
性
の
原
則
は
、
被
用
者
す
な
わ
ち
被
保
険
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係

当
事
者
が
制
度
を
管
理
運
営
す
る
主
体
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
イ
ユ
シ

ア
テ
ィ
プ
を
実
質
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
参
加
の
範
囲
を
財
政
に
関
す
る
決

定
に
も
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
の

「
社
会
保
障
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
関
係
当
事
者
自
身
の
仕
事
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
川
」
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、

一
般
化
の
原
則
は
、
社
会
的
民
主
主
義
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す

る
の
か
。
一
般
化
の
原
則
は
、
社
会
保
障
制
度
の
人
的
適
用
範
囲
を
全
国
民
に
拡
大
し

よ
う
と
す
る
原
別
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
こ
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
た
背
景
と
し

北法35(3-4・183)501

て
、
計
画
作
成
当
時
の
社
会
状
況
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
戦
前
の
社
会
保
障
制
度
は
、
家
族
手
当
制
度
を
除
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
商
工

業
被
用
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
総
力
戦
と
も
い
わ
れ
た

そ

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
工
業
生
産
力
の
著
し
い
低
下
や
貨
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幣
価
値
の
継
続
的
か
っ
急
速
な
下
落
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
-
プ
ロ
ッ
ク

は
「
(
今
日
日
筆
者
注
)
す
べ
て
の
人
々
が
、
生
活
に
対
す
る
不
安
な
要
素
を

前
に
し
て
連
帯
〈

g-広
民
活
)
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
戦

争
に
よ
る
生
活
基
盤
の
破
壊
に
よ
っ
て
、
「
全
て
の
国
民
が
、
等
し
く
社
会
保

障
を
必
要
と
す
る
状
況
に
陥
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
状
況
認

識
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
に
お
い
て
、
戦
前
の
よ
う

に
社
会
保
障
制
度
の
人
的
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
不
合
理
で
あ
り
社

会
的
公
平
さ
に
欠
け
る
。

他
方
、
人
的
適
用
範
囲
の
一
般
化
の
要
請
は
、
参
加
原
則
と
も
密
接
に
関
係

す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
障
制
度
を
管
理
運
営
す
る
主
体
は
関
係
当
事
者
で

一
般
化
原
則
は
人
的
適
用
範
闘
の
拡
大
を
通
じ
て
、
管
理

運
営
主
体
の
範
囲
を
も
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社

会
保
障
の
利
益
を
享
受
す
る
す
べ
て
の
人
は
、
自
分
自
身
の
仕
事
と
し
て
、
社

会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

l
v
た
が
っ
て
、
一
般
化
の
原
則
は
、
全
て
の
国
民
が
社
会
保
障
の
利
益
を
享

受
す
る
と
い
う
平
等
取
扱
い
と
、
そ
の
代
表
を
通
じ
て
管
理
運
営
に
関
わ
る
と

あ
る
と
さ
れ
た
が
、

い
き
参
加
原
則
の
一
般
化
を
実
現
す
る
た
め
に
打
ち
出
さ
れ
た
原
則
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
最
後
に
残
さ
れ
た
単
一
金
庫
の
原
則
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
ょ
う
か
。
本
款
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
-
フ
ロ
ッ
ク
の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
こ
の

原
則
は
、
も
つ
ば
ら
効
率
よ
い
社
会
保
障
制
度
の
実
現
の
た
め
に
打
ち
出
さ
れ
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た
原
則
と
い
え
よ
う
。
戦
前
の
よ
う
な
制
度
の
分
立
や
各
制
度
に
お
け
る
管
理

運
営
組
織
の
併
存
は
、
業
務
が
重
複
す
る
ば
か
り
で
な
く
効
率
の
悪
い
も
の
で

あ
っ
た
。
と
く
に
、
社
会
保
険
制
度
で
強
調
さ
れ
た
金
庫
選
択
の
自
由
は
、
そ

の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
弊
害
を
助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
限
り
あ
る
財
源
の
中
で
、
制
度
の
管
理
運
営
の
効
率
を
最
大
限
に

実
現
す
る
た
め
に
は
、
社
会
保
険
、
労
災
補
償
、
家
族
手
当
の
各
制
度
を
統
合

し
、
全
国
社
会
保
障
金
庫
を
頂
点
と
す
る
一
元
化
さ
れ
た
管
理
運
営
組
織
の
体

系
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
単
一
金
庫
の
原
則

は
、
制
度
運
営
の
効
率
性
と
い
う
面
か
ら
、
他
の
二
つ
の
原
則
と
次
の
よ
う
な

関
連
性
を
有
す
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
第
一
に
、
一
般
化
の
原
則
は
、
単

一
金
庫
制
度
の
も
と
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
管
理
運
営
組
織
を
多

数
併
存
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
的
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
業
務
の

錯
綜
や
人
件
費
の
重
複
な
ど
戦
前
の
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
自
律
伎
の
原
則
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
障

の
財
源
を
国
庫
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
被
保
険
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
当
事

者
の
負
担
に
よ
っ
て
の
み
確
保
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
管
理
運
営
上
の
非
効
率

は
、
自
律
性
原
則
の
基
盤
を
脅
か
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
社

会
的
民
主
主
義
は
、
単
一
金
庫
制
度
の
も
と
で
、
一
般
化
原
則
と
自
律
性
原
則



と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
自

律
性
の
原
則
は
、
社
会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
の
民
主
化
を
意
図
す
る
。
そ
れ

は
、
被
保
倹
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
当
事
者
が
そ
の
代
表
を
通
じ
て
、
管
理

運
営
の
主
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
拠
出

主
義
は
、
管
理
運
営
の
対
象
範
闘
を
財
政
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
係
当
事
者
の
管
理
運
営
に
お
け
る
実
質
的
な
イ
ニ
シ

社
会
保
障
は
、
「
何
よ
り

も
関
係
当
事
者
自
身
の
仕
事
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
次
に
、
一
般
化
原
則

ア
テ
ィ
プ
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

プランス社会保障制度の構造とその特徴

は
、
社
会
保
障
制
度
の
人
的
適
用
範
囲
を
全
国
民
に
拡
大
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
社
会
保
障
制
度
の
利
益
享
受
の
平
等
を
実
現
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
的

適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
参
加
原
則
に
も
当
然
及
ぼ
さ
れ
、
逆
に
自
律
性
原
則

は
、
制
度
の
財
源
負
担
を
社
会
保
障
制
度
の
適
用
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
に
求

め
る
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
ラ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
に
お
け
る
三
原
則
の
基
本
的
な
枠
組
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
し
て
、
ラ
ロ
ッ
グ
.
フ
ラ
ン
に
お
け
る
三
原
則

の
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
問
題
点
は
、
一
般
化
原
則
と
単
一
金
庫
原
則
に
関
連
す
る
。
す
な
わ

ち
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
社
会
保
険
、
労
災
補
償
、
家
族
手
当
制
度
そ
れ
ぞ
れ

が
、
人
的
適
用
範
囲
を
異
に
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
相
違
を
ど
の
よ
う
に
整

合
さ
せ
て
、
単
一
金
庫
を
実
現
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
.
フ
ラ
ン
で
は

具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
の
問
題
点
は
、
第
一
の
そ
れ

と
も
関
連
す
る
が
、
自
律
性
の
原
則
と
一
般
化
の
原
則
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
で
は
、
理
念
と
し
て
の
一
般
化
原
則
が
強

謝
さ
れ
る
あ
ま
り
、
新
し
く
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
人
々
に
対
す
る
財
源
負

担
能
力
や
給
付
水
準
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
に
つ
い
て
、
言
及
す
る
と
こ

ろ
が
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
漸
進
的
な
社
会
保
障
制
度
の
実
現
を
め
ざ
す
と
い
う
計
画
の
性

格
に
も
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
に
お
け
る
根
本
的

な
問
題
点
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第

款

ラ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
と
ベ
ヴ
7

リ
ッ
ジ
報
告

戸

川

口

)

本
款
で
は
ま
ず
、
ベ
ヴ
ァ
リ
了
シ
報
告
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
の
ち
、

ラ
ロ
ヅ
タ
0

フ
ラ
ン
と
の
異
同
を
検
討
し
じ
ゅ
。
社
会
保
障
制
度
を
考
え
る
上
で

の
基
本
的
な
視
角
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
お
け
る
社
会
保
障
計
画
は
、
窮
乏
の
除
去
を
目
標
と
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し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
稼
得
能
力
の
中
断
お
よ
び
喪
失
に
対
す
る
公
的
保

険
の
改
善
、
そ
し
て
稼
得
期
間
に
お
け
る
と
同
様
に
稼
得
中
断
期
間
に
お
い
て

も
家
族
の
ニ

1
ド
に
対
応
で
き
る
所
得
の
調
整
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め

に
ま
ず
、
社
会
保
障
計
画
を
実
現
す
る
に
は
、
次
の
三
点
が
基
本
的
な
前
提

(
田

E
C
E
-
-
0
5
と
さ
れ
た
o

①
児
童
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
、
②
包
括
的
な
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保
健
お
よ
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
i
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
社
会
構
成
員
の
す
べ
て
に
提

供
す
る
こ
と
、
③
大
量
失
業
を
回
避
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
保

障
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
失
業
、
疾
病
も
し
く
は
災
害

に
よ
っ
て
収
入
が
中
断
さ
れ
た
場
合
に
こ
れ
に
代
わ
る
た
め
の
、
ま
た
老
令
に

よ
る
退
職
や
家
計
支
持
者
の
死
亡
に
よ
る
被
扶
養
者
の
そ
の
後
の
生
活
に
備
え

る
た
め
の
、
さ
ら
に
ま
た
出
生
、
死
亡
お
よ
び
結
婚
な
ど
に
関
連
す
る
特
別
の

支
出
を
賄
う
た
め
の
、
あ
る
最
低
限
度
ま
で
の
所
得
の
保
障
」
で
あ
る
と
。

こ
れ
ら
を
前
提
と
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
計
画
は
、
生
活
の
安
定

を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
ニ
l
ド
に
対
応
す
る
社
会
保
険
計
画
を
中
心
に
策
定

さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
均
一
額
の
保
険
料
拠
出
に
対
応
す
る
均
一
額
の
最
低
生

(
M
m
〉

活
費
給
付
の
保
障
が
予
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
保
険
を
補
完
す
る
も

の
と
し
て
、
国
民
扶
脱
と
任
意
保
胤
が
策
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会

保
障
の
財
源
調
達
方
式
は
、
被
保
険
者
、
使
用
者
お
よ
び
一
般
税
収
を
財
源
と

す
る
国
庫
の
拠
出
か
ら
な
る
三
者
拠
出
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
九

一
一
年
に
制
定
さ
れ
た
国
民
保
険
法
の
方
式
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
泌
が
、
そ

の
背
景
に
は
、
社
会
保
障
は
国
と
個
人
と
の
協
力
に
よ
っ
て
達
成
す
ベ
問
、
と

す
る
ベ
ヴ
ア
リ
ッ
ジ
の
思
想
も
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

古:

担さ
当ら
し fこ

地社
方会
に保
社障
会計
保函
障の
事全
務体
所の
の管
組理
織は
網
を関
設内
け省
、所

こ管
れの
ら社
地会
方保
出障
先省

機
関
が
現
金
給
付
、
扶
助
の
管
理
お
よ
び
関
連
す
る
諸
業
務
を
遂
行
す
る
も
の

〈釦》

と
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ベ
ヴ

7
リ
ッ
ジ
報
告
と
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
と
の

間
に
、
次
の
よ
う
な
共
通
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。

ω計
画
作
成
の
際
に
考
慮
さ

れ
た
人
口
問
題
、
問
自
助
努
力
の
強
調
、
同
社
会
保
障
の
目
的
と
諸
政
策
の
協

働
作
用
の
重
視
、

ω適
用
対
象
の
紘
大
と
運
営
組
織
の
一
元
化
、
で
あ
る
。
以

下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
計
画
作
成
の
背
景
に
存
在
し
た
人
口
問
題
で
あ

る
o

す
な
わ
ち
、
両
国
と
も
、
社
会
保
障
計
画
の
作
成
当
時
、
出
生
率
の
低
下

傾
向
と
老
令
者
比
率
の
増
大
と
い
う
社
会
状
況
に
直
面
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
出
生
率
を
回
復
す
る
見
地
か
ら
、

一
五
才
以
下

(
n
Z
5
2ロ
.
日
開
ロ
。
若
田
口
円
何
回
)

の
支
給
が
社
会

の
児
童
に
対
す
る
児
童
手
当

保
障
計
画
の
前
提
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
労
働
年
令
を
過
ぎ
た
者
に
対
し
て

は
、
最
低
生
活
を
維
持
す
る
に
足
る
年
金
を
給
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

た。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
児
童
手
当
に
相
当
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
手
当
制
度

は
、
既
述
し
た
よ
う
に
戦
前
か
ら
か
な
り
整
備
充
実
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ラ

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
戦
前
の
制
度
に
は
、
給
付
内
容
の
地
域
格
差
と
い
う
不
平
等

が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
社
会
保
険
制
度
は
老
令
被
用
者
手
当
の
創
設
に
よ

り
、
財
政
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、
貨
幣
価
値
の
継
続
的
下
落

が
老
令
者
の
生
活
を
圧
迫
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
老
令
者
の
生
活
を
安
定
さ



せ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
両
国
と
も
、
人
口
問
題
す
な
わ

ち
出
生
率
の
回
復
と
老
令
者
対
策
が
、
計
画
作
成
の
際
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

フランス社会保障制度の構造とその特徴

第
二
の
共
通
点
は
、
第
一
の
そ
れ
が
背
景
に
つ
い
て
の
共
通
点
と
す
れ
ば
、

荷
計
画
を
貫
く
思
想
と
も
い
う
べ
き
自
助
努
力
の
強
調
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

両
者
は
と
も
に
第
三
の
共
通
点
で
述
べ
る
よ
う
に
、
包
括
的
な
社
会
保
障
計
画

を
作
成
し
た
け
れ
ど
も
、
個
々
人
の
自
助
努
力
を
否
定
し
た
訳
で
な
く
、
む
し

ろ
次
の
よ
う
に
そ
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ベ
ヴ
7

リ
ヅ

ジ
は
社
会
保
険
計
画
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
に
対
し
「
拠
出
と
ひ
き
か
え
に
、

最
低
生
活
水
準
ま
で
の
給
付
を
、
資
力
調
査
な
し
に
権
利
と
し
て
」
保
障
す
る

と
と
も
に
、
被
保
険
者
各
人
が
「
:
:
:
そ
の
水
準
以
上
の
備
え
を
し
よ
う
と
し

(
お
)

て
自
発
的
に
行
動
す
る
余
地
を
残
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
」

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
同
様
に
、
日
フ
ロ
ッ
ク
は
「
あ
る
一
定
の
所
得
水
準
を

上
回
る
所
得
を
え
て
い
る
者
は
、
彼
自
身
の
自
由
な
配
慮
に
よ
っ
て
任
意
の
努

力
を
す
る
義
務
が

ι日
」
と
述
べ
て
い
た
。

第
三
の
共
通
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
社
会
保
障
の
基
本
的
目
的
と
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
達
成
手
段
に
つ
い
て
で
あ
る
。
両
計
画
と
も
、
社
会
保

障
の
目
的
を
、
様
々
な
社
会
危
険
に
対
す
る
所
得
保
障
に
あ
る
と
し
、
こ
の
目

的
達
成
の
た
め
、
雇
用
、
医
療
お
よ
び
所
得
分
配
等
の
い
く
つ
か
の
政
策
の
協

働
作
用
を
重
視
し
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
政
策
の
協
働
を
強
調
す
る
視
点
は
、

言
で
い
え
ば
、
社
会
保
障
を
社
会
危
険
に
対
す
る
事
後
的
な
生
活
保
障
と
し
て

機
能
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
危
険
の
脅
威
を
事
前
に
除
去
し
よ
う
と
い

う
考
え
方
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
徴
殺
が
、
両
計
画
に
共
通

す
る
労
災
の
事
前
予
防
策
の
強
調
で
あ
り
、
完
全
雇
用
政
策
の
重
視
で
あ
っ

た。
第
四
の
共
通
点
は
、
両
計
画
と
も
社
会
危
険
を
包
括
的
に
カ
バ
ー
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
計
画
を
全
国
民
に
適
用
し
、
管
理
運
営
組
織
の
一
元

化
合
}
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
た
に
作
成
さ
れ
る
社
会
保
障

計
画
は
、
も
は
や
一
郊
の
国
民
だ
け
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
す
ま
さ
れ
な
か

っ
た
。
第
一
の
共
通
点
で
指
摘
し
た
出
生
率
の
低
下
や
老
令
者
の
生
活
不
安
は

社
会
全
体
の
問
題
で
あ
る
し
、
戦
争
に
よ
る
工
業
生
産
力
の
低
下
は
全
て
の
国

民
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
生
活
基
盤
の
動
揺
の
拡
大
が
背
景
に
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
第
三
で
指
摘
し
た
関
連
諸
政
策
の
協
働
作
用
が
重
視
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
、
両
国
の
社
会
保
障
計

画
は
、
全
国
民
を
対
象
と
し
た
。
か
く
し
て
、
社
会
保
障
計
画
は
、
新
た
な
社

会
建
設
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
保
障
計
画
は
、
一
元
的
な
管
理
運
営
組
識
の
も

と
で
具
体
化
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
日
フ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
に
お
け
る
単
一
金
庫
原

〈
判
)

則
の
制
度
化
で
あ
り
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
お
け
る
行
政
責
任
統
一
原
則
に
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も
と
づ
く
社
会
保
障
省
の
創
設
の
提
鳴
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ベ
ヴ
ア
リ
ッ
ジ

の
指
摘
し
た
行
政
責
任
統
一
の
原
則
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
①
被
保
険
者
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
窓
口
で
様
々
な
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
る
、
②
所
管
に
関
す
る
組
織
問
の
紛
糾
を
回
避
で
き
る
、
③
給
付

の
重
複
等
を
避
け
ら
れ
る
、
④
給
付
額
や
給
付
条
件
を
統
一
で
き
る
等
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
、
ラ
ロ
ッ
ク
が
単
一
金
庫
制
度
を
設
け
よ
う

と
し
た
趣
旨
と
合
致
す
る
。
こ
れ
は
、
社
会
保
障
の
目
的
実
現
に
む
け
て
、
様

々
な
政
策
を
総
合
的
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る

し
、
制
度
の
管
理
運
営
の
効
率
性
を
追
求
し
た
帰
結
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ

う

」
の
よ
う
に
、
両
計
画
は
、

一
元
的
な
管
理
運
営
組
織
の
も
と
で
、
全
国
民

を
対
象
と
す
る
社
会
保
障
制
度
の
実
現
を
意
図
し
た
点
で
共
通
す
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
ロ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
と

は
、
類
似
す
る
社
会
状
況
の
も
と
、
い
く
つ
か
の
共
通
す
る
考
え
方
に
立
っ
て

作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
第
四
に
掲
げ
た
管
理
運
営
組
織
の
一
元

化
と
適
用
対
象
の
拡
大
と
い
う
共
通
点
は
、
計
画
作
成
の
時
点
に
よ
り
、
ベ
ヴ

7

リ
ッ
ジ
の
考
え
方
が
ラ
ロ
ッ
ク
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
ベ
ヴ
7

J
ッ
ジ
報
告
に
お
け
る
統
一
性
・
普
遍
性
と
い
う
概
念
は
、
ラ
ロ

ッ
ク
プ
ラ
ン
の
三
原
則
の
中
に
、
単
一
金
庫
原
則
・
一
般
化
の
原
則
と
し
て
受

け
継
が
れ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
二
つ
の
社
会
保
障
計
画
に
は
、
い
く
つ
か
の
相
違
も
み
ら

れ
る
o

特
に
、
社
会
保
障
に
お
け
る
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
、
極
立
っ
た
対
照

を
み
せ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
、
社
会
保
障
計
画
を
策
定
す
る

に
あ
た
っ
て
、
戦
前
か
ら
存
在
し
た
諸
制
度
を
ど
の
よ
う
に
新
し
い
計
画
に
組

込
む
か
に
つ
い
て
も
、
両
者
の
考
え
方
は
異
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
二

点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
に
、
両
計
画
に
お
い
て
、
国
家
の
果
た
す
役
割
に
大
き
な
違
い
が
み
ら

れ
る
。
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社
会
保
障
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

社
会
保
障
を
当
事
者
自
身
の
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
す
な
わ

ち
、
社
会
保
障
財
源
の
一
部
で
も
国
庫
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
保

障
の
財
政
が
国
家
財
政
の
従
属
物
と
な
る
こ
と
を
危
快
し
、
社
会
保
障
の
制
度

運
営
に
お
い
て
も
財
源
の
調
達
に
あ
た
っ
て
も
、
関
係
当
事
者
自
ら
が
管
理
運

営
に
参
加
し
、
自
分
達
だ
け
の
拠
出
に
よ
り
社
会
保
障
の
財
源
を
調
達
す
る
社

会
保
障
計
画
が
作
成
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
保
障

計
画
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
自
律
性
の
原
則
が
標
拙
扮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ

の
原
則
は
臨
時
諮
問
議
会
の
承
認
を
受
け
、
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
に
結
実
し
た
。
こ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
保
障
に
お
け
る

国
家
の
役
割
は
、
あ
く
ま
で
も
関
係
当
事
者
に
よ
る
制
度
運
営
に
対
す
る
後
見

役

(
z
g口
開
)
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
た
。



こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
は
、
社
会
保
障
を
「
閣
と
個
人
の
協
力
に

よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
考
え
、
「
国
は
、
ハ
国
民
に
対
し
て
)
サ
ー

ビ
ス
と
拠
出
の
た
め
の
保
障
を
あ
た
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
の
た

め
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
で
は
、
社
会
保
障
の
運
営
主
体
と

L
て
社
会
保
障
省

の
設
立
が
予
定
さ
れ
、
社
会
保
障
財
源
に
お
け
る
国
庫
の
負
担
割
合
は
一
九
四

五
年
で
五

ovm、

れ
て
い
た
。

一
九
六

O
年
段
階
に
は
六

O
%に
も
達
す
る
も
の
と
予
想
さ

こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
を
国
と
個
人
と
の
協
力
に
よ
っ
て
達
成
す
べ
き
も

の
と
す
る
ベ
ヴ
プ
リ
ツ
ツ
ジ
の
考
え
方
は
、
保
険
料
拠
出
と
保
険
給
付
と
の
関
係

フランス社会保障制度の構造とその特徴

に
も
貫
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
は
強
制
保
険
に
お
け
る
保

険
料
の
拠
出
を
、
「
(
被
保
険
者
の
保
険
料
)
支
払
い
能
力
と
で
は
な
く
、
〈
保

(
油
刊
〉

障
さ
れ
る
保
険
)
給
付
の
価
値
と
」
の
関
数
と
し
て
把
え
、
被
保
険
者
た
る
国

民
を
「
(
社
会
保
障
)
給
付
の
受
給
者
と
い
う
点
で
、
そ
の
貧
富
に
よ
り
(
給

付
額
に
)
差
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
こ
の
考
え
方
が
、
「
同
額
の

(

犯

〉

(

引

V

給
付
に
対
し
て
は
同
額
の
拠
出
を
行
な
う
」
と
い
う
拠
出
原
則
で
あ
る
。
そ
し

て
、
社
会
保
険
の
給
付
す
る
水
準
を
上
回
る
備
え
は
個
人
の
自
発
的
行
動
に
委

ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
拠
出
す
る
べ
き
保
険
料
額
を
所
得
の
低
い
人
々
に
と

っ
て
も
負
担
と
な
ら
な
い
も
の
に
す
る
必
要
上
、
社
会
保
険
給
付
は
、
必
要
最

低
限
の
生
活
を
維
持
す
る
水
準
に
設
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ

の
社
会
保
険
計
画
で
は
給
付
と
拠
出
に
つ
い
て
、
均
一
額
の
最
低
生
活
費
給
付

な
ら
び
に
均
一
一
額
の
保
険
料
拠
出
の
原
則
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
被
保

険
者
と
し
て
の
国
民
は
す
べ
て
、
そ
の
所
得
の
多
寡
に
関
係
な
く
同
一
額
の
保

険
料
を
支
払
う
。
し
か
し
同
時
に
、
納
税
者
と
し
て
の
国
民
は
、
そ
の
所
得
に

応
じ
て
税
金
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
財
源
に
対
し
間
接
的
な
拠

出
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
般
税
収
の
一
部
が
国

庫
負
担
と
し
て
社
会
保
障
の
財
源
に
振
り
む
け
ら
れ
、
こ
の
国
庫
負
担
の
割
合

が
社
会
保
障
の
財
源
構
成
に
お
い
て
、
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
財
政
的
に
も
自
律
す
む
と
い
う
見
地
か

ら
当
事
者
拠
出
主
義
が
標
傍
さ
れ
、
一
般
税
収
の
社
会
保
障
財
源
へ
の
繰
入
れ

は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
保
険
料
の
拠
出
と
保
険
給
付
の
関
係

に
つ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
「
真
の
保
障
と
は
、
・
:
・
:
あ
る
程
度
(
社
会
危
険
に

門
白
川
〉

陥
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
喪
失
し
た
所
得
に
比
例
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
、
所
得
比
例
拠
出
・
所
得
比
例
給
付
の
原
則
を
採
用
し
た
。
も
っ
と
も
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
あ
る
一
定
の
水
準
を
越
え
る
所
得
を
有
す
る
者
は
、
自
分
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自
身
の
配
慮
に
よ
り
社
会
危
険
に
対
す
る
努
力
を
な
す
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
、

(
お
)

保
険
料
拠
出
の
算
定
基
礎
と
な
る
所
得
に
一
定
の
上
限
が
設
け
ら
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る
所
得
の
上
限
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
所
得
比
例
拠
出
・
所
得
比
例
給
付
が
実
現
主
れ
、
し
か
も
一

般
の
国
民
は
、
被
保
険
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
み
、
社
会
保
障
財
源
へ
の
拠
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出
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
両
計
画
に
お
い
て
、
国
家
の
果
た
す
役
割
に
相
違
が
み
ら
れ

る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
社
会
保
障
の
あ
り
方
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
、
第
二

に
は
拠
凶
と
給
付
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
制
度
化
す
る
か
の
違
い
に
起
因
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
社
会
保
障
を
H

関
係
当
事
者
自
身
の
仕
事
u
と
す

る
か
、

w
国
と
個
人
と
の
協
力
に
よ
っ
て
運
営
す
る
μ

か
が
、
二
つ
の
計
画
の

相
違
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ペ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
と
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
第
二
の
相
違
点
は
、
新
し
い
社

会
保
障
計
画
の
中
に
、
戦
前
か
ら
存
在
し
た
諸
制
度
を
ど
の
よ
う
に
組
込
む
か

に
つ
い
て
存
在
す
る
。

ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
は
社
会
保
障
計
画
の
策
定
に
際
し
て
、
「
将
来
の
た
め
の
提

案
は
す
べ
て
、
:
:
:
局
部
的
利
益
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
は
な
ら
な

(部
Vい
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
障
計
画
は
過
去
の
経
験
を
参
考
と
す
る

け
れ
ど
も
、
既
存
の
制
度
を
前
提
と
す
る
「
つ
ぎ
は
ぎ
措
置
」
に
満
足
す
る
こ

と
を
、
彼
は
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
認
可
組
合

$
3
5
2弘

明

O
C丘
町
田
)
制
度
の
廃
止
、
労
働
者
災
害
補
償
制
度
の
廃
止
と
社
会
保
険
制
度

〔羽〉

へ
の
勧
、
あ
る
い
は
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ

(
持
。
こ
の
よ
う
な
局
部
的
利
益
に
対
す
る
配
慮
の
否
定
は
、
被
保
険
者
の
分
類

に
も
賞
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
職
業
分
野
や
経
済
的
ま
た
は
社

会
的
階
級
に
よ
る
分
類
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
社
会
保
障
に
対
す
る
ニ

l
ド
の

観
点
か
ら
、
①
被
用
者
、
②
そ
の
他
の
有
業
者
、
③
主
婦
、
④
そ
の
他
の
労
働

年
令
に
あ
る
者
、
⑤
労
働
年
令
に
達
し
な
い
者
、
⑥
労
働
年

AZ-過
ぎ
た
退
職

者
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
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社
会
保
障
計
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
局
部
的
利
益
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
に
対
し
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
次
の

よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
前
か
ら
存
在
す
る
諸
制
度
の
欠
陥
を
取

り
除
き
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
を
活
用
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
う
ま
く
総
合
す

る
。
そ
の
際
、
同
時
に
新
し
い
考
え
方
や
原
則
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
体
的
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
し
協
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
前

か
ら
存
在
し
て
い
た
労
災
補
償
、
社
会
保
険
お
よ
び
家
族
手
当
の
各
制
度
は
、

給
付
内
容
に
対
す
る
改
善
こ
そ
試
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
社
会
保
障
計

画
の
各
部
門
と
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
社
会
保
障
制
度
の
枠
組
は
、
ど
の
部
門

に
重
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
三
部
門
を
鼎
立
す
る
形
で
形
成
さ

れ
た
。
そ
し
て
特
に
、
保
険
診
療
に
お
い
て
、
被
保
険
者
に
よ
る
医
師
選
択
の

自
由
や
診
療
報
酬
を
医
師
に
直
接
支
払
う
と
い
う
原
則
等
は
、
戦
後
に
お
い
て

も
従
来
通
り
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
被
保
険
者
の
分
類
に
つ
い

て
も
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
お
け
る
よ
う
な
考
慮
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
か

え
っ
て
、
職
業
分
野
や
経
済
的
・
社
会
的
階
級
に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
の
存

続
、
す
な
わ
ち
特
別
制
度
の
存
続
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
と
の
対
比
を
通
じ
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン



の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
以
下
の
二
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
点
が
ま
さ
に
、

フ
ラ
ン
ス
型
社
会
保
障
制
度
の
特
徴
と
い
え
る
。

ま
ず
、
自
律
性
の
原
則
の
採
用
で
あ
る
。
社
会
保
障
の
管
理
運
営
機
構
を
一

元
化
し
人
的
適
用
範
囲
を
全
国
民
に
拡
大
す
る
と
い
う
点
で
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ

ン
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
国
家
の
果
す
役
割
に
つ
い

て
、
両
者
の
立
場
は
全
く
異
な
る
も
の
で
ち
る
。
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
影
響

を
受
け
た
と
は
い
え
、
社
会
保
障
は
当
事
者
自
身
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
認
識

は
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
に
は
み
ら
れ
な
い
見
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ロ
ッ

ク
プ
ラ
ン
の
三
原
則
に
お
い
て
、
フ
ラ
ソ
ス
の
社
会
保
障
制
度
の
独
自
性
を
端

的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
自
律
性
の
原
別
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ

フランス社会保障制度の構造とその特徴

の
原
則
は
、
現
在
で
も
な
お
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
を
性
格
a

つ
け
る
重
要
な

基
盤
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
社
会
保
障
制
度
の
漸
進
的
な
実
現
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
ラ
ロ
ッ
ク
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
制
度
を
活
用
し
な
が
ら
、
社
会
保

障
制
度
の
枠
組
み
を
、
一
ニ
つ
の
原
則
に
よ
っ
て
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

あ
く
ま
で
も
、
漸
進
的
に
制
度
の
実
現
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

ど
の
よ
う
な
給
付
水
準
で
社
会
保
障
の
一
般
化
を
実
現
す
る
か
、
ま
た
保
険
料

等
の
負
担
能
力
や
そ
れ
に
対
応
す
る
給
付
水
準
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し

な
が
ら
単
一
金
庫
制
度
を
機
能
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
が
な
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
検
討
の
欠
如
は
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ

ラ
ン
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
展
開
過
程
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要

な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
忽
わ
れ
る
。

(
1〉

H
M
-
V
U
司。a
z
p
o
M
M
-
n
x
-
-
H
M
-
H申・

(
2
)

一
九
四
四
年
九
月
九
日
成
立
。

(
3
)

一
九
四
五
年
一
一
月
成
立
。
解
放
後
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
木

康
夫
、
前
掲
番
{
中
)
一
五
五
頁
以
下
参
照
。

(
4
)

兼
子
仁
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
利
益
代
表
的
諮
問
行
政
の
法
制
」
『
関

家
学
会
雑
誌
』
入
一
巻
九
・
一

O
号
六
四
六
頁
。

(
5
〉
こ
の
時
期
の
参
加
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
兼
子
仁
、
前
掲
論
文
の

他
、
田
端
博
邦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
参
加
制
度

i
企
業
委
員
会

制
度
の
成
立
と
展
開

l
H
ω
」
『
社
会
科
学
研
究
(
東
大
社
研
)
』
二
六
巻

六
号
、
ニ
七
巻
一
号
。

(
6
)

兼
子
仁
、
前
掲
論
文
、
入
一
巻
九
・
一

O
号
六
四
六
頁
。
一
九
四
六
年

憲
法
前
文
に
、
社
会
的
経
済
的
原
理
に
つ
レ
て
の
規
定
が
登
場
し
た
こ
と

は
、
こ
の
社
会
的
民
主
主
義
の
具
体
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
中
村
隆
男

『
社
会
権
法
理
の
形
成
』
(
有
斐
関
、
一
九
七
三
年
)
=
一
六
頁
。
樋
口
陽

一
『
比
較
憲
法
』
(
脊
林
書
院
新
社
、
一
九
七
七
年
)
一
九
九
頁
。

(
7
)

兼
子
仁
、
前
掲
論
文
が
つ
と
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
8
〉
経
決
指
導
主
義
に
関
連
し
て
、
樋
口
陽
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

。。ロ師同伊丹

5
5ロ
の
あ
り
方
と
金
円
仲
間
町
田
宮
刊
の
観
念
1

フ
ラ
ン
ス
現
代
憲

法
学
の
批
判
的
検
討
の
た
め
の
予
備
的
一
考
察

l
」
『
資
本
主
義
法
の
形

成
と
展
開

I
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
二
年
)
=
一

O
一
一
一
頁
以
下
。
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(
9
)

国
有
化
は
共
和
国
臨
時
政
府
の
も
と
で
実
施
さ
れ
、
一
九
四
六
年
憲
法

は
そ
れ
を
追
認
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
な
お
国
有
化
に
つ
い
て
は
、

稲
本
洋
之
助
、
前
掲
論
文
の
ほ
か
、
原
輝
史
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

企
業
の
国
有
化
」
『
国
家
と
経
済
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
人
二
年
)
二
八

二
貝
以
下
お
よ
び
同
番
所
収
論
文
参
照
。

(
叩
)
経
済
社
会
発
展
計
画
は
一
九
四
七
年
一
月
一
六
日
の
デ
タ
レ
で
定
め
ら

れ
た
第
一
次
計
画
を
端
緒
と
し
て
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。

(
日
)
出
・
の
曲
目
同
ロ
ゲ
。
同
y
n
-
f
M
M円
b
p
n伺
唱
-
M内
〈
ロ
lM内〈口同・

(
四
)
ラ
ロ
ツ
タ
は
、
こ
の
よ
う
な
管
理
運
営
に
対
す
る
参
加
の
形
態
が
、
共

済
組
合
や
労
働
組
合
の
伝
統
的
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ

γ
ス
人

に
特
有
の
政
府
に
対
す
る
不
信
に
棋
ざ
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

同
区
仏
・
・
同
M
叫悔い同胆円相匂・
M

内
〈
ロ
同
・

(
日
)
第
一
章
第
二
節
第
一
ニ
款
参
照
。

{
U
)
刷

ν
・
戸
釦
円
O
A
Z
P
O
唱
-
n
x
d
℃

-
g・
老
令
被
用
者
手
当
(
出
回
目
。

g念
。
ロ

島
町
田
三
合
同

H

R国
〈
回
目
ロ
冊
ロ
円
凹
)
は
、
一
九
四
一
年
一
一
一
月
一
四
日
法
に
よ

り
創
設
さ
れ
た
。

(
江
川
)
同
豆
島
・
・
目
M

・

E.

(
日
均
)
同
広
島
・

(
げ
)
同

σFP-H】・同日・

(
時
〉
前
節
第
一
一
款
参
照
。

(
四
)
本
章
第
}
節
注

(
2
)
参
照
。
引
用
文
は
、
ほ
ぼ
前
掲
訳
書
に
従
い
、

パ
ラ
グ
ラ
フ
で
示
す
。
な
お
、
近
時
ベ
ヴ
ァ
リ
ツ
ジ
報
告
に
関
連
す
る
研

究
と
し
て
は
、
大
沢
真
理
「
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
と
「
平
等
主
義
」
」
、

『
社
会
科
学
研
究
(
東
犬
社
研
)
』
三
田
巻
五
号
一
一
一
一
具
、
武
田
文
祥

「
自
由
社
会
と
社
会
保
障

l
『
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
』
を
め
ぐ
っ
て
」
前

掲
誌
-
三
七
頁
、
玉
井
金
五
「
ベ
ヴ

7
リ
ッ
ジ
の
社
会
保
障
像
|
社
会
保

険
の
構
想
を
中
心
に

i
」
『
生
命
保
険
文
化
研
究
所
所
報
』
五

O
号
一
一

一
一
良
、
樫
原
朗
『
イ
ギ
日
ス
社
会
保
障
の
史
的
研
究

E
』
(
法
律
文
化
社
、

一
九
八

O
年
)
等
が
あ
る
。

(
却
)
ガ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
は
、
ベ
ヴ
ア
リ
ッ
ジ
プ
ラ

γ
に

お
け
る
統
一
佐
官
ロ
伊
丹
土
、
均
一
一
性
(
ロ
ロ
山
崎
。
吋

g
x
p〉
お
よ
び
普
遍
性

(
¢
ロ
宮
市
吋
回
目
F
E
H
P
〉
の
考
え
方
に
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。
国
・
の
白
・

回
目
ロ
Y
O
H
M
-
n
伊丹
J
同

Y
A
F
・

(
幻
)
回
伺
〈

2
・広畑町内

w
m冊目
)
O
円
F
同
福
岡
・
同
-
H
N
h
w
H
h
w
-

(m)
同

E
P
-
M】
由
『
帥
‘

ω
2・

(お

)
H
E
a
-
-
匂回同
I

同・

ω
。。・

(

民

)

同

E
P
-
℃
白

HU--ω

。A
p
b
ω
O印・

(
お
)
同
立
内
同
S

岡高

2
・
8
N・
国
民
扶
助
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
保
険
給
付
が
不

十
分
で
あ
る
か
支
給
さ
れ
な
い
場
合
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
、
扶
助

が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
資
力
調
査
を
条
件
に
国
庫
負
担
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
ο

(
M
m
)

同
広
島
-w

宮
E-ωB-
任
意
保
険
は
、
社
会
保
険
の
保
障
す
る
最
低
生
活

水
準
以
上
の
給
付
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
る
。

(
幻
)
同

σ-as
唱曲司曲
-
N
U
ミ・

(
お
)
同
豆
島
・

(
却
)
同
玄
a・
・
司
自
-P
申・

(
初
)
同
窓

P
沼
田

E-
企
ム
叶
・

(
幻
)
同
広
島
S

宮
E
・
5

h

w

g
・

~t法35 (3-4・192)510
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(刊叫〉

H
E
P
-
℃即時国・

ω
2
・

〈
お
〉

H
E
P
-
回出円相
F
N
E
q
l
N日
4
.

〈
川
品
)
司
-
F白吋
O
A
E
P
O
H
M
-
n
x
s
M
Y
H∞・

(
お
)
∞
四
〈
2
1片
品
問
伺
河
四
回
】
O

コ-HMMWH1同
-
H
0・

(
お
)
同
区
内
凶
・
・
℃
同

E-mw-

(
幻
)
司
・
円
、
同
門
O
S
Z
0・
0旬
-
n叫
片

---u・
Ha'

(
お
)
労
働
能
力
の
喪
失
を
招
来
す
る
労
災
、
疾
病
、
老
令
、
障
害
お
よ
び
死

亡
の
ほ
か
、
失
業
や
家
族
手
当
(
児
童
手
当
)
を
含
む
。

(
お
)
切
開
〈
2
1日
仏
間
叩
河
印
刷
】
O司
F
H
u
g
-
M
F
∞叶
U

同M
-
F白
M
1
0
A
C
P
O目y
n伊丹
--HY]Fmw・

(
日
制
〉
切
開
〈
mH-広
岡
刊
河
町
匂
O
円丹、℃同『白
-
K
P
A

肝{}山一勺
-
F回同。門戸ロ
0
・
0
-
M
e
n
-
f
H
M
-
H
0
・

(
H
U
)

切叩〈冊目斗向日
i

問
白
河
町
田
M

。
丘
、
回
福
岡
1

白・

ω
o
∞・

(
位
)
同
広
島
・
・
宮

E-
怠・

(
川
町
)
関
係
当
事
者
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
〉

3
・
印
え
ロ
・
当
事
者
拠
出
主

義
に
つ
い
て
は
、
〉
え
・

ωM3ωm-

(
川
悦
)
出
・
の
曲
目
田
口
H・。
H
y
n
E
3
匂・

ωFiω
叶・

(
K
W

〉
切
開
〈
2
1
5ぬ
白
河
内
匂
0
3
・
HM間同
1白
-
c・

(必
)
H
V
-
a・

(
幻
)
同
豆
島
・
・
℃
同

E
-
M∞H
・
吋
同
月
比
四
}
ロ
ロ
・

(
必
)
同

σ
S・・唱曲
g-N叶
N・
カ
ツ
コ
書
き
筆
者
。

(
却

)
H
E
P
-
H
M国
3
・
N
3
・
カ
ツ
コ
書
き
筆
者
。

(
印
)
ロ
】
広
・

(
口
叫
)
同
忠
弘
・
ベ
ヴ

7

ロ
ッ
ジ
日
く
、
「

i
i
社
会
保
険
制
度
の
根
本
は
、
拠

出
原
則
の
維
持
に
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
所
得
保
障
の
コ
ス
ト
の
相
当

部
分
を
被
保
険
者
た
る
国
民
の
拠
出
に
よ
り
賄
ぃ
、
同
額
の
給
付
に
対
し

て
は
同
額
の
拠
出
を
行
な
う
、
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
」

(
回
)
同

σ広
S
H
M
R
P
N
E・
「
強
制
保
険
が
最
低
生
活
水
準
以
上
の
給
付
を
行

な
う
こ
と
は
、
個
人
の
責
任
に
対
す
る
無
用
の
干
渉
で
あ
る
」
と
ベ
グ
7

リ
ッ
ジ
は
述
ベ
る
。

(
回
)
同

σ山
内
凶
・
・
℃
即
日
-
N
吋
ω・

(
則
叶
)
回
M

・戸田同

o
a
c師
、
。
唱
-
n
x・・同
y
H
a・

(
町
山
)
。
E
・
ロ
。
品
目
i
一N
N
E
-
R
グ

ω戸
に
よ
り
、
年
収
一
二
万
フ
ラ
ン
を
越

え
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
算
定
に
計
上
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ

た。

(
日
出
)
切
伺
〈
巾
H
U
品
開
開
河
巾
℃

0
2・匂回同
1mw

・吋・

(貯〉

H
E
P
-
司自・回

-
S
1叶
品
・
お
よ
び
玉
井
金
五
、
前
掲
論
文
、
一
一
四
頁

以
下
参
照
。

(
珂
)
同
窓
門
戸
・
目
MMW『
出
・
叶
吋

ism-
但
し
、
労
災
に
対
す
る
年
金
給
付
は
、
当
該

労
働
者
の
所
得
に
比
例
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
広
島
-
w
ω
C
A
Y
ω
ω
N
-

(
印
)
同
押
M

広
-
-
H
V
m
w

吋m
F

仏国
A
W
i

品川山由・

(
印
)
ベ
ヴ

7
リ
ッ
ジ
プ
ラ
ン
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
制
度
の
展
開
に
つ

い
て
は
、
一
一
闘
光
禰
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
論
』
(
光
生
館
、
一
九
八
二

年
)
、
小
林
節
夫
『
欧
州
諸
国
の
社
会
保
障
制
度
』
(
社
会
保
険
出
版
社
、

-
九
八
一
年
)
、
足
立
正
樹
・
閣
僚
原
朗
編
『
各
国
の
社
会
保
障
』
(
法
律
文

化
社
、
一
九
八
三
年
)
、
平
石
長
久
・
保
坂
哲
哉
・
上
村
政
彦
著
『
欧
米

の
社
会
保
障
制
度
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
六
年
)
等
参
照
。

(
山
山
)
切
q
z
w同
・
区
内
町
河
町
四
U
A
U
2
・同福岡]白
-
u
o
m
p
u
H
0・

(位
)
M
M
-
F
R
O門
戸
ロ
タ
。
℃
-
n
F
f
℃
-
H叩
・
閃
旨
、
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ロ
ッ
夕
、

山
路
鎮
夫
訳
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
」
『
レ
フ
ア
レ
ン
ス
』
第
九
巻
九
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八
号
(
一
九
五
九
年
三
月
)
一
一
一
二
頁
。

む
す
び
に
か
え
て

筆
者
は
第
二
章
の
検
討
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
顕
著
な
特

徴
を
、
自
律
性
の
原
則
に
見
出
し
た
。
し
か
し
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
審
議
ず

な
わ
ち
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議

論
は
、
も
つ
ば
ら
単
一
金
庫
原
則
に
集
中
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、

戦
前
の
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
、
自
律
性
原
則
を
承
認
す
る
基
盤
が
、
既
に

形
成
さ
れ
て
い
た
。
各
制
度
ご
と
で
は
あ
れ
、
ま
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
主
体

こ
そ
違
う
け
れ
ど
も
、
各
制
度
の
運
営
は
、
国
家
で
は
な
く
関
係
当
事
者
が
行

な
っ
て
き
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
o

第
二
に
、
出
平
}
金
庫
の
原
則
に
反
対
意

見
が
集
中
し
た
の
は
、
関
係
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
と
一
体
不
可
分
の
関

係
に
あ
っ
た
併
存
組
織
の
存
立
基
盤
を
根
底
か
ら
援
す
、
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
制
度
の
効
率
的
な
運
営
と
い
う
要
請
と
、
金
庫
選

択
の
自
由
が
具
体
的
に
ど
れ
ほ
ど
被
保
険
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
た
の
か
と
い

う
主
張
の
前
に
、
単
一
金
庫
原
則
に
対
す
る
反
論
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
第
三
に
、
一
般
化
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
の
充
実
を
漸
進

的
に
実
現
す
る
と
い
う
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
性
格
か
ら
、
議
論
の
対
象
と
な
る

こ
と
な
く
、
承
認
さ
れ
た
。

北法35(3-4・194)512

こ
う
し
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
は
、
社
会
的
民
主
主
義
の
実
現
と
効
率
的
な

制
度
設
計
を
柱
と
す
る
社
会
保
障
計
画
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ラ
ロ

ヅ
ク
e

フ
ラ
ン
の
三
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
に
次
の
よ
う
な
枠
組
を

設
定
し
た
o

第
一
に
、
関
係
当
事
者
自
ら
が
管
理
運
営
の
主
体
と
な
り
、
管
理

運
営
の
範
囲
は
社
会
保
障
財
政
に
ま
で
及
ぶ
。
自
律
性
の
原
則
で
あ
る
。
第
二

に
、
こ
の
よ
う
な
管
理
運
営
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
、
組
織
体
系
は
単
一
金
庫

原
則
に
よ
り
一
一
元
化
さ
れ
、
人
的
適
用
範
聞
も
全
て
の
国
民
に
一
般
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
ο

し
か
し
、
ラ
ロ
ッ
ク
。
フ
ラ
ン
は
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
の
具
体
性
に
欠
け

て
い
た
。
①
制
度
の
一
般
化
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
給
付
水
準
を
実
現
す
る

の
か
。
そ
の
際
、
②
保
険
料
の
負
担
能
力
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の

か
。
ま
た
、
③
組
織
の
一
一
沼
化
に
お
い
て
、
各
部
門
の
人
的
適
用
範
囲
の
相
違

を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
は
、

自
律
性
の
原
則
を
強
調
す
る
あ
ま
り
一
般
化
の
原
則
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
討

が
欠
如
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
は
、
こ
こ
に
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
の
展

開
を
分
析
す
る
ひ
と
つ
の
視
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一

般
化
の
原
則
は
人
的
適
用
範
闘
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
に
お
け
る
平
等



の
実
現
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
の
顕
著

な
独
自
性
は
自
律
性
の
原
則
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
、
国
家
か

ら
の
自
律
と
平
等
の
実
現
と
は
両
立
す
る
の
か
と
い
う
視
点
を
導
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
o

こ
の
自
立
と
平
等
の
相
魁
と
い
う
視
点
は
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス

社
会
保
障
制
度
の
分
析
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
検
討
課

題
で
あ
る
。

フランス社会保障制度の構造とその特徴
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Structures et caracteristiques du systeme 

de securite sociale en France 

'一一jusqu'al'adoption du plan Laroque一一一

Tomoyuki KATO* 

Introduction 

TITRE 1. Les legislations de la s邑curitesociale avant la seconde guerre 

mondiale 

CHAPITRE 1. La reparation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles 

CHAPITRE 11. Les assurances sociales 

CHAPITRE 111. Les prestations famiJiales 

TITRE II. Le redressement du systeme de la securite sociale apres la 

seconde guerre mondiale 

CHAPITRE 1. Le principe de base du syst色mede securite sociale 

en France 

CHAPITRE 11. La realisation du plan Laroque 

CHAPITRE II1. Les examens des trois principes dans le plan Laroque 

CONCLUSION 

* 
9降 * * 

Cet article essaie d'envisager le cadre fondamental des trois principes 

--autonomie， caisse unique， generalisation --dans le plan Laroque qui 

fixe ce que le syst色mede la securite sociale doit etre apres la seconde 

guerre mondiale. 

En definitive， la theorie d'un regime social doit etre estime syntheti. 

quement. Mais， ses travaux concrets doivent etre examines suivant les 

deux points， ci-dessous. D'abord， I'e任ectivitetheorique pour arriver au 

but du regime sociaJ. En second lieu， la possibiJite de sa reaJisation dans 

la societe actuelle. Je m'interesse a etudier la structure des systemes de 

securite sociale et ses caracteristiques au travers de I'examen du plan 

Laroque. Mais， j'envisage reffectivite theorique dans cet article， en ex-

*Cours de doctorat a la Faculte de droit de l'Universite de Hokkaido. 
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aminant les regimes de la securite sociale avant guerre qui deviennent 

les premices de la formation du plan et en faisant une comparaison avec le 

rapport Beveridge. Donc， la recherche de la possibilite de sa realisation 

est mon futur theme de travaiJ. 

Le plan Laroque a ete reconnu par l'ordonnance du 4 oct. 1945 comme 

projet de la securite sociale. Ce plan est domine par la double preoccupation 

de parvenir a un maximum d'efficacite et a un maximum de democratie 

sociale. Et les trois principes suivants， participation des interess岳sa la 

gestion des caisses et au financement de la securite sociale， ensuite unifica. 

tion du systeme-organe par le principe de caisse unique concernant la 

gestion du syteme， et enfin l'application generalisee a toute la population， 

ont reussi a r邑aliserles bases du regIlne actuel de securite sociale. 

Mais， dans le processus en d企liberationde l'Ord. du 4. oct. 1945. le 

principe de caisse unique soul色vele plus vif debat. En ce qui concerne 

ce point， on peut resumer TITRE 1 de la facon suivante. En premier 

lieu， la base reconnue du principe autonomie etait deja formee dans le 

syst色mede securite sociale avant guerre. En second lieu， le principe de 

caisse unique a renverse la raison d'etre de I'organisation gestionnaire. 

I! y a une re!ation ins邑parab!eentre ceIle-ci et l'initiative des interesses. 

En troisieme 1i巴u，le principe de generalisation a ete reconnu sans faire 

l'objet de debats. Ceci pour， dans l'esprit du plan Laroque， realiser pro. 

gressivement le murissement du systeme de la securite sociale. 

D'autre part， le plan Laroque a fail1i a trois points concrets， notamment 

en comparaison du rapport Beveridge， 

1) Comment r匂lise-t-ille niveau de prestation dans la generalisation 

du syteme? 

2) Comment traite-t-illes probl岳mesde charge sociale suivant les pos・

sibilite邑conomique?

3) Comment ajuste-t-il les differentes portees d'application dans chaque 

branche pour l'unification du syst在me?

lci， Je peut trouver un sujet d'etude pour l'analyse du developpement 

du syst色meapres le plan Laroque. C'es t-a-dire， l'autonomie par rapport a 

I'Etat et l'egalite sont-elles compatibles? L'analyse du syst色mede la se. 

curite sociale sur ce point est mon futur theme. 

北法35(3-4・215)日3 VI 


